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秋田市部設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第１号

秋田市部設置条例の一部を改正する条例

秋田市部設置条例（昭和56年秋田市条例第17号）の一部を次の

ように改正する。

第１条総務部の項中第５号を第６号とし、第２号から第４号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。

� 情報公開に関すること。

第１条企画調整部の項第５号中「および情報公開」を削り、同

条市民生活部の項第４号を削り、同項の次に次のように加える。

地域振興部

� 地域振興に関すること。

� 支所および市民センターに関すること。

第１条地域振興局の項および国体局の項を削る。

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第２号

秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以

下「法」という。）第26条の５第１項、第５項および第６項の

規定に基づき、職員の自己啓発等休業（同条第１項に規定する

自己啓発等休業をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定め

るものとする。

（自己啓発等休業の承認）

第２条 任命権者は、職員としての在職期間が３年以上である職

員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、

当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、

当該職員の勤務成績、当該申請に係る大学等課程の履修（法第

26条の５第１項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。）

又は国際貢献活動（同項に規定する国際貢献活動をいう。以下

同じ。）の内容その他の事情を考慮した上で、当該職員が大学

等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をすることを承認

することができる。

（自己啓発等休業の期間）

第３条 法第26条の５第１項の条例で定める期間は、３年とする。

（大学等教育施設）

第４条 法第26条の５第１項の条例で定める教育施設は、次に掲

げる教育施設とする。

� 学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に規定する大学

（当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科および同

法第97条に規定する大学院を含む。）

� 学校教育法第１条に規定する学校以外の教育施設で学校教

育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき法

律に特別の規定があるものであって同法第104条第４項第２

号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認め

られる課程を置く教育施設（自己啓発等休業をしようとする

職員が当該課程を履修する場合に限る。）

� 前２号に掲げる教育施設に相当する外国の大学

� 前３号に掲げる教育施設に類する教育施設として任命権者

が認めるもの

（奉仕活動）

第５条 法第26条の５第１項の条例で定める奉仕活動は、次に掲

げる奉仕活動とする。

� 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法

（平成14年法律第136号）第13条第１項第４号に基づき自ら行

う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動（当

該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準

備行為を含む。）

� 前号に掲げる奉仕活動に準ずる奉仕活動として任命権者が

認めるもの

（自己啓発等休業の承認の申請）

第６条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしよ

うとする期間の初日および末日ならびに当該期間中の大学等課

程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければな

らない。

（自己啓発等休業の期間の延長）

第７条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業

を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間

が３年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の

末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間

の延長を申請することができる。

２ 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が認める特別の事

情がある場合を除き、１回に限るものとする。

３ 第２条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認につい

て準用する。

（自己啓発等休業の承認の取消事由）

第８条 法第26条の５第５項の条例で定める事由は、次に掲げる

事由とする。

� 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その

者が在学している課程を休学し、もしくはその授業を頻繁に

欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部

もしくは一部を行っていないこと。

� 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している

課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席しているこ

……………
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………………………………………

…………………………

………………………

………………………

…………………………

………………………………

…

………

………

………

……
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と、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行って

いないことその他の事情により、当該自己啓発等休業の承認

に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずるこ

と。

（報告等）

第９条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求めら

れた場合のほか、次に掲げる場合には、当該自己啓発等休業の

承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について

任命権者に報告しなければならない。

� 当該職員が、その承認に係る大学等課程の履修又は国際貢

献活動を取りやめた場合

� 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、

もしくはその授業を欠席している場合又はその参加している

奉仕活動の全部もしくは一部を行っていない場合

� 当該職員の自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修

又は国際貢献活動に支障が生じている場合

２ 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告

を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十

分な意思疎通を図るものとする。

（職務復帰後における号俸の調整）

第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におい

て、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、

その自己啓発等休業の期間を100分の100以下の換算率により換

算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則で定

めるところにより、号俸を調整することができる。

（退職手当の取扱い）

第11条 秋田市職員の退職手当に関する条例（昭和29年秋田市条

例第２号）第６条の４第１項および第７条第４項の規定の適用

については、自己啓発等休業をした期間は、同条例第６条の４

第１項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に

該当するものとする。

２ 自己啓発等休業をした期間についての秋田市職員の退職手当

に関する条例第７条第４項の規定の適用については、同項中

「その月数の２分の１に相当する月数（地方公務員法第55条の

２第１項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により

現実に職務に従事することを要しなかった期間については、そ

の月数）」とあるのは、「その月数（地方公務員法第26条の５第

１項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又

は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するもの

と認められることその他別に定める要件に該当する場合につい

ては、その月数の２分の１に相当する月数）」とする。

（委任）

第12条 この条例に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必

要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成20年９月30日までの間における第５条第１号の規定の適

用については、同号中「第13条第１項第４号」とあるのは、

「第13条第１項第３号」とする。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第３号

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の

一部を改正する条例

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（昭和

41年秋田市条例第25号）の一部を次のように改正する。

第１条中「。以下「法」という。」を削る。

第２条第３号を削る。

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第４号

秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例

秋田市公営企業職員の給与に関する条例（昭和28年秋田市条例

第17号）の一部を次のように改正する。

第16条の４を第16条の５とし、第16条の３の次に次の１条を加

える。

（自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与）

第16条の４ 秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成20

年秋田市条例第２号）第２条の承認を受けた職員には、自己啓

発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市後期高齢者医療に関する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第５号

秋田市後期高齢者医療に関する条例

目 次

第１章 本市が行う後期高齢者医療の事務（第１条・第２条）

第２章 保険料（第３条―第５条）

第３章 雑則（第６条・第７条）

第４章 罰則（第８条―第10条）

附 則

第１章 本市が行う後期高齢者医療の事務

（本市が行う後期高齢者医療の事務）

第１条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令およ

び秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

（平成19年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下

「広域連合条例」という。）に定めがあるもののほか、この条例

の定めるところによる。

（本市において行う事務）

第２条 本市は、保険料の徴収ならびに高齢者の医療の確保に関

する法律施行令（平成19年政令第318号）第２条ならびに高齢

者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令

第129号）第６条および第７条に規定する事務のほか、次に掲

げる事務を行うものとする。

� 広域連合条例第２条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の

受付
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� 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

� 広域連合条例第17条第２項の保険料の徴収猶予に係る申請

書の提出の受付

� 広域連合条例第17条第２項の保険料の徴収猶予の申請に対

する秋田県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書

の引渡し

� 広域連合条例第18条第２項の保険料の減免に係る申請書の

提出の受付

� 広域連合条例第18条第２項の保険料の減免の申請に対する

秋田県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引

渡し

� 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

� 前各号に掲げる事務に付随する事務

第２章 保険料

（本市が保険料を徴収すべき被保険者）

第３条 本市が保険料を徴収すべき被保険者（高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）

第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。）は、次に掲げ

る被保険者とする。

� 本市に住所を有する被保険者

� 法第55条第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、

病院等（同項に規定する病院等をいう。以下同じ。）に入院

等（同項に規定する入院等をいう。以下同じ。）をした際本

市に住所を有していた被保険者

� 法第55条第２項第１号の規定の適用を受ける被保険者であっ

て、継続して入院等をしている２以上の病院等のうち最初の

病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者

� 法第55条第２項第２号の規定の適用を受ける被保険者であっ

て、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に

規定する継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者

（普通徴収に係る保険料の納期等）

第４条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期（以下

「納期」という。）は、次のとおりとする。

第１期 ７月１日から同月31日まで

第２期 ８月１日から同月31日まで

第３期 ９月１日から同月30日まで

第４期 10月１日から同月31日まで

第５期 11月１日から同月30日まで

第６期 12月１日から同月31日まで

第７期 翌年１月１日から同月31日まで

第８期 翌年２月１日から同月末日まで

２ 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長

が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該

被保険者又は連帯納付義務者（法第108条第２項又は第３項の

規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以

下同じ。）に対しその納期を通知しなければならない。

３ 納期ごとの納付額は、当該被保険者に係る保険料の額を納期

数で除して得た額とする。

４ 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその

分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又は

その全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合

算するものとする。

（延滞金）

第５条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料

を納付する場合においては、当該納付金額（その額に1,000円

未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）に、その納期

限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額

に年14.6パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日

までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければなら

ない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はそ

の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全

額を切り捨てる。

２ 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間

についても、365日当たりの割合とする。

３ 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料

を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認

める場合においては、当該被保険者又は連帯納付義務者の申請

により第１項の延滞金を減免することができる。

第３章 雑 則

（戸籍に関する無料証明）

第６条 市長は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給

付を受ける者から被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関

し証明の求めがあったときは、無料で行うものとする。

（委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第４章 罰 則

第８条 被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する

世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者

が、正当な理由がなく法第137条第２項の規定により文書その

他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は

同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは

虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第９条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第４章の規

定による徴収金（本市が徴収するものに限る。）の徴収を免れ

た者は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過

料に処する。

第10条 前２条の過料の額は、情状により、市長が定める。

２ 前２条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指

定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過

した日とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。

（平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料

の徴収の特例）

２ 平成20年度において、被扶養者であった被保険者（法第99条

第２項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。）に係る

普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第４条

の規定を適用する場合においては、同条第１項中

「第１期 ７月１日から同月31日まで

第２期 ８月１日から同月31日まで

第３期 ９月１日から同月30日まで

第４期 10月１日から同月31日まで

第５期 11月１日から同月30日まで

第６期 12月１日から同月31日まで

第７期 翌年１月１日から同月31日まで

第８期 翌年２月１日から同月末日まで」

とあるのは
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「第１期 10月１日から同月31日まで

第２期 11月１日から同月30日まで

第３期 12月１日から同月31日まで

第４期 翌年１月１日から同月31日まで

第５期 翌年２月１日から同月28日まで」

と、同条第２項中「市長が別に定める」とあるのは「10月１日

以後における市長が別に定める時期とする」とする。

（延滞金の割合の特例）

３ 当分の間、第５条第１項に規定する延滞金の年7.3パーセン

トの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合

（各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法

（平成９年法律第89号）第15条第１項第１号の規定により定め

られる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、当該特例基準割合（当該割合に0.1パー

セント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。

秋田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第６号

秋田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例

秋田市介護保険条例の一部を改正する条例（平成18年秋田市条

例第29号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（平成20年度における保険料率の特例）

５ 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関す

る政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令（平成19年

政令第365号）による改正後の介護保険法施行令及び介護保険

の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令（平

成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険

等改正令」という。）附則第４条第１項第５号又は第６号のい

ずれかに該当する第一号被保険者の平成20年度の保険料率は、

新条例第４条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被

保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

� 新条例第４条第４号に該当する者であって、その者の属す

る世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方

税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場

合、同条第１号に該当するもの ３万9,840円

� 新条例第４条第４号に該当する者であって、その者の属す

る世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方

税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場

合、同条第２号に該当するもの ３万9,840円

� 新条例第４条第４号に該当する者であって、その者の属す

る世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方

税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場

合、同条第３号に該当するもの ４万3,680円

� 新条例第４条第５号に該当する者であって、その者の属す

る世帯の世帯主およびすべての世帯員（新平成18年介護保険

等改正令附則第４条第１項第５号に該当する者（以下この項

において「第５号該当者」という。）に限る。）が平成20年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの

とした場合、新条例第４条第１号に該当するもの ４万8,000

円

� 新条例第４条第５号に該当する者であって、その者の属す

る世帯の世帯主およびすべての世帯員（第５号該当者に限る。）

が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、同条第２号に該当するもの ４万

8,000円

� 新条例第４条第５号に該当する者であって、その者の属す

る世帯の世帯主およびすべての世帯員（第５号該当者に限る。）

が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、同条第３号に該当するもの ５万

1,840円

� 新条例第４条第５号に該当する者であって、その者の属す

る世帯の世帯主およびすべての世帯員（第５号該当者に限る。）

が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていないものとした場合、同条第４号に該当するもの ５万

5,680円

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第７号

秋田市手数料条例の一部を改正する条例

秋田市手数料条例（平成12年秋田市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。

別表第２第103号を削る。

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第８号

秋田市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例

秋田市農業集落排水施設条例（平成元年秋田市条例第15号）の

一部を次のように改正する。

別表第１に次のように加える。
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秋田市下北手

中央農業集落

排水施設

秋田市下北手

桜字桜谷地80

番地２

秋田市下北手桜字桜谷地、字新桜谷地、宝川字愛ノ沢、字潤ケ崎、字大西ケ沢、字種ケ崎、

字堂ケ下、字繁昌田、字古館ノ下、通沢字合ノ沢、字内山、字上前田、字下前田、字杉崎、

字滝ノ沢、字中前田、字元屋敷、字前田、松崎字前谷地、字谷崎、柳館字赤平、字碇、字

賀川、字賀川潟下、字細谷沢、字前田面、字向田、字和田および字新細谷の各一部

秋田市河辺岩

見農業集落排

水施設

秋田市河辺岩

見字西小出108

番地１

秋田市河辺岩見字貝住沢口、字萱森上野、字川原琴、字小出沢、字小平岱、字小平岱坂ノ

下、字下小平岱、字杉沢、字杉沢台、字杉沢台下、字杉沢前田面、字滝ノ下、字新川、字

新川上田面、字二階渕、字西小出、字野村、字東、字茂および字森ノ越の各一部



附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第９号

秋田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例

秋田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成10年秋田市条例第17号）の一部を次のように改正する。

別表第１に次のように加える。
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南ヶ丘地区

整備計画

平成19年秋田市告示第291号に定める秋田都

市計画南ヶ丘地区計画の区域

南ヶ丘

地区整

備計画

区域

Ａ地区

（住宅街区）

次に掲げる建築物以外のもの

� 法別表第２（い）項第１号、第２号、第８号および第９号に掲げる

建築物

� 前号の建築物に附属するもの（政令第130条の５に定めるものを除

く。）

� 地域集会所その他これに類する建築物

10分の

８

10分の

５

200平方

メートル

Ｂ地区

（住民サー

ビス施設街

区）

次に掲げる建築物以外のもの

� 法別表第２（い）項第２号、第８号および第９号に掲げる建築物

� 法別表第２（ろ）項第２号に掲げる建築物

� 前２号の建築物に附属するもの（政令第130条の５に定めるものを

除く。）

Ｃ地区

（福祉・医

療・教育街

区）

次に掲げる建築物以外のもの

� 法別表第２（い）項第３号、第４号、第８号および第９号に掲げる

建築物

� 法別表第２（は）項第２号、第３号および第４号に掲げる建築物

� 前２号の建築物に附属するもの（政令第130条の５の５に定めるも

のを除く。）

10分

の20

10分

の６

別表第３に次のように加える。

南ヶ丘

地区整

備計画

区域

Ａ地区

（住宅街区）

道路境界線

又は隣地境

界線までの

距離

1.4メートル 次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

� 第９条第１項の規定に適合しないこととなる部分の外壁又はこれ

に代わる柱の中心線の長さの合計が３メートル以下であるもの

� 物置その他これに類する用途に供するもので、第９条第１項の規

定に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、

かつ、当該部分の床面積の合計が５平方メートル以内であるもの

Ｂ地区

（住民サー

ビス施設街

区）

Ｃ地区

（福祉・医

療・教育街

区）

別表第４に次のように加える。

南ヶ丘

地区整

備計画

区域

Ａ地区

（住宅街区）

10メートル ７メートル � 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範

囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線（前面道

路の境界線から後退した建築物にあっては、前面道路の反対側の境

界線から当該建築物の後退距離に相当する距離だけ外側の線）まで

の水平距離に、1.25を乗じて得たもの

� 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真

北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに５メートルを加えたも

の

Ｂ地区

（住民サー

ビス施設街

区）

Ｃ地区

（福祉・医

療・教育街

区）

� 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範

囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線（前面道

路の境界線から後退した建築物にあっては、前面道路の反対側の境

界線から当該建築物の後退距離に相当する距離だけ外側の線）まで

の水平距離に、1.25（前面道路の幅員が12メートル以上である建築

物にあっては、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道

別表第２に次のように加える。



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

秋田市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第10号

秋田市都市公園条例の一部を改正する条例

秋田市都市公園条例（昭和39年秋田市条例第35号）の一部を次

のように改正する。

別表第２北野田公園の項中

改める。

附 則

この条例は、平成20年６月１日から施行する。

秋田市国民体育大会運営基金条例を廃止する条例をここに公布

する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第11号

秋田市国民体育大会運営基金条例を廃止する条例

秋田市国民体育大会運営基金条例（平成15年秋田市条例第６号）

は、廃止する。

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。
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路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5）

を乗じて得たもの

� 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、高さが20メートルを

超える部分を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線ま

での水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに1.25

を乗じて得たものに20メートルを加えたもの

� 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真

北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたも

の

「

北野田

公園照

明設備

アリーナ照明設備

全点灯の５

分の１点灯

１時間につ

き

120円

を

テニスコート照明設備
１面点灯１

時間につき
190円

１面点灯とは、テニスコート１面を照明するために、８灯

を点灯することをいう。
」

「

アリー

ナ

貸切

使用

入場料を

徴収する

場合

一般

半面１時間

につき

1,800円

に

高校生 1,260円

」

中学生以下 900円

入場料を

徴収しな

い場合

一般 900円

高校生 630円

中学生以下 450円

テニス

コート

入場料を

徴収する

場合

一般

１面１時間

につき

1,000円

高校生 700円

中学生以下 500円

入場料を

徴収しな

い場合

一般 500円

高校生 350円

中学生以下 250円

会議室
１室１時間

につき
150円

冷暖房設備を使用する場合は、１時間につき、冷房設備に

あっては200円、暖房設備にあっては220円を加算する。

北野田

公園照

明設備

アリーナ照明設備

全点灯の５

分の１点灯

１時間につ

き

120円

テニスコート照明設備
１面点灯１

時間につき
190円

１面点灯とは、テニスコート１面を照明するために、８灯

を点灯することをいう。



秋田市立学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第12号

秋田市立学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条

例

秋田市立学校給食共同調理場設置条例（昭和58年秋田市条例第

13号）の一部を次のように改正する。

第２条の表秋田市立太平小学校、太平中学校共同調理場の項中

「秋田市立太平小学校、太平中学校共同調理場」を「秋田市立太

平小学校、山谷小学校、太平中学校共同調理場」に改め、同表に

次のように加える。

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院設置条例等の一部を改

正する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第13号

秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院設置条例等の一部

を改正する条例

（秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院設置条例の一部改正）

第１条 秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院設置条例（昭和

35年秋田市条例第３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第82条の２」を「第124条」に改める。

（秋田市自転車等駐車場条例の一部改正）

第２条 秋田市自転車等駐車場条例（平成元年秋田市条例第27号）

の一部を次のように改正する。

別表第２の１の表の備考の１および別表第２の２の表の備考

中「小学校および幼稚園」を「幼稚園および小学校」に、「第

82条の２」を「第124条」に、「第83条第１項」を「第134条第

１項」に改める。

（秋田市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

第３条 秋田市職員の修学部分休業に関する条例（平成18年秋田

市条例第６号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第２号中「第82条の２」を「第124条」に改め、

同項第３号中「第83条」を「第134条」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

市立秋田総合病院使用料および手数料条例および秋田市立夜間

休日応急診療所条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第14号

市立秋田総合病院使用料および手数料条例および秋田市立

夜間休日応急診療所条例の一部を改正する条例

（市立秋田総合病院使用料および手数料条例の一部改正）

第１条 市立秋田総合病院使用料および手数料条例（昭和29年秋

田市条例第11号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号中「平成18年厚生労働省告示第92号」を

「平成20年厚生労働省告示第59号」に、「別表第１医科診療報酬

点数表および別表第２歯科診療報酬点数表ならびに」を「およ

び」に改める。

（秋田市立夜間休日応急診療所条例の一部改正）

第２条 秋田市立夜間休日応急診療所条例（昭和49年秋田市条例

第34号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「平成18年厚生労働省告示第92号）別表第１

医科診療報酬点数表」を「平成20年厚生労働省告示第59号）」

に改める。

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第15号

秋田市議会委員会条例の一部を改正する条例

秋田市議会委員会条例（昭和42年秋田市条例第21号）の一部を

次のように改正する。

第２条総務委員会の項中「地域振興局、国体局」を「地域振興

部」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例（以下

「改正前の条例」という。）の規定に基づく総務委員会の委員、

委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例（以

下「改正後の条例」という。）の規定による総務委員会の委員、

委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみ

なし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長お

よび副委員長の残任期間とする。

３ この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会

における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の

規定による総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事

項とみなす。

秋田市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市条例第16号

秋田市国民健康保険条例の一部を改正する条例

秋田市国民健康保険条例（昭和34年秋田市条例第13号）の一部

を次のように改正する。

第５条第２項中「含む」の次に「。次条第２項において同じ」

を加える。

第６条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につ

き、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公

務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

57年法律第80号）の規定によって、これに相当する給付を受け

ることができる場合には、行わない。

附 則
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秋田市立秋田北中学校、

金足東小学校共同調理場

秋田市下新城中野字街道端西241

番地の90



この条例は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第５号

秋田市行政組織規則の一部を改正する規則

秋田市行政組織規則（昭和56年秋田市規則第18号）の一部を次

のように改正する。

目次中「～第24条の４」を「・第24条の３」に、「第２節 市

民生活部の所属機関（第26条～第30条の３）」を

「第２節 市民生活部の所属機関（第26条～第28条）

第２節の２ 地域振興部の所属機関（第29条～第30条の３）」

に改め、「第７節 地域振興局の所属機関（第46条の４～第46条

の７）」を削る。

第６条の見出しを「（部の内部組織）」に改め、同条第１項中

「又は局」を削り、同項の表総務部の項中「文書法規課」を「文

書法制課」に改め、同表企画調整部の項中「情報政策課」を「情

報統計課」に改め、同表

市民生活部の項中

改め、同項の次に次のように加える。

第６条第１項の表農林部の項中「農村振興課」を「農業農村振

興課」に、「森林整備課」を「農地森林整備課」に改め、同表地

域振興局の項および国体局の項を削る。

第６条第２項の表中

める。

第９条第１項総務課の項中第７号を削り、第８号を第７号とし、

第９号から第18号までを１号ずつ繰り上げ、同条第１項文書法規

課の項中「文書法規課」を「文書法制課」に改め、同項第２号中

「公印」の次に「および電子署名」を加え、同項中第９号を第13

号とし、第３号から第８号までを４号ずつ繰り下げ、第２号の次

に次の４号を加える。

� 情報公開に関すること。

� 個人情報の保護に関すること。

� 情報公開審査会に関すること。

� 個人情報保護審査会に関すること。

第９条第１項人事課の項中第１号を第２号とし、第２号から第

19号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の前に次の１号を加える。

� 行政組織および職務権限に関すること。

第９条第２項中「第６号」を「第７号」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 総務課新庁舎建設準備室は、総務課の分掌事務のうち第５号

および第14号に掲げる事務を分掌する。

第10条企画調整課の項第12号中「男女共生・次世代育成支援室」

を「広報課、市民相談室および男女共生・次世代育成支援室」に

改め、同条情報政策課の項中「情報政策課」を「情報統計課」に

改め、同条広報課の項第３号を削り、同条市民相談室の項第５号

から第９号までを削る。

第11条第１項資産税課の項第４号中「および納付金」を削る。

第12条第１項市民課の項第14号中「、福祉医療費受給者証およ

び老人保健法（昭和57年法律第80号）に基づく医療受給者証」を

「および福祉医療費受給者証」に改め、同項中第18号を削り、第

19号を第18号とし、第20号を第19号とし、同条第１項国保年金課

の項第３号中「ならびに収入整理等」を削り、同項中第４号を第

５号とし、第５号から第10号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の

次に次の１号を加える。

� 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の収入整理等に関

すること。

第12条第１項国保年金課の項の次に次のように加える。

国保・高齢・介護健診課

� 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

に基づく特定健康診査等実施計画に関すること。

� 特定健康診査の実施に関すること。

� 特定保健指導の実施に関すること。

� 後期高齢者医療制度における健康診査等に関すること。

� 医療費関連施策に係る調査研究に関すること。

� 介護保険制度における生活機能評価の実施に関すること。

� 課の予算経理に関すること。

後期高齢医療課

� 後期高齢者医療に係る調整に関すること。

� 後期高齢者医療被保険者の資格に係る申請書の提出の受け

付け等に関すること。

� 後期高齢者医療給付に係る申請書の提出の受け付け等に関

すること。

� 後期高齢者医療被保険者証の交付の申請の受け付け等に関

すること。

� 旧老人保健医療に関すること。

� 後期高齢者医療保険料の額に係る通知書の引渡し等に関す

ること。

� 後期高齢者医療保険料の減免および徴収猶予に係る申請書

の受け付け等に関すること。

� 後期高齢者医療保険料に係る申告書の提出の受け付け等に

関すること。

	 後期高齢者医療保険料およびこれに伴う収入金の徴収なら

びに収入整理等に関すること。
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規 則

「

」
を自治振興課

「

に

」

国保・高齢・介護健診課

後期高齢医療課

地域振興部 地域振興課

「

」
を総務部人事課 自治研修センター

「

に、

」

総務部総務課 新庁舎建設準備室

総務部人事課 自治研修センター

「

を

」

福祉保健部福祉総務課 地域福祉推進室

福祉保健部障害福祉課 医療福祉室

農林部農村振興課 地域農業推進室

都市整備部都市総務課 交通政策室

「

に改

」

市民生活部国保年金課 収納推進室

福祉保健部福祉総務課 地域福祉推進室

商工部工業労政課 企業集積促進室

都市整備部都市計画課 交通政策室



� 後期高齢者医療保険料の督促および滞納処分に関すること。

� 課の予算経理に関すること。

第12条第１項自治振興課の項を削り、同条に次の１項を加える。

３ 国保年金課収納推進室は、国保年金課の分掌事務のうち第３

号および第５号から第７号までに掲げる事務を分掌する。

第12条の次に次の１条を加える。

第12条の２ 地域振興部の課等の分掌する事務は、おおむね次の

とおりとする。

地域振興課

� 都市内地域分権の推進に関すること。

� 地域審議会に関すること。

� （仮称）市民サービスセンターの設置構想および整備に関

すること。

� 市民協働の推進に関すること。

� 地域自治活動の振興に関すること。

� 地域集会施設に関すること。

	 市民活動の育成および支援に関すること。


 市民活動に係る情報提供に関すること。

� 市民憲章に関すること（他の所管に属するものを除く。）。

� 住居表示に関すること。

� 地名等に関すること。

� 町内会への助成に関すること。

 町内会からの申請に基づく防犯灯の新設等に関すること。

� 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。

� 防犯に関すること。

� テレビ難視聴（人為的要因に係るものを除く。）の対策に

関すること。

� 過疎地域自立促進計画に関すること。

� 住居表示審議会に関すること。

� 地域センターに関すること。

� コミュニティセンターに関すること。

�� 雄和地区北部コミュニティ施設に関すること。

�� 河辺戸島ふるさとセンターに関すること。

�� 雄和中の沢多目的研修集会施設に関すること。

�� ふれあい交流館かわべに関すること。

�� 雄和農林漁家婦人活動促進施設に関すること。

�� 雄和山村交流センターに関すること。

�� 雄和基幹集落センターに関すること。

�	 雄和左手子交流センターに関すること。

�
 部内の連絡調整に関すること。

�� 課の予算経理に関すること。

第13条第１項障害福祉課の項中第７号を削り、第８号を第７号

とし、第９号を第８号とし、同条第１項介護・高齢福祉課の項第

９号中「こと」の次に「（他の所管に属するものを除く。）」を加

え、同条第３項を削る。

第13条の２環境企画課の項第４号中「環境教育」の次に「およ

び環境学習」を加え、同項に次の２号を加える。

� 自然環境の保全等に関すること。

	 地球温暖化対策に関すること。

第13条の２環境保全課の項中第８号および第９号を削り、第10

号を第８号とし、第11号から第13号までを２号ずつ繰り上げる。

第14条工業労政課の項第２号中「企業誘致」の次に「および企

業集積」を加え、同条に次の１項を加える。

２ 工業労政課企業集積促進室は、工業労政課の分掌事務のうち

第１号から第４号までに掲げる事務を分掌する。

第14条の２第１項農林総務課の項中第13号を削り、第14号を第

13号とし、第15号から第32号までを１号ずつ繰り上げ、第33号を

第32号とし、同号の次に次の１号を加える。

�� 部内の施設の維持管理に関すること（他の所管に属するも

のを除く。）。

第14条の２第１項農村振興課の項中「農村振興課」を「農業農

村振興課」に改め、同項第４号中「地域別整備」を「整備」に改

め、同項第11号中「流通」の次に「および販売促進」を加え、同

項第15号中「生産調整」の次に「、流通および販売促進」を加え、

同項第16号中「計画出荷米の流通」を「都市農村交流」に改め、

同項第17号中「土地改良事業の調査、計画および指導」を「市民

農園」に改め、同項第18号から第29号までを削り、同条第１項森

林整備課の項中「森林整備課」を「農地森林整備課」に改め、同

項第15号中「森林区域の道路および水路」を「市街化区域外の区

域等の道路、水路およびため池等」に改め、同号を同項第26号と

し、同項中第２号から第14号までを11号ずつ繰り下げ、第１号を

第12号とし、同号の前に次の11号を加える。

� 土地改良事業の調査、計画および指導に関すること。

� ほ場整備事業に関すること。

� 農業水利および老朽ため池事業に関すること。

� 農道整備および舗装事業に関すること。

� 農業用土地造成事業に関すること。

� 農業用施設の災害復旧事業に関すること。

	 市単独土地改良補助事業に関すること。


 土地改良事業団体の育成指導に関すること。

� 山村振興に関すること（他の所管に属するものを除く。）。

� 農業集落排水施設の建設および維持管理に関すること。

� 個別排水処理施設の設置に関すること。

第14条の２第２項を削る。

第17条第１項都市総務課の項第１号および第２号を次のように

改める。

� 都市施策の企画および総合調整に関すること。

� 秋田都市計画事業秋操駅南地区土地区画整理事業および秋

田駅東拠点地区土地区画整理事業に伴う清算金および土地売

払収入の徴収に関すること。

第17条第１項都市総務課の項中第３号から第６号までを削り、

第７号を第３号とし、第８号を第４号とし、同条第１項都市計画

課の項第13号を次のように改める。

 都市景観形成に関すること。

第17条第１項都市計画課の項中第15号を第19号とし、第14号を

第18号とし、第13号の次に次の４号を加える。

� 屋外広告物に関すること。

� 交通環境の改善促進に関すること。

� 都市交通政策に関すること。

� 秋田空港に関する業務の調整に関すること。

第17条第１項都市計画課の項に次の１号を加える。

� 都市環境の創造および保全に関する審議会に関すること。

第17条第２項中「都市総務課交通政策室は、都市総務課」を

「都市計画課交通政策室は、都市計画課」に、「第４号および第５

号」を「第15号から第17号まで」に改める。

第17条の２、第17条の３および第24条の２を削り、第４章第１

節の２中第24条の３を第24条の２とし、第24条の４を第24条の３

とする。

第25条第２項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。
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� 街区基準点の維持管理等に関すること。

第26条の２および第26条の３を削る。

第26条の４第２項第８号中「および国民健康保険」を「、国民

健康保険および後期高齢者医療」に改め、同項第９号中「および

老人保健法に基づく医療費」を削り、同条を第26条の２とし、第

28条および第29条を削り、第30条を第28条とし、第30条の２およ

び第30条の３を削り、第４章中第28条の次に次の１節を加える。

第２節の２ 地域振興部の所属機関

（支所の組織）

第29条 秋田市支所設置条例（昭和29年秋田市条例第28号）の規

定による支所は、地域振興部に所属する機関とする。

（支所の分掌事務）

第29条の２ 支所の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

� 戸籍に関すること。

� 住民基本台帳に関すること。

� 印鑑に関すること。

� 外国人登録に関すること。

� 身分に関すること。

� 人口動態調査に関すること。

� 児童手当認定請求書等の受け付けに関すること。

� 自動車臨時運行の許可に関すること。

	 相続税法に基づく通知に関すること。


 健康手帳および母子健康手帳の交付に関すること。

� 死産に関すること。

� 埋火（改）葬許可および斎場の使用許可に関すること。

 国民年金、国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者

の窓口事務に関すること。

� 福祉医療費の受給者証の交付に関すること。

� 生活保護の診療依頼書の交付に関すること。

� 要介護認定に係る申請書等の取次ぎおよび介護保険の被保

険者証の回収に関すること。

� 住民の異動によって生ずる就学予定者の入学期日および学

校指定書ならびに児童生徒の転入転退学通知書の交付に関す

ること。

� 税の証明に関すること。

� 各種統計に関すること。

� 商工業および鉱業に関すること。

�� 農林水産業に関すること。

�� 土木に関すること。

�� 港湾の利用促進に関すること（土崎支所に限る。）。

�� 各種団体に関すること。

�� 支所の維持管理に関すること。

�� 市の歳入金の収納に関すること。

�� 支所の予算経理に関すること。

（市民センターの組織）

第29条の３ 秋田市市民センター設置条例（平成16年秋田市条例

第73号）の規定による市民センターは、地域振興部に所属する

機関とし、市民センターに次の班を置く。

総務班

税務班

市民生活班

福祉保健班

産業班

建設班

（市民センターの班の分掌事務）

第29条の４ 市民センターの班の分掌する事務は、おおむね次の

とおりとする。

総務班

� 文書の浄書、発送、配布および保存に関すること。

� 災害予防および災害応急対策に関する連絡調整に関するこ

と。

� 災害情報および被害情報の収集および報告に関すること。

� 文書および視聴覚による広報に関すること。

� 市民相談パトロールに関すること。

� 市民センターの総合案内に関すること。

� 収納金の払込みおよび保管に関すること。

� 普通財産の貸付けに係る申請書等の受け付けに関すること。

	 行政財産の使用許可に関すること。


 市民センター内の秩序保持に関すること。

� 市民センターの管理に関すること。

� 市民センター内の自動車の配車管理に関すること。

 地域活動センターの施設の管理に関すること。

� その他他の班の所管に属しないこと。

� 市民センターの予算経理に関すること。

税務班

� 市税（国民健康保険税を除く。以下この条において同じ。）

の賦課に関すること。

� 所得、固定資産等の証明に関すること。

� 所得、固定資産等の証明手数料等の徴収に関すること。

� 固定資産の評価に関すること。

� 市税およびこれに伴う収入金の徴収に関すること。

� 市税の督促状の問い合わせに関すること。

市民生活班

� 墓地、納骨堂および火葬場に関すること。

� 給水区域外の飲料水対策の指導に関すること。

� 死亡獣畜取扱場に関すること。

� 交通指導員の派遣要請に関すること。

� 戸籍に関すること。

� 住民基本台帳に関すること。

� 電子証明書の発行等に関すること。

� 印鑑に関すること。

	 外国人登録に関すること。


 身分に関すること。

� 人口動態調査に関すること。

� 児童手当認定請求書等の受け付けに関すること。

 自動車臨時運行の許可に関すること。

� 相続税法に基づく通知に関すること。

� 死産に関すること。

� 埋火（改）葬許可および斎場の使用許可に関すること。

� 住民の異動によって生ずる国民健康保険被保険者証、後期

高齢者医療被保険者証および福祉医療費受給者証の更正等に

関すること。

� 住民の異動によって生ずる児童生徒の転入転退学通知書の

交付に関すること。

� 住民の異動によって生ずる就学予定者の入学期日および学

校指定書の交付に関すること。

� 使用料および手数料の徴収に関すること。

�� 国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者の資格の得

喪ならびに被保険者証の交付に関すること。

�� 国民健康保険および後期高齢者医療の給付に関すること。
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�� 国民健康保険税の賦課および減免ならびに後期高齢者医療

の減免に関すること。

�� 国民健康保険税および後期高齢者医療保険料ならびにこれ

らに伴う収入金の徴収ならびに収入整理等に関すること。

�� 国民年金の窓口事務に関すること。

�� 地域自治活動等への支援および各種申請書の受け付け等に

関すること。

�� 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。

�� 公害関係法令に係る諸届出の受理に関すること。

�� 公害の苦情に関すること。

	
 一般廃棄物を排出する事業者の指導に係る相談の受け付け

に関すること。

	� 資源集団回収に係る受け付けに関すること。

	� 廃棄物の不法投棄に係る相談の受け付けに関すること。

	� ごみ集積所の設置および維持管理に関すること。

	� 粗大ごみ用証紙の販売に関すること。

	� 個別排水処理施設の設置申請等の受け付け、個別排水処理

施設の維持管理および排水設備工事の検査に関すること。

	� 個別排水処理施設に係る分担金および使用料の徴収に関す

ること。

福祉保健班

� 災害り災者等の援護に関すること。

� 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。

� 地域保健・福祉活動推進事業に関すること。

� 身体障害者および身体障害児の福祉に関すること。

� 知的障害者および知的障害児の福祉に関すること。

� 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当およ

び福祉手当の申請の受け付け等に関すること。

� 福祉医療の受給資格に関すること。

� 保育所の入退所の申込みおよび保育料の減免申請の受け付

け等に関すること。

	 児童扶養手当の申請の受け付けに関すること。


 高齢者の福祉増進に関すること。

� 生活保護の診療依頼書の交付に関すること。

� 介護保険料に関すること。

 要介護認定等の申請および介護保険の被保険者証の回収に

関すること。

� 母子健康手帳等および妊婦健康診査受診票の交付に関する

こと。

� 健康手帳の交付に関すること。

� 精神障害者交通費補助事業に関すること。

� 精神障害者保健福祉手帳および精神通院医療に係る各種申

請書等の受け付けに関すること。

� 犬の登録、鑑札の再交付等に係る申請書の受け付けに関す

ること。

産業班

� 商工業および観光の振興等に係る連絡調整に関すること。

� 中小企業および中小企業団体の育成指導に係る連絡調整に

関すること。

� 勤労者の福祉（出稼ぎ手帳の発行、求人情報の提供および

連絡調整に係るものに限る。）に関すること。

� 農業振興地域整備計画の閲覧に関すること。

� 農業の担い手の育成および農業経営の集団化に係る事業の

要望等の受け付けに関すること。

� 稲作ならびに野菜、果樹および花きの生産の振興に係る事

業の要望等の受け付けに関すること。

� 米の生産調整に係る耕作面積の調査等に関すること。

� 家畜の改良、増殖および導入に係る事業の要望等の受け付

けに関すること。

	 自給飼料生産対策に係る事業の要望等の受け付けに関する

こと。


 家畜防疫および畜産経営環境整備に係る事業の要望等の受

け付けに関すること。

� 稚魚放流に係る事業の要望等の受け付けに関すること。

� 農畜水産物の流通および農産加工に係る事業の要望等の受

け付けに関すること。

 農林漁業融資に係る相談の受け付けに関すること。

� 営農指導および営農相談に関すること。

� 農業経営体活性化事業に係る要望等の受け付けに関するこ

と。

� 農業振興地域の指定等に係る証明書の交付およびその手数

料の徴収に関すること。

� 山村振興に係る事業の要望等の受け付けに関すること。

� 土地改良事業およびほ場整備事業の要望の受け付けに関す

ること。

� 農業水利および老朽ため池事業に係る要望の受け付けに関

すること。

� 農道整備および舗装事業に係る要望の受け付けに関するこ

と。

�� 農業集落排水事業に係る要望等の受け付けに関すること。

�� 農業集落排水事業に係る分担金の収納に関すること。

�� 農業集落排水施設使用料の収納に関すること。

�� 農業集落排水施設使用料減免申請書の受理等に関すること。

�� 農業用施設の災害復旧事業に係る要望の受け付けに関する

こと。

�� 市単独土地改良補助事業に係る要望の受け付けに関するこ

と。

�� 民有林振興対策事業等の申請、要望等の受け付けに関する

こと。

�� 入会林野の整備に係る事業の要望の受け付けに関すること。

�� 森林病害虫等防除事業等に係る要望の受け付け等に関する

こと。

	
 林野の火入れに係る許可申請の受け付けに関すること。

	� 森林所有者からの要望の取りまとめおよび林業経営の相談

に関すること。

	� 有害鳥獣駆除対策事業に係る相談の受け付けおよびその連

絡調整に関すること。

	� 林道開設事業等に係る要望の受け付け等に関すること。

	� 治山事業に係る危険箇所の調査、要望の受け付けおよび関

係者との調整に関すること。

	� 自然公園の施設の整備および維持修繕に係る調査に関する

こと。

	� 特用林産物生産者協議会の育成指導に関すること。

	� 市有林等の現況調査および縁故団体からの要望の取りま

とめに関すること。

建設班

� 道路用地等の境界確認に係る申請書の受け付け等に関する

こと。

� 道路占用に係るパトロールに関すること。

� 道路用地等の未登記に係る処理に関すること。

秋 田 市 公 報平成20年４月10日 第995号

―13―



� 道路および橋りょうの新設および改良に係る要望の受け付

け等に関すること。

� 交通安全施設等の整備に係る要望の受け付け等に関するこ

と。

� 河川および水路に係る要望の受け付け等に関すること。

� 河川における漂流物の処理に係る受け付け等に関すること。

� 道路および橋りょうの維持管理に関すること。

� 街路樹の整備および維持管理に関すること。

� 道路の除排雪対策に関すること。

� 都市計画図の販売に関すること。

	 都市計画に係る諸証明書の交付に関すること。


 がけ地災害危険住宅の移転の申請の受け付けおよびその完

了届の受理に関すること。

� 優良住宅および良質住宅の認定申請の受け付けに関するこ

と。

� 市営住宅および特定公共賃貸住宅の管理に関すること。

 市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居申請の受け付けお

よび退去に関すること。

� 公園施設の設置許可および管理許可の申請の受け付けに関

すること。

� 公園地の占用許可および使用許可の申請の受け付けならび

にその使用料の徴収に関すること。

� 公園および緑地の維持管理に関すること。

� 植樹および緑化の推進に関すること。

�� 保存樹の管理に係る要望の受け付け等に関すること。

�� 空閑地美化の指導に関すること。

�� アメリカシロヒトリ等の防除対策に関すること。

（地域活動センターの分掌事務等）

第29条の５ 秋田市地域活動センター条例（平成18年秋田市条例

第63号）の規定による地域活動センターは、地域振興部に所属

する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとす

る。

� 地域における市民の自主的な活動の振興に関すること。

� 地域活動センターの運営に関すること。

� 地域活動センターの予算経理に関すること。

（地域センターの分掌事務等）

第30条 秋田市地域センター規則（昭和57年秋田市規則第14号）

の規定による地域センターは、地域振興部地域振興課に所属す

る機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

� 地域自治活動の振興に関すること。

� 地域住民団体の育成援助に関すること。

� 戸籍、印鑑証明等の交付又は取次ぎおよび一般事務の連絡

に関すること。

� 公聴および市民相談に関すること。

（コミュニティセンターの分掌事務等）

第30条の２ 秋田市コミュニティセンター条例（昭和54年秋田市

条例第17号）の規定によるコミュニティセンターは、地域振興

部地域振興課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おお

むね次のとおりとする。

� 地域自治活動の振興に関すること。

� 地域住民団体の育成援助に関すること。

� コミュニティセンターの施設の管理（指定管理者が行うも

のを除く。）に関すること。

（連絡所）

第30条の３ 市民センターが所管する区域における一般事務の取

次ぎ等の事務を処理するため、連絡所として、岩見三内連絡所

を秋田市河辺三内字外川原34番地１に、大正寺連絡所を秋田市

雄和新波字樋口62番地２に設置する。

２ 前項の連絡所は、岩見三内連絡所にあっては河辺市民センター

に、大正寺連絡所にあっては雄和市民センターに所属する機関

とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

� 戸籍に関すること（受理決定を除く。）。

� 住民基本台帳に関すること。

� 印鑑登録に関すること。

� 身分に関すること。

� 児童手当認定請求書等の受け付けに関すること。

� 健康手帳および母子健康手帳の交付に関すること。

� 埋火（改）葬許可および斎場の使用許可に関すること。

� 国民年金、国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者

の窓口事務に関すること。

� 国民健康保険の出産育児一時金および葬祭費ならびに後期

高齢者医療の葬祭費の支給申請に関すること。

� 福祉医療費の受給者証の交付に関すること。

� 税の証明に係る受け付け、交付および取次ぎに関すること。

	 市の歳入金の収納および保管に関すること。


 生活保護の診療依頼書の交付に関すること。

� 障害者福祉に係る申請の受け付けに関すること。

� 要介護認定に係る申請書等の取次ぎおよび介護保険の被保

険者証の回収に関すること。

 住民の異動によって生ずる就学予定者の入学期日および学

校指定書ならびに児童生徒の転入転退学通知書の交付に関す

ること。

第30条の４第１号中「生活保護法」の次に「（中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改

正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項において

準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。）」を

加える。

第30条の５中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２

号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

� 要保護児童対策に関すること。

第41条第２項第３号中「再評価」を「評価」に改める。

第46条の２第２項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５

号を第４号とする。

第４章第７節を削る。

第47条第１項の表中

め、同表第20号から第24号までの規定中「局および課所室等」を

「課所室等」に改め、同条第２項の表第１号の３および第２号か

ら第４号までの規定中「、局」を削り、同表第10号中「局および

課所室等」を「課所室等」に改め、同表第22号の次に次のように
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「

を

」

１の２ 局長 局

１の３ 短期大学事務局長 短期大学事務局

「
に、

」
１の２ 短期大学事務局長 短期大学事務局

「
を

」
16 削除

「
に改

」
16 事務長 動物園



加える。

第47条第２項の表第23号および第24号中「局、課所室等」を

「課所室等」に改め、同表第26号および第27号中「局および課所

室等」を「課所室等」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 前２項に定めるもののほか、本庁機関および所属機関に属し

ない職として、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置き、

その職務は、同表右欄に定めるところによる。

第47条の２第１項中「第58条」を「第92条」に改める。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市公報発行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第６号

秋田市公報発行規則等の一部を改正する規則

（秋田市公報発行規則の一部改正）

第１条 秋田市公報発行規則（昭和24年秋田市規則第39号）の一

部を次のように改正する。

第３条中「文書法規課」を「文書法制課」に改める。

第４条および第５条中「文書法規課長」を「文書法制課長」に

改める。

（秋田市有林野産物極印規則の一部改正）

第２条 秋田市有林野産物極印規則（昭和27年秋田市規則第14号）

の一部を次のように改正する。

第10条ただし書、第11条第１項および第13条第１項中「森林

整備課長」を「農地森林整備課長」に改める。

（市長の職務代理者を定める規則の一部改正）

第３条 市長の職務代理者を定める規則（平成３年秋田市規則第

７号）の一部を次のように改正する。

第４条中「又は局長」を削る。

（秋田市情報公開審査会規則の一部改正）

第４条 秋田市情報公開審査会規則（平成10年秋田市規則第24号）

の一部を次のように改正する。

第５条中「企画調整部市民相談室」を「総務部文書法制課」

に改める。

（地域審議会運営規則の一部改正）

第５条 地域審議会運営規則（平成17年秋田市規則第１号）の一

部を次のように改正する。

第９条中「地域振興局総務課」を「地域振興部地域振興課」

に改める。

（秋田市個人情報保護審査会規則の一部改正）

第６条 秋田市個人情報保護審査会規則（平成17年秋田市規則第

８号）の一部を次のように改正する。

第５条中「企画調整部市民相談室」を「総務部文書法制課」

に改める。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市推進本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第７号

秋田市推進本部規則の一部を改正する規則

秋田市推進本部規則（平成18年秋田市規則第４号）の一部を次

のように改正する。

第２条市勢活性化推進本部の項に次の１号を加える。

� 市勢活性化推進本部の予算経理に関すること。

第６条の見出しを「（安全安心対策推進本部の庶務）」に改め、

同条中「推進本部の」を「安全安心対策推進本部の」に改め、

「市勢活性化推進本部については企画調整部、安全安心対策推進

本部については」を削る。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第８号

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を

改正する規則

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則（昭和36年秋

田市規則第５号）の一部を次のように改正する。

別表第１の１の表第12号ア中「後納郵便料」を「郵便料」に改

め、同号イ中「うち」の次に「自動車損害賠償責任保険料および」

を加え、同号ウ中「診療報酬審査支払手数料」の次に「および介

護報酬審査支払手数料」を加え、

同表第14号中

改め、別表第１の４の表第１号中「の委員」の次に「および月額

嘱託」を加え、同表第５号イ中「（月額嘱託の賃金を除く。）」を

削り、同表第10号ア中「後納郵便料」を「郵便料」に改め、同号

イ中「うち」の次に「自動車損害賠償責任保険料および」を加え、

同号ウ中「診療報酬審査支払手数料」の次に「および介護報酬審

査支払手数料」を加え、同表第12号中

改める。
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22の２
事務長

補佐
動物園

上司の命を受けて、特

定の事務を掌る。

左 欄 右 欄

政策監

上司の命を受けて、市政に関する重要事

項および政策課題について全庁的な総合

調整を行う。

「
を
」

イ その他 500万円未満 100万円未満

「

に

」

イ 下水道使用料

および工業用水

使用料

○

ウ その他 500万円未満 100万円未満

「
を
」

イ その他 500万円未満 100万円未満

「

に

」

イ 下水道使用料

および工業用水

使用料（別に指

定する公共料金

を除く。）

○

ウ その他 500万円未満 100万円未満



別表第２の１の表第12号ア中「後納郵便料」を「郵便料」に改

め、同号イ中「うち」の次に「自動車損害賠償責任保険料および」

を加え、同号ウ中「診療報酬審査支払手数料」の次に「および介

護報酬審査支払手数料」を加え、同表第14号中

４の表第１号中「農業委員会の委員」の次に「ならびに月額嘱託」

を加え、同表第５号イ中「（月額嘱託の賃金を除く。）」を削り、

同表第10号ア中「後納郵便料」を「郵便料」に改め、同号イ中

「うち」の次に「自動車損害賠償責任保険料および」を加え、同

号ウ中「診療報酬審査支払手数料」の次に「および介護報酬審査

支払手数料」を加え、同表第12号中

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

福祉事務所長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第９号

福祉事務所長に対する事務委任に関する規則の一部を改正

する規則

福祉事務所長に対する事務委任に関する規則（昭和27年秋田市

規則第13号）の一部を次のように改正する。

第２条中「および特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭

和39年法律第134号）」を「、特別児童扶養手当等の支給に関する

法律（昭和39年法律第134号）および中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号）」に改め、同条に次のように加える。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律関係

� 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律第14条第４項においてその例によるもの

とされた生活保護法（以下この項において「法」という。）

第24条の規定による申請による支援給付の開始および変更に

関する事項

� 法第25条の規定による職権による支援給付の開始および変

更に関する事項

� 法第26条の規定による支援給付の停止および廃止に関する

事項

� 法第27条の規定による被支援者（現に支援給付を受けてい

る者をいう。以下この項において同じ。）に対する指導およ

び指示に関する事項

� 法第27条の２の規定による要支援者（現に支援給付を受け

ているといないとにかかわらず、支援給付を必要とする状態

にある者をいう。以下この項において同じ。）に係る相談お

よび助言に関する事項

� 法第28条の規定による要支援者の調査および検診に関する

事項

� 法第30条、第31条および第33条から第37条の２までの規定

による生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支

援給付、出産支援給付、生業支援給付および葬祭支援給付の

給付に関する事項

� 法第62条第３項の規定による支援給付の変更、停止又は廃

止および同条第４項の規定による弁明の機会の付与に関する

事項

	 法第63条の規定による有資力者の費用返還額決定に関する

事項


 法第76条の規定による死者の遺留金品の処分に関する事項

� 法第77条の規定による扶養義務者に対する費用の徴収に関

する事項

� 法第78条の規定による不正手段により支援給付を受け、又

は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収に関する事項

 法第80条の規定による支援給付金品の返還免除に関する事

項

� 法第81条の規定による被支援者の後見人選任の請求に関す

る事項

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律施行細則をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第10号

秋田市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」とい

う。）の施行については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（平成８年政

令第18号）および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律施行規則（平成６年厚生省令

第63号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

（備付書類）

第２条 市長は、被支援者（現に支援給付を受けている者をいう。

以下同じ。）につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載

事項について整理しておかなければならない。

� 面接記録票

� 支援給付台帳

� 支援給付決定調書

� 支緩給付金品支給台帳

� 被支援者記録票

２ 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項につい

て整理しておかなければならない。
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「
を
」

イ その他 100万円未満

「

に改め、別表第２の

」

イ 下水道使用料

および工業用水

使用料

○

ウ その他 100万円未満

「
を
」

イ その他 100万円未満

「

に改める。

」

イ 下水道使用料

および工業用水

使用料（別に指

定する公共料金

を除く。）

○

ウ その他 100万円未満



� 受付簿

� 支援給付申請書受理簿

� 医療券交付処理簿

� 介護券交付処理薄

（通知）

第３条 市長は、法第14条第４項においてその例によるものとさ

れた生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「保護法」とい

う。）第19条第２項の規定により支援給付を実施したときは、

前条第１項各号および第５条に規定する書類の写しを添付して、

速やかにその旨を当該被支援者の居住地の支援給付の実施機関

に通知しなければならない。

２ 被支援者が、その居住地を他の支援給付の実施機関の所管区

域内に移転したときは、市長は、速やかに必要な決定を行い、

前条第１項第１号から第３号までおよび第５号に掲げる書類の

写しその他支援給付の決定および実施に関し必要と認める書類

を添付して、新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければ

ならない。

（申請書）

第４条 保護法第24条第１項（同条第５項において準用する場合

を含む。）の規定による支援給付の開始又は変更の申請は、中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律による支援給付（変更）申請書によらなければな

らない。

２ 保護法第18条第１項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項

の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律による葬祭支援給付申請

書によらなければならない。

３ 市長は、前２項に規定する書面のほか、次に掲げる書類のう

ち必要と認めるものの提出を求めることができる。

� 給与証明書

� 家賃等賃貸調書

� 住宅補修計画書

� 生業計画書

� 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

（決定通知書）

第５条 保護法第24条第１項（同条第５項において準用する場合

を含む。）又は保護法第25条第２項の書面は支援給付決定（変

更）通知書又は支援給付申請却下通知書に、保護法第26条の書

面は支援給付廃止（停止）決定通知書によらなければならない。

（検診命令）

第６条 保護法第28条第１項の規定による検診の命令は、検診命

令書によらなければならない。

２ 市長は、前項の規定により検診を命じたときは、検診を行う

医師又は歯科医師に対し検診依頼書を交付しなければならない。

３ 前項の規定により依頼を受けた医師又は歯科医師は、検診の

結果を検診書、診断書その他の証明書により、市長に報告しな

ければならない。

（調査依頼書）

第７条 保護法第29条の規定による調査の嘱託は、調査依頼書に

よらなければならない。

（入所又は養護の依頼）

第８条 保護法第30条第１項ただし書の規定により被支援者を救

護施設その他の適当な施設に入所させ、もしくはこれらの施設

に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとすると

きは、その施設の長又は私人に対して、入所（養護）依頼書に

より依頼しなければならない。

（支援給付金品の支給方法等）

第９条 保護法第31条第２項の規定により支援給付金品を前渡す

るときは、市長は、毎月３日までにその月分を交付しなければ

ならない。

２ 保護法第31条および第33条から第37条までの規定により支援

給付金品を交付する場合においては、市長は、当該交付を受け

る者から支援給付決定（変更）通知書又はこれに代わるものの

提示を求めることができる。

（届出）

第10条 保護法第61条の規定による届出は、収入申告書又は世帯

状況変動届によらなければならない。

（保護施設事業開始の届出等）

第11条 保護法第41条第２項の規定により認可を受けた保護施設

が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設事業

開始届により、速やかにその旨を市長に届け出なければならな

い。

２ 前項の届出には、入所者および利用者状況調書ならびに保護

施設台帳を添付しなければならない。

（改善命令等による措置結果報告書）

第12条 社会福祉法人又は日本赤十字社（以下「社会福祉法人等」

という。）は、保護法第45条第２項の規定により保護施設の設

備もしくは運営の改善もしくはその事業の停止を命ぜられ、又

は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、処分を受けた

日から30日以内に、これに基づいてとった措置について措置結

果報告書を市長に提出しなければならない。

（保護施設事務費精算書）

第13条 社会福祉法人等が設置する保護施設の管理者は、保護施

設事務費（委託事務費）精算書２部を作成し、６月10日までに、

当該年度の歳入歳出予算書抄本を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。

（書類の提出）

第14条 次の表の左欄に掲げる保護法の規定に基づく申請等は、

それぞれ同表の右欄に掲げる書面によるものとする。

（経由）

第15条 社会福祉法人等が設置する保護施設の長が保護法又はこ

れに基づく命令等により厚生労働大臣に提出すべき書類は、す

べて市長を経由しなければならない。

（委任）

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に秋田市生活保護法施行細則（平成９

年秋田市規則第28号）第11条第１項の規定による届出をしてい

る保護施設の管理者は、同日に、第11条第１項の規定による届
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番号 左欄 右欄

� 保護法第41条第２項 保護施設設置認可申請書

� 保護法第41条第５項 保護施設変更認可申請書

� 保護法第48条第４項 入所被支援者状況変更届

� 保護法第42条
保護施設休止（廃止）認可申

請書



出をしたものとみなす。

秋田市保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第11号

秋田市保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する

規則

秋田市保育の実施に関する条例施行規則（昭和62年秋田市規則

第11号）の一部を次のように改正する。

別表第１Ａの項中「含む。）」の次に「ならびに中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）および中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法

律（平成19年法律第127号）による被支援世帯」を加え、同表中

改め、同表の備考の２中「、所得税法等の一部を改正する等の法

律（平成18年法律第10号）による廃止前の経済社会の変化等に対

応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する

法律（平成11年法律第８号）」を削り、同表の備考の２の�中

「ならびに第41条の19の２第１項」を「、第41条の19の２第１項

ならびに第41条の19の３第１項」に改め、同表の備考の４の�中

「に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの

世帯およびこれに準ずる父子家庭」を「第17条に規定する配偶者

のない者で現に児童を扶養しているもの」に改め、同表の備考の

５中「児童が保育所、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条

に規定する幼稚園（以下「幼稚園」という。）又は就学前保育等

推進法第６条第２項に規定する認定こども園（以下「認定こども

園」という。）に入所し、又は入園している」を「就学前の児童

が保育所等（児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設の

うち、保育所、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不

自由児施設通園部および情緒障害児短期治療施設通所部に限る。

以下同じ。）、幼稚園（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条

に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）、特別支援学校幼稚部（同

法第76条第２項の規定により特別支援学校に置く幼稚部をいう。

以下同じ。）又は認定こども園（就学前保育等推進法第６条第２

項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）に入所し、もし

くは入園し、又は児童デイサービス（障害者自立支援法（平成17

年法律第123号）第５条第７項に規定する児童デイサービスをい

う。以下同じ。）を利用している」に改め、同表の備考の５の表

中「保育所、幼稚園」を「保育所等、幼稚園、特別支援学校幼稚

部」に、「又は入園している」を「もしくは入園し、又は児童デ

イサービスを利用している就学前の」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、別表

第１の備考の２および同表の備考の４の改正規定は、公布の日

から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市保育の実施に関する条例施行規則（以下「改

正後の規則」という。）別表第１（同表の備考の２の規定を除

く。）の規定は、平成20年４月分の徴収金額から適用し、同年

３月分までの徴収金額については、なお従前の例による。

３ 改正後の規則別表第１の備考の２の規定は、平成19年分の所

得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成18年分

までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、な

お従前の例による。

秋田市助産施設負担金徴収規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第12号

秋田市助産施設負担金徴収規則の一部を改正する規則

秋田市助産施設負担金徴収規則（昭和63年秋田市規則第17号）

の一部を次のように改正する。

別表Ａの項中「含む。）」の次に「ならびに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平

成19年法律第127号）による被支援世帯」を加え、同表中
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「 「
2,200円未満

を

2,000円未満

に

2,200円以上

10,100円未満

2,000円以上

6,000円未満

10,100円以上

19,100円未満

6,000円以上

11,000円未満

19,100円以上

45,000円未満

11,000円以上

25,000円未満

45,000円以上

55,100円未満

25,000円以上

31,000円未満

55,100円以上

72,000円未満

31,000円以上

40,000円未満

72,000円以上

90,000円未満

40,000円以上

50,000円未満

90,000円以上

105,700円未満

50,000円以上

59,000円未満

105,700円以上

123,700円未満

59,000円以上

69,000円未満

123,700円以上

139,500円未満

69,000円以上

78,000円未満

139,500円以上

157,500円未満

78,000円以上

88,000円未満

157,500円以上

180,000円未満

88,000円以上

103,000円未満

180,000円以上

191,200円未満

103,000円以上

115,000円未満

191,200円以上

225,000円未満

115,000円以上

153,000円未満

225,000円以上

272,200円未満

153,000円以上

205,000円未満

272,200円以上

360,000円未満

205,000円以上

303,000円未満

360,000円以上

459,000円未満

303,000円以上

413,000円未満

459,000円以上

517,500円未満

413,000円以上

478,000円未満

517,500円以上

573,700円未満

478,000円以上

540,000円未満

573,700円以上
」

540,000円以上
」



改め、同表の備考の２中「Ｄ１～Ｄ３階層」を「Ｄ階層」に改め、

「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人

税の負担軽減措置に関する法律（平成11年法律第８号）」を削り、

同表の備考の２の�中「ならびに第95条第１項、第２項および第

３項」を「および第95条第１項から第３項まで」に改め、同表の

備考の２の�中「ならびに第41条の２」を「、第41条の２、第41

条の19の２第１項ならびに第41条の19の３第１項」に改め、同表

の備考の３の�中「に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶

養しているものの世帯およびこれに準ずる父子家庭」を「第17条

に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」に改

め、同表の備考の３の�中「児童（者）」の次に「、児童福祉法

第24条の２により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法

（平成17年法律第123号）第６条の自立支援給付の受給者（同法第

５条第５項、第６項および第13項から第15項までのサービスに限

る。）又は同法附則第22条の特定旧法受給者」を加え、同表の備

考の３の�に次のように加える。

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25

年法律第123号）第45条に定める精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けた者

別表の備考の４の�のアただし書中「Ｄ１、Ｄ２又はＤ３階層

であっても差し支えない」を「この限りでない」に改め、同表の

備考の４の�中「Ｄ１、Ｄ２又はＤ３階層」を「Ｄ階層」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Ａの項の

改正規定は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市助産施設負担金徴収規則別表の備考の２の規

定は、平成19年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定か

ら適用し、平成18年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額

の算定については、なお従前の例による。

秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第13号

秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部を改正する

規則

秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則（昭和63年秋田市規則

第18号）の一部を次のように改正する。

別表Ａの項中「含む。）」の次に「ならびに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平

成19年法律第127号）による被支援世帯」を加え、同表の備考の

２中「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び

法人税の負担軽減措置に関する法律（平成11年法律第８号）」を

削り、同表の備考の２の�中「ならびに第95条第１項、第２項お

よび第３項」を「および第95条第１項から第３項まで」に改め、

同表の備考の２の�中「ならびに第41条の２」を「、第41条の２、

第41条の19の２第１項ならびに第41条の19の３第１項」に改め、

同表の備考の３の�中「児童（者）」の次に「、児童福祉法第24

条の２により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法（平

成17年法律第123号）第６条の自立支援給付の受給者（同法第５

条第５項、第６項および第13項から第15項までのサービスに限る。）

又は同法附則第22条の特定旧法受給者」を加え、同表の備考の３

の�に次のように加える。

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25

年法律第123号）第45条に定める精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けた者

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Ａの項の

改正規定は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考

の２の規定は、平成19年分の所得税の額の計算に係る徴収金額

の算定から適用し、平成18年分までの所得税の額の計算に係る

徴収金額の算定については、なお従前の例による。

秋田市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第14号

秋田市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市介護保険条例施行規則（平成12年秋田市規則第24号）の

一部を次のように改正する。

第６条第２項ただし書中「被保護者」の次に「又は中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第30号）第14条第１項に規定する支援給付（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則

第４条第１項に規定する支援給付を含む。）を受けている者」を

加える。

附 則
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「
Ｄ１ Ａ階層およびＢ階層を除き、前年分（１月分から６月分までにあって

は、前々年分）の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が

次の区分に該当する世帯

16,800円以下 9,000

を
Ｄ２

16,801円以上

24,000円以下
10,600

Ｄ３
24,001円以上

32,400円以下
13,500

」

「

Ｄ

Ａ階層およびＢ階層を除き、前年分（１月分から６月分までにあって

は、前々年分）の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が

次の区分に該当する世帯

16,800円以下 9,000

」

に



この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市介護保険法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第15号

秋田市介護保険法施行細則の一部を改正する規則

秋田市介護保険法施行細則（平成12年秋田市規則第25号）の一

部を次のように改正する。

第２条第４項ただし書中「被保護者」の次に「又は中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第30号）第14条第１項に規定する支援給付（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則

第４条第１項に規定する支援給付を含む。）を受けている者」を

加える。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第16号

秋田市建築基準法施行細則の一部を改正する規則

秋田市建築基準法施行細則（昭和48年秋田市規則第12号）の一

部を次のように改正する。

第11条第２項および第13条第２項を削る。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市職員の自己啓発等休業に関する規則をここに公布する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第17号

秋田市職員の自己啓発等休業に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成20年秋田市条例第２号）第12条の規定に基づき、職員の

自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

（自己啓発等休業の承認の申請手続）

第２条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申

請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の１月前まで

に行うものとする。

２ 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その内

容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員

に対して、証明書類の提出を求めることができる。

（自己啓発等休業の期間の延長の申請手続）

第３条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請につ

いて準用する。

（職務復帰）

第４条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、自己啓発等休業

の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効

力を失ったとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたとき

は、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものと

する。

（辞令書の交付）

第５条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令

書を交付しなければならない。

� 職員の自己啓発等休業を承認する場合

� 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

� 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

（職務復帰後における号俸の調整）

第６条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におい

て、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、

その自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活

動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると

認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものに

あっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引

き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日および

その日後における最初の昇給日（初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規則（昭和32年秋田市規則第４号）第29条に規定する

昇給日をいう。）又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じ

てその者の号俸を調整することができる。

２ 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号

俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員

との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にか

かわらず、その者の号俸を調整することができる。

（委任）

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第18号

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則の一部を改

正する規則

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則（平成12年秋田

市規則第20号）の一部を次のように改正する。

第21条を第22条とし、第20条の次に次の１条を加える。

（自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与）

第21条 秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成20年秋

田市条例第２号）第２条の承認を受けた職員には、自己啓発等

休業をしている期間については、給与を支給しない。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市職員の細職名に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第19号

秋田市職員の細職名に関する規則の一部を改正する規則

秋田市職員の細職名に関する規則（昭和56年秋田市規則第25号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「第47条第１項および第２項」を「第47条」に改める。
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附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市職員被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第20号

秋田市職員被服貸与規則の一部を改正する規則

秋田市職員被服貸与規則（昭和29年秋田市規則第30号）の一部

を次のように改正する。

別表を次のように改める。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第21号

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市職員給与条例施行規則（昭和28年秋田市規則第10号）の

一部を次のように改正する。

第４条の21第１項第３号中「又は」を「法第26条の５第１項に

規定する自己啓発等休業（以下「自己啓発等休業」という。）を

し、又は」に改める。

第４条の23第２項中「又は法」を「自己啓発等休業をし、又は

法」に改める。

第12条の４第２項中「臨床検査技師」の次に「、臨床工学技士」

を加える。

第14条に次の１号を加える。

� 自己啓発等休業をしている職員

第15条に次の１号を加える。

� 自己啓発等休業をしている職員

第19条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第

３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

� 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間につい

ては、その２分の１の期間

第21条第２号中「および第４号」を「、第４号又は第８号」に

改める。
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別表（第２条、第３条関係）

品目および貸与期間

帽
子

合
服

防
寒
衣
（
外
と
う
、
ア
ノ
ラ
ッ
ク
）

雨
が
っ
ぱ

保
健
服

女
性
用
上
衣

作
業
服

ゴ
ム
長
靴

ズ
ッ
ク
靴

安
全
靴

地
下
足
袋

ス
ネ
あ
て

事
務
服

手
袋

ゴ
ム
前
掛
け

作
業
帽

白
衣

上
衣

ズ
ボ
ン

夏
服

冬
服

夏
服

冬
服

夏
服

冬
服

夏
服

冬
服

職員の範囲
３
年

２
年

１
年

３
年

３
年

１
年

３
年

２
年

２
年

２
年

２
年

２
年

２
年

３
年

３
年

３
年

２
年

２
年

１
年

２
年

２
年

２
年

外勤の市民税課、資産税課および納税課の職員な

らびに外勤の社会福祉主事

男
性 １ １
女
性 １ １ ２ １

守衛 １ １ １ １ １

運転士（大森山動物園、道路維持課および公園課を
除く。）

１ １ １ １

大森山動物園、道路維持課および公園課の運転士 １ １ １ １ １ １ ２ １ １ ５ １ １ １

庁務員および校務員（男性） １ １ １ １ １

保健師 １ １

市民サービスセンター、母子生活支援施設および保
育所の職員（女性）

１ １

環境部、商工部（大森山動物園を除く。）、農林部、
建設部（道路維持課を除く。）および都市整備部（公
園課を除く。）の工務員

１ １ １ １

大森山動物園、道路維持課および公園課の工務員 １ １ １ １ ２ １ １ １ １ ５ １ １

斎場業務従事者 １ １ １ １ １

上記以外の職員で別に定める課所室等の外勤職員 １ １ １ １

上記以外の職員（女性） ２ １

備考 技能員については、この表に掲げる職員（以下「外勤職員等」という。）が従事する業務に従事する場合は、当該業務に従

事する外勤職員等とみなして、同表の規定を適用する。



別表第２第21号中

改める。

別表第３医療職給料表が適用される職員の項中

改める。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、別表第

２の改正規定は、同年８月１日から施行する。

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第22号

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部

を改正する規則

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則（平成18年

秋田市規則第27号）の一部を次のように改正する。

附則第３項中「100分の14.5」を「100分の16」に改める。

附則第４項中「100分の12」を「100分の13」に改める。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第23号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正す

る規則

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和32年秋田市規

則第４号）の一部を次のように改正する。

別表第23級の項中

改める。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市規則第24号

秋田市財務規則の一部を改正する規則

秋田市財務規則（平成９年秋田市規則第37号）の一部を次のよ

うに改正する。

第66条中第６号を第９号とし、同条第５号中「の会費および負

担金」を「、講習等で直接支払を必要とする経費」に改め、同号

を同条第７号とし、同号の次に次の１号を加える。

� 供託金

第66条中第４号を第６号とし、第３号を第４号とし、同号の次

に次の１号を加える。

� 旅行先で必要となる燃料費、駐車料および有料道路通行料

第66条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

� 選挙の投開票に係る経費で即時支払を必要とするもの

第73条第２号中「の規定」を「ならびに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成

19年法律第127号）の規定」に改める。

第106条第１項中「施行令第167条の４第２項各号の規定に該当

する者を、同項に規定する期間」を「一般競争入札に参如しよう

とする者（以下「入札参加者」という。）が、施行令第167条の４

第２項各号の規定のいずれかに該当するときは、その者について

２年間」に改める。

第107条第１項中「一般競争入札に参加しようとする者（以下

「入札参加者」という。）」を「入札参加者」に改める。

別表第１の２中

改め、同表需用費の項中「焼付け料」の次に「ならびに単価契約

によるもの」を加え、同表役務費の項中「後納郵便料」を「郵便

料」に、「職員の健康診断に係る手数料」を「介護報酬審査支払

手数料、介護保険に係る主治医意見書手数料、健康診断に係る手

数料、証紙取扱手数料」に改め、「保険料のうち」の次に「、自

動車損害賠償責任保険料および」を加え、同表中
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「
を
」

保健所 所長 月額450,000円以内で別に定める額

「

に

」

保健所
所長 月額450,000円以内で別に定める額

理事 月額 425,000円

「

を

」

保健所

所長 月額 102,800円

次長（相当職を含む。） 月額 72,700円

課長（相当職を含む。） 月額 58,900円

課長補佐（相当職を含む。） 月額 49,000円

「

に

」

保健所

所長 月額 102,800円

理事 月額 89,900円

次長（相当職を含む。） 月額 72,700円

課長（相当職を含む。） 月額 58,900円

課長補佐（相当職を含む。） 月額 49,000円

「

を

」

１ 保健所長の職務

２ 副院長の職務

３ 診療局長の職務

４ 診療部長又はこれに相当する職務

５ 高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行

う科長の職務

「

に

」

１ 保健所長の職務

２ 保健所の理事の職務

３ 副院長の職務

４ 診療局長の職務

５ 診療部長又はこれに相当する職務

６ 高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行

う科長の職務

「

を

」

報酬
議員報酬

委員報酬

「

に

」

報酬

議員報酬

委員報酬

嘱託職員報酬



改め、同表負担金、補助及び交付金の項中「保険給付費」の次に

「、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、

介護納付金、共同事業拠出金および共同安定化事業拠出金」を加

え、同表扶助費の項中「第70条」の次に「（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条

第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第４条第２項に

おいて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

別表第２において同じ。）」を加える。

別表第２需用費の項中「用品調達基金に係る経費、定期刊行物、

追録および資金前渡により支出される会議資料代」を「定期刊行

物および追録」に改め、同表役務費の項中「後納郵便料」を「郵

便料」に、「職員の健康診断に係る手数料」を「介護報酬審査支

払手数料、介護保険に係る主治医意見書手数料、健康診断に係る

手数料、証紙取扱手数料」に改め、「ならびに資金前渡により支

出される受講料」を削り、「保険料のうち」の次に「、自動車損

害賠償責任保険料および」を加え、同表委託料の項中「生活保護

法」の次に「（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律第14条第４項（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部

を改正する法律附則第４条第２項において準用する場合を含む。）

においてその例による場合を含む。別表第２の２において同じ。）」

を加え、同表中

める。

別表第２の２役務費の項中「診療報酬審査支払手数料」の次に

「、介護報酬審査支払手数料、介護保険に係る主治医意見書手数

料、健康診断に係る手数料、証紙取扱手数料」を加える。

別表第２の３中

める。

別表第２の４中

め、同表役務費の項中「後納郵便料」を「郵便料」に改める。

別表第５各区分に共通の項中

める。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第106

条および第107条の改正規定は、公布の日から施行する。

秋田市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成20年３月17日

秋田市教育委員会

委員長 髙 田 生 子

秋田市教委規則第２号

秋田市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則

秋田市教育委員会事務委任規則（昭和31年秋田市教委規則第５

号）の一部を次のように改正する。

第１条中第１号から第７号までを次のように改める。

� 教育に関する事務の管理および執行の基本的な方針に関す

ること。

� 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は

改廃に関すること。
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「

を

」

使用料及び

賃借料

テレビ受信料、有線放送使用料、下水

道使用料およびこれらに準ずるもの

継続的賃貸借料（複数年度にまたがる

債務負担行為に係るものを除き、契約

を締結した日の属する年度の翌年度以

降に係るものに限る。）

その他後納契約によるもの

「

に

」

使用料及び

賃借料

継続的賃貸借料（複数年度にまたがる

債務負担行為に係るものを除き、契約

を締結した日の属する年度の翌年度以

降に係るものに限る。）

テレビ受信料、有線放送使用料、下水

道使用料、工業用水使用料およびこれ

らに準ずるもの

その他後納契約によるもの

原材料費 単価契約によるもの

「

を

」

負担金、補助

及び交付金

国民健康保険事業会計における保

険給付費、介護保険事業会計にお

ける保険給付費およびこれらに準

ずるもの

その他指令を要しないもの

「

に、

」

負担金、補助

及び交付金
指令を要しないもの

「
を
」

公課費

「

に改

」

公課費

資金前渡により支出するもの

「

を

」

報酬
議員報酬

委員報酬

「

に、

」

報酬

議員報酬

委員報酬

嘱託職員報酬

「
を
」

職員手当等

「

に改

」

職員手当等

賃金 作業員賃金以外のもの

「

を

」

報酬
議員報酬

委員報酬

「

に改

」

報酬

議員報酬

委員報酬

嘱託職員報酬

「
を
」

譲与解除 譲与

「

に改

」

譲与解除 譲与

出資 財産を現物出資したとき。

教 委 規 則



� 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置お

よび廃止に関すること。

� 教育委員会および教育委員会の所管に属する学校その他の

教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

� 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評

価に関すること。

� 教育予算その他の議会の議決を経るべき議案についての意

見の申出に関すること。

� 小、中学校の通学区域の設定および変更に関すること。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市立小、中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成20年３月17日

秋田市教育委員会

委員長 髙 田 生 子

秋田市教委規則第３号

秋田市立小、中学校管理規則の一部を改正する規則

秋田市立小、中学校管理規則（昭和32年秋田市教委規則第２号）

の一部を次のように改正する。

第14条の５の次に次の１条を加える。

（統括事務長の専決等）

第14条の６ 特定の学校において複数の学校の事務を集中処理す

る場合における当該学校の統括事務長は、当該学校の事務職員

（統括事務長を除く。）に係る休暇の承認等、週休日および勤務

時間等の割振り、週休日の振替、職務に専念する義務の免除、

出張の命令その他服務に関する事項で別に定めるものについて

専決することができる。ただし、専決しようとする事項が重要

又は異例であると認められる場合は、校長の決裁を受けなけれ

ばならない。

２ 特定の学校において複数の学校の事務を集中処理する場合に

おける当該学校の統括事務長補佐は、当該学校の統括事務長が

不在のときは、前項の規定により統括事務長が専決する事項を

代決することができる。この場合において、あらかじめ統括事

務長から指示されたものを除き、統括事務長の後閲を受けなけ

ればならない。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市立御所野学院中学校、高等学校管理規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成20年３月17日

秋田市教育委員会

委員長 髙 田 生 子

秋田市教委規則第４号

秋田市立御所野学院中学校、高等学校管理規則の一部を改

正する規則

秋田市立御所野学院中学校、高等学校管理規則（平成11年秋田

市教委規則第６号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１

備考

１ 授業の１単位時間は、50分とする。

２ 選択教科に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充て

るほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。

３ 各学年においては、必修教科の授業時数から70を超えない

範囲内の授業時数を減じ、選択教科の授業時数の増加に充て

ることができる。ただし、各学年において、必修教科の授業

時数から減ずる授業時数は、１必修教科あたり35を限度とす

る。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市水道料金等徴収事務委託規程の一部を改正する規程をこ

こに公布する。

平成20年３月24日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

秋田市上下水道局管理規程第１号

秋田市水道料金等徴収事務委託規程の一部を改正する規程

秋田市水道料金等徴収事務委託規程（平成６年秋田市水道事業

管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「第27条」を「第27条および第31条」に、「第

12条」を「第12条および第13条の３」に、「第14条」を「第14条

および第17条」に、「第14条第１項」を「第15条および第18条」

に、「第15条」を「第16条および第26条において市の水道事業の

例によることとされている月の中途における使用の開始等の場合」

に、「第21条第１項」を「第22条および第25条」に改め、同条第

５号から第８号までを次のように改める。

� 精算事務 給水条例第31条の月の中途における水道の使用

休止又は廃止に伴う料金算定のためのメーター検針およびこ
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中学校の各教科、道徳、特別活動およ

び総合的な学習の時間の年間標準時数

教 科 等

第１

学年

第２

学年

第３

学年

年 間

時間数

年 間

時間数

年 間

時間数

教科

国語 140 105 105

社会 105 105 85

数学 105 105 105

理科 105 105 80

音楽 45 35 35

美術 45 35 35

保健体育 90 90 90

技術・家庭 70 70 35

外国語 105 105 105

道徳 35 35 35

特別活動 35 35 35

選択教科
表現 30 30 30

他の選択教科 0 55 135

総合的な学習の時間（郷土学） 70 70 70

年間総授業時数 980 980 980

上下水道局管理規程



れに付随する事務をいう。

� 現地精算 前号に定める精算事務において、メーター検針

時に料金等を収納することをいう。

� 徴収事務 検針事務、未納整理事務、コンビニ収納事務又

は精算事務をいう。

� 受託者 この規程の定めるところにより、検針事務、未納

整理事務、コンビニ収納事務又は精算事務の委託を受けた者

をいう。

第３条および第４条を次のように改める。

（委託の基準）

第３条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、次

の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める者に、徴収

事務を委託することができる。

� 徴収事務を委託することにより、上下水道事業の経済性が

よりよく発揮され、かつ、市民の便益の増進に寄与すると認

められること。

� 委託された徴収事務を十分遂行する意思と能力を有する者

であること。

� 徴収事務を委託した場合において、収納された料金等の保

管が安全であると認められること。

（委託契約の締結）

第４条 管理者は、前条に規定する基準に該当する者に徴収事務

を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託

に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結する

ものとする。

第５条および第６条を削る。

第７条第１項中「検針員」を「受託者」に、「書類」を「デー

タおよび書類等」に改め、同条第２項中「検針員」を「受託者」

に、「水道検針票」を「データおよび書類等」に、「使用者」を

「使用場所」に改め、同条第３項中「検針員」を「受託者」に改

め、同条を第５条とする。

第８条第１項中「未納整理員」を「受託者」に改め、同条第２

項中「未納整理員」を「受託者」に、「領収印」を「領収印（以

下「領収印」という。）」に改め、同条第３項および第４項中「未

納整理員」を「受託者」に改め、同条を第６条とする。

第９条第１項および第３項中「未納整理員」を「受託者」に改

め、同条を第７条とする。

第10条中「コンビニ業者」を「受託者」に改め、同条を第８条

とする。

第11条中「コンビニ業者」を「受託者」に改め、同条を第９条

とし、同条の次に次の２条を加える。

（コンビニ収納事務受託者の報告等）

第10条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生し

たときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければ

ならない。

（精算事務の方法等）

第11条 受託者に交付する精算事務に必要なデータおよび書類等

は、管理者が作成する。

２ 受託者は、前項の規定により交付されたデータおよび書類等

に基づき、指定された日に使用場所を訪問し、精算事務を行う

ものとする。

３ 受託者は、精算事務を行うに当たり、現地精算であるときは、

計量した使用水量に基づく料金等を使用者から徴収し、納入を

受けたものについては、管理者が交付する領収書の領収印欄に

領収印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならな

い。ただし、第５条第３項第１号から第３号に該当する場合お

よび漏水その他の事由により、料金等を徴収し難いと認められ

るときは、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければ

ならない。

４ 受託者は、前項の精算事務を行うに当たり、現地精算である

ときは、当該使用者に未納分がないか確認し、未納分があった

ときは、その料金等を使用者から徴収し、納入を受けたものに

ついては、管理者が交付する領収書の領収印欄に領収印を押印

し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。

第12条を次のように改める。

（現地精算に係る収納金の払込み）

第12条 受託者は、収納した料金等にその内容を示す計算書等を

添えて、当該収納した日の指定時間までに管理者に払い込まな

ければならない。ただし、当該収納をした日に払い込むことが

できないときは、当該料金等を管理者が指定する方法により厳

重に保管し、翌日（翌日が休日の場合はその翌日）の指定時間

までに払い込まなければならない。

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない

事情により、収納した料金等を当該収納をした日に従前の方法

では保管し難いと管理者が認めるときは、当該料金等を管理者

が指定する方法により、厳重に保管しなければならない。

３ 受託者は、前２項に係る事務処理について、その都度管理者

の検査を受けなければならない。

第13条第１項中「検針員等」を「受託者」に改め、同項に次の

ただし書を加える。

ただし、管理者が特に交付の必要がないと認めたときは、こ

の限りでない。

第13条第２項中「検針員等」を「受託者」に改める。

第14条中「検針員等」を「受託者」に改め、同条第４号を次の

ように改める。

� 住所又は名称等に変更があったとき。

第15条中「検針員等」を「受託者」に改め、同条第１号を次の

ように改める。

� 第３条各号に掲げる基準に該当しなくなったとき。

第16条を削る。

第17条中「検針員等およびコンビニ業者」を「受託者」に改め、

同条を第16条とする。

第18条を第17条とする。

別記中「別記（第８条関係）」を「別記（第６条関係）」に改め

る。

附 則

この規程は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市上下水道局職員の自己啓発等休業に関する規程をここに

公布する。

平成20年３月27日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

秋田市上下水道局管理規程第２号

秋田市上下水道局職員の自己啓発等休業に関する規程

（趣旨）

第１条 この規程は、秋田市上下水道局職員（以下「職員」とい

う。）の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

（職務復帰後における号棒の調整）

第２条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におい

て、局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、
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その自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活

動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると

認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものに

あっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引

き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日および

その日後における最初の昇給日（初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規程（昭和53年秋田市水道局水道管理規程第５号）第

13条に規定する昇給日をいう。）又はそのいずれかの日に、昇

給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

２ 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号

俸の調整について、前項の規定による場合には局内の他の職員

との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にか

かわらず、その者の号俸を調整することができる。

（退職手当の取扱い）

第３条 自己啓発等休業をした職員の退職手当の期間の計算につ

いては、秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成20年

秋田市条例第２号）の全部の適用を受ける職員の例による。

（自己啓発等休業）

第４条 この規程に定めるもののほか職員の自己啓発等休業につ

いては、秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成20年

秋田市条例第２号）の全部の適用を受ける職員の例による。

附 則

（施行期日）

この規程は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市下水道条例施行規程および秋田市地域下水道条例施行規

程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成20年３月28日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

秋田市上下水道局管理規程第３号

秋田市下水道条例施行規程および秋田市地域下水道条例施

行規程の一部を改正する規程

（秋田市下水道条例施行規程の一部改正）

第１条 秋田市下水道条例施行規程（平成17年秋田市上下水道局

管理規程第19号）の一部を次のように改正する。

様式第１号および様式第２号を次のように改める。
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様式第１号（第４条関係）

排水設備工事計画確認・水洗便所改造資金助成金交付申請書

平成 年 月 日

（あて先）秋田市上下水道事業管理者

申請者 住 所

フリガナ

氏 名 印

電話番号

排 水 設 備 工 事 計 画

水洗便所改造資金助成金交付
を下記のとおり申請します。

また、下記施工業者へ排水設備工事に関する一切を委任します。

確 認 番 号 ※ 確 認 年 月 日 ※平成 年 月 日

設 置 場 所 秋田市

施 工 業 者 印
電話番号

責 任 技 術 者 印

工 事 種 別
□新 設 □そ の 他（ ）

□改 造（便槽 槽） □浄化槽切替（浄化槽 槽）

所 有 区 分
□個 人

□会社等

□自 宅 □貸 家 □借 家

□アパート □建 売 □その他（ ）

（ 戸）

（ 世帯）

使 用 水 区 分 □水道水 □井戸水等 □併 用（ ・ ）

助 成 制 度 区 分 □助成金 円 □融 資 円

工 事 予 定 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

（注）※印の欄は、記入しないで下さい。

排水設備工事同意欄（この欄は、申請者と建物又は土地の所有者が異なる場合に記入して下さい。）

住 所 氏 名 所 有 区 分

印 □建 物 □土 地

印 □建 物 □土 地
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様式第２号（第４条関係）

排水設備工事計画確認・水洗便所改造資金助成金交付決定通知書

申請者 住 所

氏 名

確 認 番 号 確 認 年 月 日 平成 年 月 日

設 置 場 所 秋田市

施 工 業 者
電話番号

責 任 技 術 者

工 事 種 別
□新 設 □そ の 他（ ）

□改 造（便槽 槽） □浄化槽切替（浄化槽 槽）

所 有 区 分
□個 人

□会社等

□自 宅 □貸 家 □借 家

□アパート □建 売 □その他（ ）

（ 戸）

（ 世帯）

使 用 水 区 分 □水道水 □井戸水等 □併 用（ ・ ）

助 成 制 度 区 分 □助成金 円 □融 資 円

工 事 予 定 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

上記の計画を確認したので通知します。

上記の計画について助成金を（交付する・交付しない）ことと決定したので通知します。

平成 年 月 日

秋田市上下水道事業管理者 印

様式第５号を次のように改める。

様式第５号（第５条関係）

排水設備工事完了届

平成 年 月 日

（あて先）秋田市上下水道事業管理者

施工業者 住 所

氏 名 印

電 話 番 号

責任技術者 印

確 認 番 号 確 認 年 月 日 平成 年 月 日

設 置 場 所 秋田市

申 請 者

工 事 種 別
□新 設 □そ の 他（ ）

□改 造（便槽 槽） □浄化槽切替（浄化槽 槽）

所 有 区 分
□個 人

□会社等

□自 宅 □貸 家 □借 家

□アパート □建 売 □その他（ ）

（ 戸）

（ 世帯）

使 用 水 区 分 □水道水 □井戸水等 □併 用（ ・ ）

工事完了年月日 平成 年 月 日

工 事 精 算 額 円

（注）１ 融資あっせん制度を利用している場合は、請求書（コピー可）を添付してください。

２ 工事の完了した日から５日以内に届け出をしてください。

工事完了検査

検査日 平成 年 月 日

検査員 印
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様式第８号を次のように改める。

様式第８号（第７条関係）

公共下水道使用届

平成 年 月 日

（あて先）秋田市上下水道事業管理者

申請者 住 所

フリガナ

氏 名 印

電話番号
次のとおり公共下水道の使用を開始します。

確 認 番 号 確 認 年 月 日 平成 年 月 日

設 置 場 所 秋田市

施 工 業 者
電話番号

責 任 技 術 者

工 事 種 別
□新 設 □そ の 他（ ）

□改 造（便槽 槽） □浄化槽切替（浄化槽 槽）

所 有 区 分
□個 人

□会社等

□自 宅 □貸 家 □借 家

□アパート □建 売 □その他（ ）

（ 戸）

（ 世帯）

使 用 水 区 分 □水道水 □井戸水等 □併 用（ ・ ）

給 水 装 置 メーター数（ 個） メーター番号（ ）

使用開始年月日 平成 年 月 日

お客様番号 徴 収 月 次回検針月

偶 ・ 奇

（秋田市地域下水道条例施行規程の一部改正）

第２条 秋田市地域下水道条例施行規程（平成17年秋田市上下水

道局管理規程第24号）の一部を次のように改正する。

様式第１号および様式第２号を次のように改める。

様式第１号（第３条関係）

排水設備工事計画確認・水洗便所改造資金助成金交付申請書

平成 年 月 日

（あて先）秋田市上下水道事業管理者

申請者 住 所

フリガナ

氏 名 印

電話番号

排 水 設 備 工 事 計 画

水洗便所改造資金助成金交付
を下記のとおり申請します。

また、下記施工業者へ排水設備工事に関する一切を委任します。

確 認 番 号 ※ 確 認 年 月 日 ※平成 年 月 日

設 置 場 所 秋田市

施 工 業 者 印
電話番号

責 任 技 術 者 印

工 事 種 別
□新 設 □そ の 他（ ）

□改 造（便槽 槽） □浄化槽切替（浄化槽 槽）

所 有 区 分
□個 人

□会社等

□自 宅 □貸 家 □借 家

□アパート □建 売 □その他（ ）

（ 戸）

（ 世帯）

使 用 水 区 分 □水道水 □井戸水等 □併 用（ ・ ）

助 成 制 度 区 分 □助成金 円 □融 資 円

工 事 予 定 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

（注）※印の欄は、記入しないで下さい。
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排水設備工事同意欄（この欄は、申請者と建物又は土地の所有者が異なる場合に記入して下さい。）

住 所 氏 名 所 有 区 分

印 □建 物 □土 地

印 □建 物 □土 地

様式第２号（第３条関係）

排水設備工事計画確認・水洗便所改造資金助成金交付決定通知書

申請者 住 所

氏 名

確 認 番 号 確 認 年 月 日 平成 年 月 日

設 置 場 所 秋田市

施 工 業 者
電話番号

責 任 技 術 者

工 事 種 別
□新 設 □そ の 他（ ）

□改 造（便槽 槽） □浄化槽切替（浄化槽 槽）

所 有 区 分
□個 人

□会社等

□自 宅 □貸 家 □借 家

□アパート □建 売 □その他（ ）

（ 戸）

（ 世帯）

使 用 水 区 分 □水道水 □井戸水等 □併 用（ ・ ）

助 成 制 度 区 分 □助成金 円 □融 資 円

工 事 予 定 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

上記の計画を確認したので通知します。

上記の計画について助成金を（交付する・交付しない）ことと決定したので通知します。

平成 年 月 日

秋田市上下水道事業管理者 印

様式第５号を次のように改める。

様式第５号（第４条関係）

排水設備工事完了届

平成 年 月 日

（あて先）秋田市上下水道事業管理者

施工業者 住 所

氏 名 印

電 話 番 号

責任技術者 印

確 認 番 号 確 認 年 月 日 平成 年 月 日

設 置 場 所 秋田市

申 請 者

工 事 種 別
□新 設 □そ の 他（ ）

□改 造（便槽 槽） □浄化槽切替（浄化槽 槽）

所 有 区 分
□個 人

□会社等

□自 宅 □貸 家 □借 家

□アパート □建 売 □その他（ ）

（ 戸）

（ 世帯）

使 用 水 区 分 □水道水 □井戸水等 □併 用（ ・ ）



附 則

この規程は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市訓令第１号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市行政審議委員会規程等の一部を改正する訓令を次のよう

に定める。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市行政審議委員会規程等の一部を改正する訓令

（秋田市行政審議委員会規程の一部改正）

第１条 秋田市行政審議委員会規程（昭和40年秋田市訓令第11号）

の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「教育長」の次に「、政策監」を、「市民生

活部長」の次に「、地域振興部長」を加え、「、地域振興局長、

国体局長」を削る。

（秋田市アメリカシロヒトリ防除対策会議規程の一部改正）

第２条 秋田市アメリカシロヒトリ防除対策会議規程（昭和48年

秋田市訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「農林部森林整備課長」を「農林部農地森林

整備課長」に改める。

（秋田市文書取扱規程の一部改正）

第３条 秋田市文書取扱規程（昭和48年秋田市訓令第５号）の一

部を次のように改正する。

第４条の見出しを「（文書法制課長の職務）」に改め、同条中

「総務部文書法規課長（以下「文書法規課長」を「総務部文書

法制課長（以下「文書法制課長」に改める。

第６条第５項中「文書法規課長」を「文書法制課長」に改め
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訓 令

工事完了年月日 平成 年 月 日

工 事 精 算 額 円

（注）１ 融資あっせん制度を利用している場合は、請求書（コピー可）を添付してください。

２ 工事の完了した日から５日以内に届け出をしてください。

工事完了検査

検査日 平成 年 月 日

検査員 印

様式第８号を次のように改める。

様式第８号（第６条関係）

公共下水道使用届

平成 年 月 日

（あて先）秋田市上下水道事業管理者

申請者 住 所

フリガナ

氏 名 印

電話番号
次のとおり公共下水道の使用を開始します。

確 認 番 号 確 認 年 月 日 平成 年 月 日

設 置 場 所 秋田市

施 工 業 者
電話番号

責 任 技 術 者

工 事 種 別
□新 設 □そ の 他（ ）

□改 造（便槽 槽） □浄化槽切替（浄化槽 槽）

所 有 区 分
□個 人

□会社等

□自 宅 □貸 家 □借 家

□アパート □建 売 □その他（ ）

（ 戸）

（ 世帯）

使 用 水 区 分 □水道水 □井戸水等 □併 用（ ・ ）

給 水 装 置 メーター数（ 個） メーター番号（ ）

使用開始年月日 平成 年 月 日

お客様番号 徴 収 月 次回検針月

偶 ・ 奇



る。

第８条第１項中「総務部文書法規課（以下「文書法規課」を

「総務部文書法制課（以下「文書法制課」に改め、同条第３

項中「文書法規課長」を「文書法制課長」に改める。

第11条ただし書および第14条第１項中「文書法規課長」を

「文書法制課長」に改める。

第15条第２項中「文書法規課に」を「文書法制課に」に改め、

同項ただし書中「文書法規課長」を「文書法制課長」に改める。

第22条第２項および第３項中「文書法規課長」を「文書法制

課長」に改める。

第23条第１項中「文書法規課」を「文書法制課」に改める。

第27条、第28条および第29条第１項中「文書法規課長」を

「文書法制課長」に改める。

（公文書に関する規程の一部改正）

第４条 公文書に関する規程（昭和48年秋田市訓令第12号）の一

部を次のように改正する。

第３条第３号中「文書法規課長」を「文書法制課長」に改め

る。

別記第１の７の�中「文書法規課長」を「文書法制課長」に

改め、別記第２の３の�のアのカ�中「文書法規課文書担当」を

「文書法制課文書担当」に改める。

（秋田市副市長事務分掌規程の一部改正）

第５条 秋田市副市長事務分掌規程（平成14年秋田市訓令第１号）

の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「企画調整部」の次に「、地域振興部」を加

え、「、地域振興局、国体局」を削る。

附 則

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市訓令第２号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市事務決裁規程の一部を改正する訓令

秋田市事務決裁規程（昭和35年秋田市訓令第10号）の一部を次

のように改正する。

第２条第５号中「および局長」を削り、同条第13号中「事務長」

の次に「（同項の表第16号の事務長を除く。）」を加え、同条中第

35号を第37号とし、第19号から第34号までを２号ずつ繰り下げ、

第18号を第19号とし、同号の次に次の１号を加える。

� 事務長補佐 組織規則第47条第２項に規定する事務長補佐

（同項の表第９号の２の事務長補佐を除く。）をいう。

第２条第17号を同条第18号とし、同条第16号中「事務長補佐」

の次に「（同項の表第22号の２の事務長補佐を除く。）」を加え、

同号を同条第17号とし、同条中第15号を第16号とし、第14号を第

15号とし、第13号の次に次の１号を加える。

� 事務長 組織規則第47条第１項に規定する事務長（同項の

表第11号の２の事務長を除く。）をいう。

第３条第１項の表課長の項中「参事、」を「事務長、参事、」

に改め、同表中

改める。

第10条市民生活部長専決事項の項第12号を削り、同項の次に次

のように加える。

地域振興部長専決事項

� 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。

第11条課長共通専決事項の項中「消防本部」を「園長にあって

は別表第１に定めるもの、消防本部」に、「、別表第２」を「別

表第２」に改め、同条文書法規課長専決事項の項中「文書法規課

長専決事項」を「文書法制課長専決事項」に改め、同条人事課長

専決事項の項第８号中「賃金」を「報酬」に改め、同条国保年金

課長専決事項の項第10号を削り、同項の次に次のように加える。

後期高齢医療課長専決事項

� 後期高齢者医療保険料の納期の変更に関すること。

� 後期高齢者医療保険料の滞納処分および滞納処分の執行停

止に関すること。

� 旧老人保健医療の医療費給付の審査決定に関すること。

第11条中自治振興課長専決事項の項および支所長専決事項の項

を削り、市民サービスセンター所長専決事項の項の次に次のよう

に加える。

地域振興課長専決事項

� 地域センターおよびコミュニティセンターの管理に関する

こと。

� 雄和地区北部コミュニティ施設の管理に関すること。

� 河辺戸島ふるさとセンターの管理に関すること。

� 雄和中の沢多目的研修集会施設の管理に関すること。

� ふれあい交流館かわべの管理および使用許可に関すること。

	 雄和農林漁家婦人活動促進施設の管理に関すること。


 雄和山村交流センターの管理に関すること。

� 雄和基幹集落センターの管理および使用許可に関すること。

� 雄和左手子交流センターの管理に関すること。

支所長専決事項

� 埋火葬許可に関すること。

� 斎場の使用許可に関すること。

� 改葬許可に関すること。

� 自動車臨時運行の許可に関すること。

地域活動センター所長専決事項

� 地域活動センターの使用許可に関すること。

第11条障害福祉課長専決事項の項に次の１号を加える。

� 福祉医療の受給資格および医療費給付の審査決定に関する

こと。

第11条医療福祉室長専決事項の項を削り、同条農林総務課長専

決事項の項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第

11号までを１号ずつ繰り上げ、同項の次に次のように加える。

農業農村振興課長専決事項
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「
工事検査室長 主席専門検査員 専門検査員

」
を

「
工事検査室長 主席専門検査員 専門検査員

」

に
事務長 参事又は事務長補佐 主席主査又は主査



� 雄和市民農園の管理および使用許可に関すること。

第11条森林整備課長専決事項の項中「森林整備課長専決事項」

を「農地森林整備課長専決事項」に改め、同条都市総務課長専決

事項の項第１号を次のように改める。

� 土地区画整理法第110条第５項の規定に基づく市が施行す

る土地区画整理事業（他の所管に属するものを除く。）に伴

う清算金等の徴収に関すること （差押財産の売却等に関す

ることを除く。）。

第11条都市総務課長専決事項の項第２号を削り、同条都市計画

課長専決事項の項第４号を次のように改める。

� 屋外広告物の許可等に関すること。

第11条都市計画課長専決事項の項に次の１号を加える。

� 屋外広告業の登録等に関すること。

第11条まちづくり整備室長専決事項の項および地域活動センター

所長専決事項の項を削る。

第11条の２中「第２条第19号から第22号まで」を「第２条第21

号から第24号まで」に改め、同条を第11条の３とし、第11条の次

に次の１条を加える。

（事務長専決事項）

第11条の２ 事務長の専決事項は、課長共通専決事項のうち、別

表第２のとおりとする。

第12条中「第２条第23号から第31号まで」を「第２条第25号か

ら第33号まで」に改め、同条病院事務局長専決事項の項第６号中

「まで」の次に「、第９号および第10号」を加え、同項中第７号

を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号とする。

第13条第１号中「第14号ア」を「第13号ア、第14号アおよびイ」

に、「および」を「ならびに」に改める。

別表第２中「第11条」を「第11条の２」に改め、同表の１の表

第12号ア中「後納郵便料」を「郵便料」に改め、同号イ中「うち」

の次に「自動車損害賠償責任保険料および」を加え、同号ウ中

「診療報酬審査支払手数料」の次に「および介護報酬審査支払手

数料」を加え、同表第14号中

改め、同表第19号ア中「保険給付費」の次に「、後期高齢者支援

金等、前期高齢者納付金等」を加え、「および共同事業拠出金」

を「、共同事業拠出金および共同安定化事業拠出金」に改め、別

表第２の４の表第１号中「および委員報酬」を「、委員報酬」に

改め、「いう。）」の次に「および月額嘱託の報酬」を加え、同表

第５号イ中「（月額嘱託の賃金を除く。）」を削り、同表第10号ア

中「後納郵便料」を「郵便料」に改め、同号イ中「うち」の次に

「自動車損害賠償責任保険料および」を加え、同号ウ中「診療報

酬審査支払手数料」の次に「および介護報酬審査支払手数料」を

加え、同表第12号中

改め、同表第17号ア中「保険給付費」の次に「、後期高齢者支援

金等、前期高齢者納付金等」を加え、「および共同事業拠出金」

を「、共同事業拠出金および共同安定化事業拠出金」に改める。

附 則

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市訓令第３号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市市民センター事務決裁規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市市民センター事務決裁規程の一部を改正する訓令

秋田市市民センター事務決裁規程（平成16年秋田市訓令第６号）

の一部を次のように改正する。

第３条第20号中「老人保健法（昭和57年法律第80号）に基づく

医療および」を削る。

附 則

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市訓令第４号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市公印規程の一部を改正する訓令

秋田市公印規程（昭和32年秋田市訓令第９号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条および第５条第１項中「文書法規課」を「文書法制課」

に改める。

第７条第３項中「文書法規課長」を「文書法制課長」に改める。

第８条第２項中「文書法規課」を「文書法制課」に改める。
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「
イ その他 2,000万円未満 500万円未満 100万円未満

」
を

「
イ 下水道使用料および工

業用水使用料
○

」

に

ウ その他 2,000万円未満 500万円未満 100万円未満

「
イ その他 2,000万円未満 500万円未満 100万円未満

」
を

「
イ 下水道使用料および工

業用水使用料（別に指定

する公共料金を除く。）

○

」

に

ウ その他 2,000万円未満 500万円未満 100万円未満



第９条第２項ならびに第10条第２項および第４項中「文書法規

課長」を「文書法制課長」に改める。

別表の表第１号から第４号までの規定中「文書法規課長」を

「文書法制課長」に改め、同表第５号中

改め、同表第10号中「文書法規課長」を「文書法制課長」に改め、

同表第18号中「自治振興課長」を「地域振興課長」に改め、同表

第27号、第28号および第32号中「文書法規課長」を「文書法制課

長」に改め、同表中第34号および第35号を削り、第36号を第34

号とし、第37号から第66号までを２号ずつ繰り上げ、別表公印の

ひな形中��および��を削り、��を��とし、��から��までを２号ず

つ繰り上げる。

附 則

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市訓令第５号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市職員服務規程の一部を改正する訓令

秋田市職員服務規程（平成７年秋田市訓令第２号）の一部を次

のように改正する。

第２条第10号中「又はこれに相当する職」を「もしくはこれに

相当する職又は会計管理者の職」に、「に関しては」を「ならび

に会計管理者にあっては」に改め、同号を同条第11号とし、同条

中第７号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の

１号を加える。

� 自己啓発等休業 法第26条の５に規定する自己啓発等休業

をいう。

第12条第１項中「、休暇」の次に「、自己啓発等休業」を加え

る。

附 則

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市上下水道局訓令第１号

上 下 水 道 局

関 係 各 所

秋田市上下水道局職員就業規程の一部を改正する訓令を次のよ

うに定める。

平成20年３月27日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

秋田市上下水道局職員就業規程の一部を改正する訓令

秋田市上下水道局職員就業規程（昭和31年秋田市水道ガス局訓

令第10号）の一部を次のように改正する。

第12条第４項中「、休暇」の次に「、自己啓発等休業」を加え

る。

第14条を次のように改める。

（職務免除の手続）

第14条 職員は、職務免除の承認を受けようとするときは、関係

書類を添付して職務専念義務免除申請書をあらかじめ管理者に

提出しなければならない。

附 則

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市上下水道局訓令第２号

上 下 水 道 局

関 係 各 所

秋田市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程の一部を改正する

訓令を次のように定める。

平成20年３月27日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

秋田市水道局職員特殊勤務手当支給規程の一部を改正する

訓令

秋田市水道局職員特殊勤務手当支給規程（昭和31年秋田市水道

ガス局訓令第７号）の一部を次のように改正する。

別表中12の項を次のように改める。

附 則

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市庁達第１号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市法令審査委員会規程の一部を次のように改正する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

秋田市法令審査委員会規程の一部を改正する庁達

秋田市法令審査委員会規程（昭和26年秋田市庁達第13号）の一

部を次のように改正する。

第３条第１項中「市民生活部長」の次に「、地域振興部長」を
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「
国民健康保険関係認

定証、老人医療費お

よび福祉医療費の受

給者証ならびに障害

福祉サービス、自立

支援医療および療養

介護医療の受給者証

記載事項確認専用

市民課長

国保年金課長

障害福祉課長

各支所長

市民サービスセンター所長

各市民センター所長

各連絡所長

１

３

１

各１

１

各１

各１

」

を

「
国民健康保険関係認

定証、福祉医療費の

受給者証ならびに障

害福祉サービス、自

立支援医療および療

養介護医療の受給者

証記載事項確認専用

国保年金課長

障害福祉課長

各支所長

市民サービスセンター所長

各市民センター所長

各連絡所長

３

１

各１

１

各１

各１

」

に

上下水道局訓令

12車両管理

手当

公用車の安全確保のための車

両整備作業に従事したとき。

１台につき

470円

庁 達



加え、「総務部文書法規課長」を「総務部文書法制課長」に改め

る。

第６条中「総務部文書法規課」を「総務部文書法制課」に改め

る。

附 則

この庁達は、平成20年４月１日から施行する。

秋田市告示第39号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成20年３月３日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 変更があった認可地縁団体の名称

本町町内会

２ 認可年月日

平成10年12月25日

３ 変更があった事項およびその内容

変更年月日ならびに代表者の氏名および住所

4 変更の理由

役員改選による。

秋田市告示第40号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成20年３月４日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 変更があった認可地縁団体の名称

前田町内会

２ 認可年月日

平成５年12月22日

３ 変更があった事項およびその内容

区域

変更前 本会の区域は、河辺町北野田高屋字前田、同町北

野田高屋字榊表の21番地９、21番地13、24番地３、

26番地、31番地、42番地１、42番地５、同町北野田

高屋字前田表の35番地１、46番地、同町北野田高屋

字上前田表の１番地１、49番地２、54番地５、81番

地９、81番地10、83番地３の区域とする。

変更後 本会の区域は、秋田市河辺北野田高屋字前田、同

市河辺北野田高屋字榊表21番地13、24番地６、26番

地、31番地、同市河辺北野田高屋字前田表29番地２、

35番地１、173番地、同市河辺北野田高屋字上前田

表１番地１、49番地２、54番地１、54番地５、81番

地５、81番地９、81番地10および83番地３の区域と

する。

事務所

変更前 河辺郡河辺町北野田高屋字前田31番地

変更後 秋田市河辺北野田高屋字前田31番地

代表者の住所

変更前 河辺郡河辺町北野田高屋字前田168番地

変更後 秋田市河辺北野田高屋字前田168番地

４ 変更の理由

住所等の表示および区域の変更による。

秋田市告示第41号

次の交付要求通知書は、本人の住所又は居所が明らかでないた

め送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該交付要求通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、

送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成20年３月７日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

武 田 誠

秋田市川尻新川町１番１号

２ 送達する書類

交付要求通知書

秋田市告示第42号

次の交付要求通知書は、本人の住所又は居所が明らかでないた

め送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該交付要求通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、

送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成20年３月10日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

冨 野 順 一

秋田市御野場新町一丁目23番１号

２ 送達する書類

交付要求通知書

秋田市告示第43号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例

第28号）第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放

置禁止区域内および自転車等放置規制区域内に放置されていた自

転車等を次のとおり撤去し、保管したので、同条例第11条第１項

の規定により告示する。

平成20年３月10日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 撤去し、保管した自転車等

� 放置されていた場所および台数

ア 秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 ２台

イ 秋田駅東地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 ３台

� 撤去し、保管した年月日

平成20年２月16日から平成20年２月29日まで

秋 田 市 公 報平成20年４月10日 第995号

―34―

告 示

変 更

年月日
変 更 後 変 更 前

平成16年

１月18日

嵯 峨 巍

秋田市太平目長崎字

上目長崎225番地

佐々木 欽 一

秋田市太平目長崎字

本町41番地

平成20年

１月27日

須 藤 兼 義

秋田市太平目長崎字

上目長崎230番地

嵯 峨 巍

秋田市太平目長崎字

上目長崎225番地



� 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車

場内） 秋田市自転車等保管所

� 返還を開始する年月日および返還を行う期間

平成20年３月24日から平成20年９月24日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還

申請書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の

利用者又は所有者であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属

この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用

者等の引き取りがないものについての所有権は、本市に帰属す

る。

４ 問い合わせ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課 電話866－2035

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話834－6497

秋田市告示第44号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成20年３月12日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 変更があった認可地縁団体の名称

高野自治会

２ 認可年月日

平成５年７月７日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 浦 山 昭 男

秋田市雄和相川字高野142番地１

変更後 皆 川 勝

秋田市雄和相川字高野238番地２

４ 変更年月日

平成20年１月29日

５ 変更の理由

役員改選による。

秋田市告示第45号

次の差押解除通知書は、受取拒否のため送達できなかったので、

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定によ

り公示送達する。

なお、差押解除通知書は、財政部納税課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成20年３月13日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

東京都墨田区太平２－５－７

第一信用保証株式会社

２ 送達する書類名

差押解除通知書 １通

秋田市告示第46号

次の国民健康保険税督促状は、本人の住所又は居所が明らかで

ないため送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該国民健康保険税督促状は、市民生活部国保年金課に

保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付す

る。

平成20年３月14日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成19年度国民健康保険税督促状

秋田市告示第47号

次の納税通知書は、本人の住所又は居所が明らかでないため送

達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条

の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該納税通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、送

達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成20年３月14日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成19年度国民健康保険税納税通知書

秋田市告示第48号

地方税法（昭和25年法律第226号）第416条第１項の規定に基づ

き、平成20年度固定資産税に係る土地又は家屋について、土地課

税台帳又は家屋課税台帳等に登録された価格を他の価格と比較す

ることのできる土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を、

次により関係者の縦覧に供するので、同条第３項の規定により告

示する。

平成20年３月17日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 縦覧期間 平成20年４月１日から平成20年６月２日まで

（ただし、土曜日、日曜日および祝祭日を除く。）

２ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時30分まで

（河辺・雄和市民センターについては終了時間変

更の場合あり。）

３ 縦覧の場所および内容

秋田市告示第49号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規

定に基づく医師を次のとおり指定したので、秋田市身体障害者福

祉法施行細則（平成７年秋田市規則第34号）第13条の規定により

告示する。

平成20年３月18日

秋田市長 佐 竹 敬 久
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場 所 内 容

資産税課

河辺市民センター

雄和市民センター

土地価格等縦覧帳簿および家屋価

格等縦覧帳簿



秋田市告示第50号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規

定に基づき、八橋運動公園陸上競技場、硬式野球場、相撲場、球

技場、第２球技場、テニスコートおよび多目的グラウンドの使用

料徴収業務を次の者に委託したので、同条第２項の規定により告

示する。

平成20年３月19日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 受託人の住所および氏名

秋田市八橋南一丁目８番２号

社団法人 秋田市シルバー人材センター

理事長 小 貫 勇治郎

２ 委託期間

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

秋田市告示第51号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項の規定

により、地縁による団体の認可をしたので、同条第10項の規定に

より、次のとおり告示する。

平成20年３月21日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 名称

小山町内会

２ 規約に定める目的

本会は、次に掲げるような地域的な共同活動を行うことによ

り、良好な地域社会の維持および形成に資することを目的とす

る。

� 会員相互の連絡事務に関すること。

� 地域の生活環境の改善および向上に関すること。

� 会員相互の親睦、研修および福祉厚生に関すること。

� 集会施設の管理運営に関すること。

� 資産の維持管理に関すること。

� その他目的を達成するために必要なこと。

３ 区域

本会の区域は、秋田市豊岩小山の全域とする。

４ 事務所

秋田市豊岩小山字神田４番地１

５ 代表者の氏名および住所

池 田 宣 夫

秋田市豊岩小山字狐森37番地の１

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無および職務代行

者の選任の有無

なし

７ 代理人の有無

なし

８ 規約に定める解散の事由

本会は、地方自治法第260条の２第15項において準用する民

法第68条第１項第３号および第４号ならびに第２項の規定によ

り解散する。

９ 認可年月日

平成20年３月21日

秋田市告示第52号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成20年３月21日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 変更があった認可地縁団体の名称

四ツ小屋下町内会

２ 認可年月日

平成４年７月３日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 伊 藤 耕 司

秋田市四ツ小屋字城下当場117番地６

変更後 伊 藤 昭 紀

秋田市四ツ小屋字城下当場120番地の１

４ 変更年月日

平成20年２月24日

５ 変更の理由

役員改選による。

秋田市告示第53号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

第６条第１項および秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条

例（平成４年秋田市条例第37号）第21条第１項の規定に基づき、

平成20年度秋田市一般廃棄物処理実施計画を定めたので告示する。

平成20年３月21日

秋田市長 佐 竹 敬 久

平成20年度秋田市一般廃棄物処理実施計画

１ 計画期間

平成20年４月１日～平成21年３月31日

２ 一般廃棄物の排出の状況

３ 一般廃棄物の処理主体および処理方法
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種 類 排 出 量 合 計

家 庭 ご み 118,512ｔ／年 325ｔ／日

163,201ｔ／年粗 大 ご み 4,052ｔ／年 11ｔ／日

資 源 化 物 40,637ｔ／年 111ｔ／日

し 尿 31,298�／年 86�／日
51,376�／年

浄化槽汚泥 20,078�／年 55�／日

診 療 科 目 医 師 氏 名 医 療 機 関 名 所 在 地

内科

循環器科
新 田 格 新田医院 秋田市泉一ノ坪26番23号

内科

リハビリテーション科
牛 山 えり子 中通リハビリテーション病院 秋田市中通六丁目１番58号

整形外科 加 茂 啓 志 秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼44番地２

整形外科 佐々木 寛 秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼44番地２



４ し尿および浄化槽汚泥の処理主体および処理方法

５ 処理計画

� ごみ処理実施計画

ア ごみの排出抑制・再資源化計画

� 廃棄物の発生抑制とリサイクル活動の推進

○家庭系廃棄物減量・再資源化事業

市民団体等が行う家庭から排出される資源化物の集団

回収運動を奨励し、家庭系廃棄物の発生抑制やリサイク

ルに対する市民の意識啓発を図る。

○事業系廃棄物減量・再資源化事業

市内事業所のごみの排出実態や分別状況などを個別に

調査し、指定ごみ袋の使用をはじめとする処理方法の指

導や減量・リサイクルについての啓発を行うほか、多量

排出事業者に対し廃棄物管理責任者の選任や減量計画書

の作成などを求め、自主的な減量への取組を促す。

また、本市の処理施設へ搬入される事業系ごみについ

ては、随時展開検査を実施し、適正な分別に向けた排出

事業者および許可業者に対する指導を強化する。

○粗大ごみ戸別収集事業

高齢化社会への対応と受益者負担の公平性を確保しな

がら、ごみの減量化と再資源化を図るため、粗大ごみの

戸別有料収集を行う。

○古紙回収事業

家庭から排出される古紙類について、ステーション回

収を行い、資源の循環を図る。

� ごみ減量活動の促進

○環境貯金箱作戦

ごみの減量により節約できた処理経費を積み立てし市

民還元する「環境貯金箱制度」を広く市民に周知し、ご

み減量意識の向上を図る。

・市内スーパー等で環境貯金箱キャンペーンの実施

・本庁舎・支所等への看板の設置、各種広報メディアを

活用した制度の周知

・ごみ減量キャラクター「エコアちゃん」の着ぐるみを

活用したごみ減量普及啓発の実施

○環境貯金市民還元事業

環境貯金の成果を市民に還元する事業として、環境に

やさしい料理教室や生ごみ堆肥づくり学習会等の市民に

よる生ごみ減量に向けた取組を支援する事業を実施する。

○家庭系廃棄物の減量

・家庭系ごみ分別推進事業（ごみ減量・分別井戸端会議）

市民にごみ減量・リサイクルへの取り組みを促すと

ともに、施策への参加の機運を高めるため、町内会な

どの市民団体を対象にごみの減量や分別をテーマとし

たタウンミーティングを行う。

・ごみ減量活動推進事業

市民のごみ減量への啓発事業として、ごみ減量アイ

デアコンテストを行い応募のあった事例を市民に紹介

するほか、地域での減量への取り組みを促進させるた

め、廃棄物減量等推進員の配置についてモデル地区を

設定して調査・研究を行う。

また、より効果的な施策展開を図るため、ごみ減量

に成果を上げている先進地の調査を行う。
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� 家庭系ごみ（家庭から排出される一般廃棄物）

分 別 区 分 収集運搬主体
中 間 処 理 最 終 処 分

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法

家 庭 ご み 市・委託業者 市 焼却 市 埋立

粗 大 ご み 委託業者 市 破砕・資源化・焼却 市 埋立

空きびん、空き缶、ペット

ボトル、ガス・スプレー缶
市・委託業者 委託業者 資源化（選別） － －

古 紙
協同組合秋田古

紙回収協会

㈲エコ・リサイク

ルペーパーほか
資源化 － －

金 属 類 市・委託業者 市 破砕・資源化・焼却 － －

使 用 済 み 乾 電 池 委託業者 委託業者 資源化 － －

� 事業系ごみ（事業活動に伴って排出される一般廃棄物）

分 別 区 分 収集運搬主体
中 間 処 理 最 終 処 分

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法

家 庭 ご み

排出者・許可業

者

市 焼却 市 埋立

粗 大 ご み 市 破砕・資源化・焼却 市 埋立

空きびん、 空 き缶、

ペ ッ ト ボ ト ル
委託業者 資源化（選別） － －

古 紙
㈲エコ・リサイク

ルペーパーほか
資源化 － －

金 属 類 市 破砕・資源化・焼却 － －

種 類 収集運搬主体
中 間 処 理 最 終 処 分

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法

し 尿 許可業者
市 標準脱窒素処理方式 － －

浄 化 槽 汚 泥 許可業者



・レジ袋によるごみ排出の特例の見直し

レジ袋削減に向けた取組の一環として、これまで例

外的に認めてきた家庭ごみの量が少ない場合の「ごみ

袋としてのレジ袋使用の特例」を見直し、排出量にか

かわらず指定ごみ袋の使用を義務づけることとする。

なお、半年間の周知期間を設け、平成20年10月１日

から実施する。

イ 収集・運搬計画

� 収集区域の範囲

秋田市全域
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� 収集方法等

ａ 家庭系ごみ（家庭から排出される一般廃棄物） （単位：ｔ）

分 別 区 分 排 出 方 法 収集回数・方法 収集車両 収集運搬量

家 庭 ご み 家庭ごみ用又は資源化物用指定ごみ袋（注１）
週２回（注２）ス

テーション収集

直 営 ６ 台

委 託 44台
74,401

資
源

化
物

空 き び ん プラスチック製回収箱

月２回（注３）ス

テーション収集

委 託 14台

2,552

ガス・スプレー缶 プラスチック製回収箱 4

空 き 缶 資源化物用指定ごみ袋 1,380

使 用 済 み 乾 電 池 透明の小袋 28

ペ ッ ト ボ ト ル 資源化物用指定ごみ袋
直 営 ６ 台

委 託 44台
1,084

古紙（新聞、ダンボー

ル、紙パック、雑誌・

雑がみ）

品目ごとに紙ひもで結束
秋田古紙回

収協会15台
10,735

金 属 類 資源化物用指定ごみ袋
月１回ステーショ

ン収集

直 営 ６ 台

委 託 44台
456

粗 大 ご み（注４） 証紙（シール）を貼付
週１回申込制によ

る戸別有料収集
委 託 ４ 台 997

（注１）平成20年９月末日までは、少量の場合に限りレジ袋も使用できる。

（注２）年始を除き、祝日も収集を行う。

（注３）祝日のうち、成人の日・海の日・敬老の日・体育の日に限り収集を行う。

（注４）石油ストーブ・ガソリン携行缶・除湿機・コンクリートブロック・物干し台座・漬け物石（製品）・鉄アレイ・モーター

（５㎏以内）・コイルスプリング等の自動車部品・井戸用ポンプ等収集運搬時に特別の扱いを要するものについては、大

きさにかかわらず粗大ごみと同様の方法で収集する。

【市民の協力義務等】

・家庭からごみを出すときは、分別区分に従い適正に分別する

とともに、分別区分ごとの排出方法に従うこと。

・家庭ごみおよび資源化物は収集日の午前６時から午前８時ま

でに決められた集積所（ごみステーション）に出すこと。な

お、収集日に出す量は、２袋までとするよう努めること。

・粗大ごみは事前に電話で収集の申込をしてから、指定された

額面の証紙（シール）を貼付し、収集日の午前９時までに指

定された場所へ出すこと。

・引っ越しや庭木・草の刈り込み等で多量に出るごみは、本市

の施設へ自ら搬入するか、許可業者に収集を依頼すること。

・市が収集処理しないごみを排出する際は、市の指示に従い自

ら処理を行うこと。

ｂ 事業系ごみ（事業活動に伴って排出される一般廃棄物） （単位：ｔ）

分 別 区 分 排 出 方 法 収集方法 収集車両 収集運搬量

家 庭 ご み 家庭ごみ用又は資源化物用指定ごみ袋

排出者が自ら運搬

又は許可業者が戸

別収集

22社112台

44,111

資
源

化
物

空 き び ん プラスチック製回収箱等 905

空 き 缶 資源化物用指定ごみ袋 1,111

ペ ッ ト ボ ト ル 資源化物用指定ごみ袋 552

金 属 類 資源化物用指定ごみ袋 63

古紙（新聞・ダンボール・

紙パック・雑誌類）
品目ごとに紙ひもで結束 17,483

粗 大 ご み － 3,055

【事業者の協力義務等】

・分別区分に従い適正に分別するとともに、分別区分ごとの排

出方法に従うこと。

・町内会等が設置する家庭系ごみ集積所には排出しないこと。

・本市の処理施設へ自ら搬入する場合は、市の定める受入基準

に従うこと。



� 自ら搬入する場合の処理施設、受入時間および受入休

業日
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○本市で収集・処理しないごみ

区 分 品 目 例

有害性のある物
バッテリー・農薬・在宅医療廃棄

物※等

危険性のある物 プロパンガスボンベ等

引火性のある物 ガソリン・廃油・塗料等

著しく悪臭を発する物

特別管理一般廃棄物
医療機関等から排出される感染性

病原体を含むおそれのある包帯等

処理に支障を及ぼすお

それのある物

タイヤホイール・ドラム缶・ホー

ムタンク（100Ｌ超）・ボイラー・

モーター（５㎏超）・丸太・耐火

金庫・ピアノ・鉄板（50㎝超）等

特定家庭用機器再商品

化法第２条第５項に規

定する物

エアコン・ブラウン管式テレビ・

冷蔵庫および冷凍庫・洗濯機

パーソナルコンピュー

ター

デスクトップパソコン本体・ノー

トパソコン・ディスプレイ等

小型二次電池等 充電式電池・ボタン型電池

リサイクルルートが確

立されている物

自動車・自動二輪車・タイヤ・消

火器等

※感染性を有しない脱脂綿・ガーゼ、紙おむつを除く。

施 設 名 所在地 受入時間 受入休業日

秋田市総合

環境センター

秋田市河辺豊

成字虚空蔵大

台滝１番１

８：00

～16：30

日曜、祝日および

年末年始（12月29

日～１月３日）

※再生可能な古紙は原則受入しない。また、受入休業日は変

更することができる。

ウ 中間処理計画

� 焼却処理

施 設 名 所 在 地 公称能力 処理計画量 残渣処理

秋田市総合環境センター焼却

（溶融）施設

秋田市河辺豊成字虚空

蔵大台滝１番１
600ｔ／日 144,201ｔ 埋立 2,476ｔ

※一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物（秋田市公共下水道八橋終末処理場から発生する下水道汚泥）を含む。

� 破砕・資源化処理

施 設 名 所 在 地 公称能力 処理計画量 残渣処理

秋田市総合環境センター前処

理破砕施設

秋田市総合環境センター第２

リサイクルプラザ

秋田市河辺豊成字虚空

蔵大台滝１番１

秋田市河辺豊成字虚空

蔵大台滝１番３

10ｔ／5ｈ

32ｔ／5ｈ
4,559ｔ 焼却 3,521ｔ

� 資源化処理

施 設 名 所 在 地 公称能力 処理計画量 残渣処理

秋田市総合環境センターリサ

イクルプラザ

秋田市河辺豊成字虚空

蔵大台滝１番１

空き缶 28ｔ／５ｈ

空きびん 36ｔ／５ｈ

ペットボトル 10ｔ／５ｈ

6,359ｔ 焼却 1,018ｔ

� 資源化処理（民間施設）

施 設 名 所 在 地 運営主体 廃棄物種類 処理計画量

野村興産㈱イトムカ鉱業所
北海道北見市留辺蘂町

富士見217番地１
野村興産㈱ 使用済み乾電池 28ｔ

㈲エコ･リサイクルペーパーほか民間施設 古紙等 33,790ｔ

エ 最終処分計画

施 設 名 所 在 地 全体容量 残 容 量 処理計画量

秋田市総合環境センター最終

処分場

秋田市河辺豊成字虚空

蔵大台滝地内
1,500,000�

215,000�

（19年度末）
3,540ｔ



� 生活排水処理実施計画

イ し尿・汚泥の処理計画

� 適正処理の推進

し尿および浄化槽汚泥について、環境負荷低減に配慮し

ながら安定的に適正な処理を行う。

また、浄化槽によるし尿等の適正な処理を行い、生活環

境の保全および公衆衛生の向上を図るとともに、生活排水

による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設

置者に対し補助金を交付し普及を促進する。

� 収集・運搬計画

ａ 収集区域の範囲

秋田市全域

秋田市告示第54号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例

第28号）第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放

置禁止区域内および自転車等放置規制区域内に放置されていた自

転車等を次のとおり撤去し、保管したので、同条例第11条第１項

の規定により告示する。

平成20年３月21日
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ア 生活排水処理計画 （平成19年３月31日現在）

区 分 人 口 処理主体

行政区域内人口 328,723人 －

水洗化・生活雑排水処理人口 270,060人 －

公共下水道 240,784人 市

農業集落排水 9,920人 市

浄化槽（合併処理） 19,356人
市・

個人等

水洗化・生活雑排水未処理人

口（単独浄化槽）
29,104人 市

非水洗化人口（くみ取り） 29,559人 市

ｂ 収集方法等 （単位：�）

種 類 収 集 方 法 収集運搬量

し 尿
当該区域を担当するし尿収集運

搬許可業者が戸別収集
31,298

浄化槽汚泥 浄化槽清掃許可業者が戸別収集 20,078

（参考）ごみ処理計画

集 団 回 収 4,284

公共系一廃（し尿処理残渣等） 842

あわせ産廃（下水道汚泥） 13,659

民間施設で

の資源化

33,818

資源化処理

6,359

破 砕 処 理

4,559

焼却・溶融処理

144,201

家庭ごみほか

131,902

焼却灰ほか

12,299

最終処分（埋立）

3,540

家庭ごみほか

1,064

溶融飛灰ほか

2,476

市処理施設

への搬入量

143,884

（単位：ｔ）

事 業 系 ご み 67,280

許 可 業 者 62,107

家庭ごみ 40,819

粗大ごみ 1,201

資源化物 20,087

直 接 搬 入 5,173

家庭ごみ 3,292

粗大ごみ 1,854

資源化物 27

家庭系ごみ 91,637

家庭ごみ 74,401

粗大ごみ 997

資源化物 16,239

残渣・雑物等

溶融飛灰等

� 中間処理計画

施 設 名 所 在 地 受入時間 受 入 休 業 日

秋田市向浜事業所 秋田市向浜一丁目13番１号
７:00

～16:30

第２・第４土曜、日曜、祝日および年末年始（12月

29日～１月３日）

処 理 方 式 公称能力 処理計画量 残 渣 処 理

標準脱窒素処理方式 200�／日
し尿 31,298�

浄化槽汚泥 20,078�
秋田市総合環境センターで焼却 183ｔ

※受入休業日は変更することができる。



秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 撤去し、保管した自転車等

� 放置されていた場所および台数

ア 秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 15台

イ 秋田駅東地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 13台

� 撤去し、保管した年月日

平成20年３月１日から平成20年３月15日まで

� 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車

場内） 秋田市自転車等保管所

� 返還を開始する年月日および返還を行う期間

平成20年４月４日から平成20年10月４日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還

申請書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の

利用者又は所有者であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属

この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用

者等の引き取りがないものについての所有権は、本市に帰属す

る。

４ 問い合わせ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課 電話866－2035

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話834－6497

秋田市告示第55号

次の市税督促状は、本人の住所又は居所が不明のため送達がで

きなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

第１項の規定により公示送達する。

なお、当該市税督促状は、財政部納税課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 公示送達を受けるべき者の住所および氏名

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成19年度市税督促状

秋田市告示第56号

秋田市泉地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり

指定したので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等

に関する条例（平成17年秋田市条例第45号）第10条の規定により

告示する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 施 設 名 秋田市泉地区コミュニティセンター

２ 指定管理者 秋田市泉北一丁目20番27号

泉地区コミュニティセンター管理運営委員会

会長 田 口 陽 一

３ 指定の期間 平成20年４月１日から平成25年３月31日まで

秋田市告示第57号

秋田市明徳地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとお

り指定したので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成17年秋田市条例第45号）第10条の規定によ

り告示する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 施 設 名 秋田市明徳地区コミュニティセンター

２ 指定管理者 秋田市手形住吉町２番27号

明徳地区コミュニティセンター管理運営委員会

会長 脇 坂 安 隆

３ 指定の期間 平成20年４月１日から平成25年３月31日まで

秋田市告示第58号

秋田市港北地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとお

り指定したので、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成17年秋田市条例第45号）第10条の規定によ

り告示する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 施 設 名 秋田市港北地区コミュニティセンター

２ 指定管理者 秋田市土崎港北三丁目７番９号

港北地区コミュニティセンター管理運営委員会

委員長 酒 井 圭

３ 指定の期間 平成20年４月１日から平成25年３月31日まで

秋田市告示第59号

次の区域の農業集落排水処理施設の供用を開始するので、秋田

市農業集落排水施設条例（平成元年秋田市条例第15号）第６条の

規定に基づき、次のとおり告示し、関係図面を一般の縦覧に供す

る。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久
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１ 農業集落排水処理施設の名称、位置および区域

施設の名称 位 置 区 域

秋田市下北手中

央農業集落排水

施設

秋田市下北手桜

字桜谷地80番地

２

秋田市下北手桜字桜谷地、字新桜谷地、宝川字愛ノ沢、字潤ケ崎、字大西ケ沢、字種ケ崎、

字堂ケ下、字繁昌田、字古館ノ下、通沢字合ノ沢、字内山、字上前田、字下前田、字杉崎、

字滝ノ沢、字中前田、字元屋敷、字前田、松崎字前谷地、字谷崎、柳館字赤平、字碇、字賀

川、字賀川潟下、字細谷沢、字前田面、字向田、字和田および字新細谷の各一部

秋田市河辺岩見

農業集落排水施

設

秋田市河辺岩見

字西小出108番

地１

秋田市河辺岩見字貝住沢口、字萱森上野、字川原琴、字小出沢、字小平岱、字小平岱坂ノ下、

字下小平岱、字杉沢、字杉沢台、字杉沢台下、字杉沢前田面、字滝ノ下、字新川、字新川上

田面、字二階渕、字西小出、字野村、字東、字茂および字森ノ越の各一部



２ 供用開始の期日

平成20年４月１日

３ 縦覧期間および関係図書の縦覧場所

� 平成20年３月26日から同年３月31日まで

秋田市山王一丁目２番34号 秋田市農林部農村振興課

� 平成20年４月１日から同年４月８日まで

秋田市八橋本町六丁目12番１号 秋田市農林部農地森林整

備課

ただし、土曜日および日曜日を除く。

４ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで

秋田市告示第60号

市道路線廃止に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に基づき、

次の市道の路線を廃止するので、同法第９条の規定により告示す

る。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧

に供する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久

２ 縦覧期間

平成20年３月25日から

平成20年４月７日まで

秋田市告示第61号

市道路線認定に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、

市道路線を次のとおり認定するので、同法第９条の規定により告

示する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧

に供する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久
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１ 廃止路線

整 理 番 号 路 線 名
起 点

重要な経過地
終 点

１１００６３ 太子前戸草沢線
雄和種沢字前田197番地先

雄和種沢字戸草沢156番地先

１ 認定路線

整 理 番 号 路 線 名
起 点

重要な経過地
終 点

２０９４５ 手形西谷地41号線
手形字西谷地170番地先

手形字西谷地145番３地先

２０９４６ 手形西谷地42号線
手形字西谷地175番２地先

手形字西谷地170番地先

２０９４７ 手形西谷地43号線
手形字西谷地143番１地先

手形字西谷地143番５地先

２０９４８ 手形西谷地44号線
手形字西谷地141番１地先

手形字西谷地141番６地先

２０９４９ 手形西谷地45号線
手形字西谷地188番１地先

手形字西谷地188番１地先

２０９５０ 手形西谷地46号線
手形字西谷地202番１地先

手形字西谷地188番１地先

２０９５１ 南通宮田９号線
南通宮田121番４地先

南通宮田121番１地先

３０８５１
土 崎 南 三 丁 目

４ 号 線

土崎港南三丁目254番28地先

土崎港南三丁目254番25地先

３０８５２
土 崎 南 三 丁 目

５ 号 線

土崎港南三丁目254番35地先

土崎港南三丁目254番33地先

３０８５３
土 崎 南 三 丁 目

６ 号 線

土崎港南三丁目254番21地先

土崎港南三丁目254番20地先

４１２４６
土 崎 北 三 丁 目

９ 号 線

土崎港北三丁目131番20地先

土崎港北三丁目131番23地先

４１２４７
外 旭 川 八 幡 田

33 号 線

外旭川字八幡田26番13地先

外旭川字八幡田26番12地先



２ 縦覧期間

平成20年３月25日から

平成20年４月７日まで

秋田市告示第62号

市道路線の区域決定および供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項および第２項の

規定に基づき、次のとおり道路の区域を決定し、供用を開始する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧

に供する。

平成20年３月25日

秋田市道路管理者

秋田市長 佐 竹 敬 久
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５１０１３
御所野ニュータウン

187 号 線

御所野地蔵田五丁目27番５地先

御所野地蔵田五丁目214番地先

５１０１４
御所野ニュータウン

188 号 線

御所野地蔵田五丁目26番６地先

御所野地蔵田五丁目26番１地先

５１０１５
御所野ニュータウン

189 号 線

御所野地蔵田五丁目23番11地先

御所野地蔵田五丁目23番１地先

５１０１６
御所野ニュータウン

190 号 線

御所野地蔵田五丁目25番８地先

御所野地蔵田五丁目26番４地先

５１０１７
御所野ニュータウン

191 号 線

御所野地蔵田五丁目26番14地先

御所野地蔵田五丁目26番２地先

５１０１８
御所野ニュータウン

192 号 線

御所野地蔵田五丁目26番４地先

御所野地蔵田五丁目25番５地先

５１０１９
御所野ニュータウン

193 号 線

御所野地蔵田五丁目25番５地先

御所野地蔵田五丁目25番５地先

５１０２０
御所野ニュータウン

194 号 線

御所野地蔵田五丁目26番11地先

御所野地蔵田五丁目26番11地先

５１０２１
御所野ニュータウン

195 号 線

御所野地蔵田五丁目24番６地先

御所野地蔵田五丁目24番６地先

５１０２２
御所野ニュータウン

196 号 線

御所野地蔵田五丁目32番１地先

御所野地蔵田五丁目32番３地先

７０５８７
堤 台 一 丁 目 北

４ 号 線

御所野堤台一丁目５番１地先

御所野堤台一丁目５番３地先

７０５８８
堤 台 一 丁 目 北

５ 号 線

御所野堤台一丁目６番１地先

御所野堤台一丁目25番地先

１ 道路の区域および供用開始の区間

道路の

種 類
路 線 名

起 点 延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）終 点

市道 手形西谷地41号線
手形字西谷地170番地先

手形字西谷地145番３地先
99.37 6.00

市道 手形西谷地42号線
手形字西谷地175番２地先

手形字西谷地170番地先
108.80 6.00

市道 手形西谷地43号線
手形字西谷地143番１地先

手形字西谷地143番５地先
46.53 6.00

市道 手形西谷地44号線
手形字西谷地141番１地先

手形字西谷地141番６地先
46.53 6.00

市道 手形西谷地45号線
手形字西谷地188番１地先

手形字西谷地188番１地先
41.72 6.00

市道 手形西谷地46号線
手形字西谷地202番１地先

手形字西谷地188番１地先
118.12 6.00

市道 南通宮田９号線
南通宮田121番４地先

南通宮田121番１地先
54.50 6.00

市道
土 崎 南 三 丁 目

４ 号 線

土崎港南三丁目254番28地先

土崎港南三丁目254番25地先
49.20 6.00

市道
土 崎 南 三 丁 目

５ 号 線

土崎港南三丁目254番35地先

土崎港南三丁目254番33地先
40.80 6.00



２ 区域決定および供用開始の期日

平成20年３月25日

３ 縦覧期間

平成20年３月25日から

平成20年４月７日まで

秋田市告示第63号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成20年３月26日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 変更があった認可地縁団体の名称

安養寺自治会

２ 認可年月日

平成16年８月31日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 黒 崎 欽 一

秋田市雄和椿川字関田89番地

変更後 山 内 善 美

秋田市雄和椿川字中村71番地

４ 変更年月日

平成20年２月24日

５ 変更の理由

役員改選による。

秋田市告示第64号

国土調査法（昭和26年法律180号）第６条第３項の規定に基づ

き、国土調査として指定を受け平成20年度地籍調査事業を実施す

るので、同法第７条の規定により告示する。

平成20年３月26日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 国土調査として指定された年月日

平成20年２月21日

２ 調査を実施するものの名称

秋田市長 佐 竹 敬 久

３ 調査地域

� 第１計画区 秋田県秋田市河辺北野田高屋字雷谷地、榊

表、黒沼下堤下の各一部

河辺和田字北条ヶ崎の一部

� 第２計画区 秋田県秋田市河辺和田字式田下段、松沢、

鶚沢の各一部

河辺松渕字大滝沢、高山下、風無沢出口、

餅田沢の各一部

４ 調査期間

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで
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市道
土 崎 南 三 丁 目

６ 号 線

土崎港南三丁目254番21地先

土崎港南三丁目254番20地先
34.00 6.00

市道
土 崎 北 三 丁 目

９ 号 線

土崎港北三丁目131番20地先

土崎港北三丁目131番23地先
47.70 6.00

市道
外 旭 川 八 幡 田

33 号 線

外旭川字八幡田26番13地先

外旭川字八幡田26番12地先
168.00

4.00
～
6.00

市道
御所野ニュータウン

187 号 線

御所野地蔵田五丁目27番５地先

御所野地蔵田五丁目214番地先
108.50 6.00

市道
御所野ニュータウン

188 号 線

御所野地蔵田五丁目26番６地先

御所野地蔵田五丁目26番１地先
137.00 6.00

市道
御所野ニュータウン

189 号 線

御所野地蔵田五丁目23番11地先

御所野地蔵田五丁目23番１地先
137.00 6.00

市道
御所野ニュータウン

190 号 線

御所野地蔵田五丁目25番８地先

御所野地蔵田五丁目26番４地先
80.20 6.00

市道
御所野ニュータウン

191 号 線

御所野地蔵田五丁目26番14地先

御所野地蔵田五丁目26番２地先
79.60 6.00

市道
御所野ニュータウン

192 号 線

御所野地蔵田五丁目26番４地先

御所野地蔵田五丁目25番５地先
48.50 6.00

市道
御所野ニュータウン

193 号 線

御所野地蔵田五丁目25番５地先

御所野地蔵田五丁目25番５地先
13.80 4.00

市道
御所野ニュータウン

194 号 線

御所野地蔵田五丁目26番11地先

御所野地蔵田五丁目26番11地先
14.10 4.00

市道
御所野ニュータウン

195 号 線

御所野地蔵田五丁目24番６地先

御所野地蔵田五丁目24番６地先
15.00 4.00

市道
御所野ニュータウン

196 号 線

御所野地蔵田五丁目32番１地先

御所野地蔵田五丁目32番３地先
131.90 6.50

市道
堤 台 一 丁 目 北

４ 号 線

御所野堤台一丁目５番１地先

御所野堤台一丁目５番３地先
418.35 14.00

市道
堤 台 一 丁 目 北

５ 号 線

御所野堤台一丁目６番１地先

御所野堤台一丁目25番地先
562.21

6.00
～
6.50



秋田市告示第65号

次の参加差押解除通知書は、本人の住所又は居所が不明のため

送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該参加差押解除通知書は、財政部納税課に保管し、送

達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

秋田市楢山大元町４番23号

佐 藤 和 夫

２ 送達する書類名

参加差押解除通知書 １通

秋田市告示第66号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規

定に基づき、一部有料公園施設の施設使用料の収納事務を次の者

に委託したので、同条第２項の規定により告示する。

平成20年３月27日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 受託人の住所および氏名

秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝１番地の１

財団法人秋田市総合振興公社

理事長 佐 藤 英 實

２ 委託期間

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

３ 有料公園施設の種類又は名称

� 雄物川河川緑地野球場

� 雄物川河川緑地テニスコート

� 一つ森公園コミュニティ体育館アリーナ

� 一つ森公園弓道場

� 北野田公園アリーナ

� 北野田公園テニスコート

� 北野田公園会議室

� 北野田公園照明設備

秋田市告示第67号

市道路線の区域変更および供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項および第２項の

規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧

に供する。

平成20年３月28日

秋田市道路管理者

秋田市長 佐 竹 敬 久

２ 縦覧期間

平成20年３月28日から

平成20年４月11日まで

秋田市告示第68号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の27第２項に規定

する包括外部監査契約を締結したので、同法第252条の36第５項

の規定により、次のとおり告示する。

平成20年３月28日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 契約の始期

平成20年４月１日

２ 費用額の算定方法

別表のとおり

３ 契約の相手方

氏名 澤 田 祐 治

住所 秋田県秋田市東通六丁目２番32号

４ 費用の支払方法

監査の結果に関する報告書提出後に一括払とする。ただし、

執務費用は、概算払をすることができるものとする。

（別表）

秋田市告示第69号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規

定に基づき、秋田駅西地下自転車駐車場における自転車等駐車場

使用料の徴収業務を次の者に委託したので、同条第２項の規定に

より告示する。

平成20年３月28日

秋田市長 佐 竹 敬 久
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基本

費用

2,380,000円

執務

費用

執務費用については、次のとおり算定した金

額とし、7,620,000円を上限とする。

次の基本執務費用および外部監査人補助者

執務追加費用を加えた金額とする。

� 基本執務費用

乙が、監査の結果に関する報告の提出お

よびそのために行った監査の執務日数に、

89,000円を乗じた金額とする。

� 外部監査人補助者執務追加費用

各外部監査人補助者が、監査の結果に関

する報告の提出およびそのために行った監

査の事務の補助の執務日数に、55,000円を

乗じた金額を合算したものとする。

１ 道路の区域および供用開始の区間

道路の

種 類
新旧別 路 線 名 区 域

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

市道

旧 天ノ袋２号線
秋田市飯島字前田表156番２地先

秋田市飯島字前田表127番地先
125.0

10.0
～
10.0

新 天ノ袋２号線
秋田市飯島字前田表156番２地先

秋田市飯島字前田表127番地先
125.0

5.0
～
11.0



受託者の所在地および氏名

秋田市山王三丁目１番７号

株式会社 友愛ビルサービス

代表取締役 小 畑 悟

秋田市告示第70号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規

定に基づき、アトリオン広場地下自転車駐車場における自転車等

駐車場使用料の徴収業務を次の者に委託したので、同条第２項の

規定により告示する。

平成20年３月28日

秋田市長 佐 竹 敬 久

受託者の所在地および氏名

秋田市山王三丁目１番７号

株式会社 友愛ビルサービス

代表取締役 小 畑 悟

秋田市告示第71号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規

定に基づき、秋田駅東自転車等駐車場における自転車等駐車場使

用料の徴収業務を次の者に委託したので、同条第２項の規定によ

り告示する。

平成20年３月28日

秋田市長 佐 竹 敬 久

受託者の所在地および氏名

秋田市寺内蛭根三丁目24番31号

企業組合 秋田中高年雇用福祉事業団

代表理事 橋 村 昭 一

秋田市告示第72号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規

定に基づき、自転車等保管手数料の徴収業務を次の者に委託した

ので、同条第２項の規定により告示する。

平成20年３月28日

秋田市長 佐 竹 敬 久

受託者の所在地および氏名

秋田市寺内蛭根三丁目24番31号

企業組合 秋田中高年雇用福祉事業団

代表理事 橋 村 昭 一

秋田市告示第73号

次の国民健康保険税督促状は、本人の住所又は居所が明らかで

ないため送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該国民健康保険税督促状は、市民生活部国保年金課に

保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付す

る。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成19年度国民健康保険税督促状

秋田市告示第74号

市道路線の区域変更および供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項および第２項の

規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更し、供用を開始する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧

に供する。

平成20年３月31日

秋田市道路管理者

秋田市長 佐 竹 敬 久
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１ 道路の区域および供用開始の区間

道路の

種 類
旧新別 路 線 名

起 点 総 延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）終 点

市道

旧 八橋外旭川線
八橋田五郎一丁目196番４地先

外旭川字堂ノ前183番７地先
2,267.40

3.80
～
13.30

新 八橋外旭川線
八橋田五郎一丁目196番４地先

外旭川字堂ノ前183番７地先

市道

旧 楢 田 八 田 線
下浜楢田字上野59番地先

下浜八田字野田１番地先
947.40

5.00
～
13.30

新 楢 田 八 田 線
下浜楢田字上野59番地先

下浜八田字野田１番地先

市道

旧 山 王 西 線
山王四丁目35番１地先

山王三丁目103番地先
580.50

10.80
～
11.10

新 山 王 西 線
山王四丁目35番１地先

山王三丁目103番地先

市道

旧 二ツ屋登町線
仁井田二ツ屋一丁目211番２地先

楢山南中町413番地先
2,025.70

6.00
～
21.20

新 二ツ屋登町線
仁井田二ツ屋一丁目211番２地先

楢山南中町413番地先
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市道

旧 樋ノ沖屋敷田線
広面字樋ノ沖１番１地先

広面字屋敷田36番１地先
934.80

5.70
～
9.00

新 樋ノ沖屋敷田線
広面字樋ノ沖１番１地先

広面字屋敷田36番１地先

市道

旧 山崎十七流線
手形字山崎64番１地先

手形字十七流34番１地先
611.30

4.80
～
16.00

新 山崎十七流線
手形字山崎64番１地先

手形字十七流34番１地先

市道

旧
仁 井 田 大 野

緑 町 線

仁井田字大野94番１地先

仁井田緑町21番１地先
1,370.50

4.50
～
9.10

新
仁 井 田 大 野

緑 町 線

仁井田字大野94番１地先

仁井田緑町21番１地先

市道

旧
開和町松丘町

１ 号 線

川元開和町220番地先

川元松丘町79番地先
420.50

4.80
～
8.00

新
開和町松丘町

１ 号 線

川元開和町220番地先

川元松丘町79番地先

市道

旧
二ツ屋一丁目

１ 号 線

仁井田二ツ屋一丁目48番１地先

仁井田二ツ屋一丁目57番１地先
112.30

3.00
～
6.90

新
二ツ屋一丁目

１ 号 線

仁井田二ツ屋一丁目48番１地先

仁井田二ツ屋一丁目57番１地先

市道

旧 仁井田本通線
仁井田栄町379番１地先

仁井田字切上172番地先
690.50

8.20
～
11.30

新 仁井田本通線
仁井田栄町379番１地先

仁井田字切上172番地先

市道

旧
仁 井 田 栄 町

６ 号 線

仁井田栄町390番１地先

仁井田栄町392番４地先
29.00

5.80
～
6.10

新
仁 井 田 栄 町

６ 号 線

仁井田栄町390番１地先

仁井田栄町392番４地先

市道

旧
仁 井 田 栄 町

16 号 線

仁井田栄町295番14地先

仁井田栄町295番18地先
51.40

6.00
～
6.00

新
仁 井 田 栄 町

16 号 線

仁井田栄町295番14地先

仁井田栄町295番18地先

市道

旧
仁 井 田 栄 町

17 号 線

仁井田栄町295番25地先

仁井田栄町295番29地先
51.50

6.00
～
6.00

新
仁 井 田 栄 町

17 号 線

仁井田栄町295番25地先

仁井田栄町295番29地先

市道

旧 家ノ下板橋添線
広面字家ノ下72番２地先

広面字板橋添306番地先
630.00

4.00
～
6.50

新 家ノ下板橋添線
広面字家ノ下72番２地先

広面字板橋添306番地先

市道

旧
寺 内 鵜 ノ 木

児 桜 線

寺内字鵜ノ木165番１地先

寺内字児桜281番４地先
658.50

4.30
～
7.00

新
寺 内 鵜 ノ 木

児 桜 線

寺内字鵜ノ木165番１地先

寺内字児桜281番４地先

市道

旧 児桜団地２号線
寺内字児桜276番１地先

寺内字児桜65番23地先
280.60

6.00
～
6.10

新 児桜団地２号線
寺内字児桜276番１地先

寺内字児桜65番23地先

市道

旧 児桜団地４号線
寺内字児桜260番52地先

寺内字児桜260番10地先
90.20

4.00
～
4.20

新 児桜団地４号線
寺内字児桜260番52地先

寺内字児桜260番10地先
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市道

旧
大 畑 イ サ ノ

１ 号 線

八橋大畑一丁目70番２地先

八橋イサノ二丁目57番１地先
594.30

4.90
～
6.00

新
大 畑 イ サ ノ

１ 号 線

八橋大畑一丁目70番２地先

八橋イサノ二丁目57番１地先

市道

旧
保 戸 野 八 丁

12 号 線

保戸野八丁１番４地先

保戸野八丁６番１地先
94.40

4.10
～
6.10

新
保 戸 野 八 丁

12 号 線

保戸野八丁１番４地先

保戸野八丁６番１地先

市道

旧 大小路９号線
寺内字大小路88番地先

寺内字大小路89番２地先
50.40

3.00
～
4.30

新 大小路９号線
寺内字大小路88番地先

寺内字大小路89番２地先

市道

旧
中央七丁目西

五丁目１号線

土崎港中央七丁目25番地先

土崎港西五丁目25番地先
290.20

4.90
～
5.70

新
中央七丁目西

五丁目１号線

土崎港中央七丁目25番地先

土崎港西五丁目25番地先

市道

旧
土崎西四丁目

２ 号 線

土崎港西四丁目75番１地先

土崎港西四丁目212番地先
310.00

7.40
～
8.00

新
土崎西四丁目

２ 号 線

土崎港西四丁目75番１地先

土崎港西四丁目212番地先

市道

旧
土崎西三丁目

１ 号 線

土崎港西三丁目158番地先

土崎港西三丁目１番１地先
335.40

9.30
～
16.00

新
土崎西三丁目

１ 号 線

土崎港西三丁目158番地先

土崎港西三丁目１番１地先

市道

旧
土崎中央五丁目

２ 号 線

土崎港中央五丁目37番地先

土崎港中央五丁目42番地先
40.30

8.00
～
8.00

新
土崎中央五丁目

２ 号 線

土崎港中央五丁目37番地先

土崎港中央五丁目42番地先

市道

旧
土崎北三丁目

２ 号 線

土崎港北三丁目12番219地先

土崎港北三丁目133番２地先
548.10

7.80
～
11.00

新
土崎北三丁目

２ 号 線

土崎港北三丁目12番219地先

土崎港北三丁目133番２地先

市道

旧
将軍野東四丁目

９ 号 線

将軍野東四丁目12番13地先

将軍野東四丁目11番９地先
70.50

4.00
～
4.00

新
将軍野東四丁目

９ 号 線

将軍野東四丁目12番13地先

将軍野東四丁目11番９地先

市道

旧
将 軍 野 堰 越

１ 号 線

将軍野青山町201番地先

将軍野堰越252番３地先
572.50

5.90
～
10.00

新
将 軍 野 堰 越

１ 号 線

将軍野青山町201番地先

将軍野堰越252番３地先

市道

旧
牛島西二丁目

１ 号 線

牛島西二丁目83番12地先

大住一丁目159番123地先
694.80

4.00
～
10.80

新
牛島西二丁目

１ 号 線

牛島西二丁目83番12地先

大住一丁目159番123地先

市道

旧 大 住 15号 線
大住二丁目365番106地先

大住一丁目365番215地先
241.90

4.50
～
6.50

新 大 住 15号 線
大住二丁目365番106地先

大住一丁目365番215地先

市道

旧 大 住 22号 線
大住二丁目192番41地先

大住一丁目159番120地先
465.60

6.00
～
6.00

新 大 住 22号 線
大住二丁目192番41地先

大住一丁目159番120地先
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市道

旧 横長根水垂線
下浜羽川字横長根32番61地先

下浜羽川字水垂92番９地先
462.80

3.30
～
8.00

新 横長根水垂線
下浜羽川字横長根32番61地先

下浜羽川字水垂92番９地先

市道

旧 八 田 館 線
下浜八田字館腰86番３地先

下浜八田字館腰15番地先
328.40

4.00
～
11.00

新 八 田 館 線
下浜八田字館腰86番３地先

下浜八田字館腰15番地先

市道

旧 餅 田 １ 号 線
下浜八田字餅田54番２地先

下浜八田字餅田５番地先
391.40

1.50
～
14.50

新 餅 田 １ 号 線
下浜八田字餅田54番２地先

下浜八田字餅田５番地先

市道

旧 餅田山ノ沢線
下浜八田字餅田36番地先

下浜八田字山ノ沢２番地先
736.70

1.00
～
7.80

新 餅田山ノ沢線
下浜八田字餅田36番地先

下浜八田字山ノ沢２番地先

市道

旧 水 無 線
下浜八田字鳥屋沢69番地先

下浜八田字鳥屋沢59番２地先
88.40

4.40
～
4.40

新 水 無 線
下浜八田字鳥屋沢69番地先

下浜八田字鳥屋沢59番２地先

市道

旧 楢田宮田表線
下浜楢田字宮田表７番地先

下浜楢田字宮田表92番地先
420.00

8.00
～
13.00

新 楢田宮田表線
下浜楢田字宮田表７番地先

下浜楢田字宮田表92番地先

市道

旧
浜田西出小屋

３ 号 線

浜田字西出小屋26番地先

浜田字西出小屋76番地先
98.80

1.80
～
3.80

新
浜田西出小屋

３ 号 線

浜田字西出小屋26番地先

浜田字西出小屋76番地先

市道

旧
新 屋 新 町 後

１ 号 線

新屋町字新町後255番２地先

新屋町字新町後280番42地先
220.80

6.40
～
8.80

新
新 屋 新 町 後

１ 号 線

新屋町字新町後255番２地先

新屋町字新町後280番42地先

市道

旧 羽川水垂１号線
下浜羽川字水垂92番５地先

下浜羽川字水垂92番71地先
351.50

3.00
～
12.20

新 羽川水垂１号線
下浜羽川字水垂92番５地先

下浜羽川字水垂92番71地先

市道

旧 羽川水垂２号線
下浜羽川字横長根32番５地先

下浜羽川字横長根32番43地先
171.70

3.00
～
5.60

新 羽川水垂２号線
下浜羽川字横長根32番５地先

下浜羽川字横長根32番43地先

市道

旧
新 屋 新 町 後

６ 号 線

新屋町字新町後281番３地先

新屋町字清水出脇11番１地先
452.50

4.00
～
7.00

新
新 屋 新 町 後

６ 号 線

新屋町字新町後281番３地先

新屋町字清水出脇11番１地先

市道

旧
上 北 手 百 崎

２ 号 線

上北手百崎字境田352番１地先

上北手百崎字境田153番１地先
986.40

7.80
～
30.00

新
上 北 手 百 崎

２ 号 線

上北手百崎字境田352番１地先

上北手百崎字境田153番１地先

市道

旧
横 森 二 丁 目

15 号 線

横森二丁目189番３地先

横森二丁目189番２地先
149.30

4.00
～
4.10

新
横 森 二 丁 目

15 号 線

横森二丁目189番３地先

横森二丁目189番２地先
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市道

旧 小 田 ５ 号 線
山内字小田54番１地先

山内字小田83番４地先
186.00

3.30
～
4.60

新 小 田 ５ 号 線
山内字小田54番１地先

山内字小田83番４地先

市道

旧 国立高専通線
飯島字長野３番41地先

飯島文京町70番133地先
518.80

6.60
～
7.20

新 国立高専通線
飯島字長野３番41地先

飯島文京町70番133地先

市道

旧 小 平 岱 線
河辺岩見字小平沢56番１地先

河辺岩見字小平沢49番８地先
2,514.50

5.50
～
34.00

新 小 平 岱 線
河辺岩見字小平沢56番１地先

河辺岩見字小平沢49番８地先

市道

旧 畑 線
河辺北野田字畑ノ沢149番２地先

河辺北野田高野字上堂ヶ沢139番２地先
943.30

5.10
～
13.00

新 畑 線
河辺北野田字畑ノ沢149番２地先

河辺北野田高野字上堂ヶ沢139番２地先

市道

旧 野 崎 ６ 号 線
河辺三内字野崎150番地先

河辺三内字野崎61番２地先
430.70

3.00
～
4.80

新 野 崎 ６ 号 線
河辺三内字野崎150番地先

河辺三内字野崎61番２地先

市道

旧 野 崎 ５ 号 線
河辺三内字野崎21番１地先

河辺三内字野崎68番２地先
335.00

5.70
～
12.90

新 野 崎 ５ 号 線
河辺三内字野崎21番１地先

河辺三内字野崎68番２地先

市道

旧 留見瀬尼沢線
河辺三内字留見瀬21番３地先

河辺三内字尼沢44番１地先
1,793.90

4.80
～
14.00

新 留見瀬尼沢線
河辺三内字留見瀬21番３地先

河辺三内字尼沢44番１地先

市道

旧 湯野目中央線
雄和下黒瀬字湯野目171番１地先

雄和下黒瀬字湯野目294番地先
256.40

4.00
～
10.60

新 湯野目中央線
雄和下黒瀬字湯野目171番１地先

雄和下黒瀬字湯野目294番地先

市道

旧 水 沢 線
雄和平沢字水沢117番地先

雄和平沢字水沢294番地先
587.60

4.60
～
23.50

新 水 沢 線
雄和平沢字水沢117番地先

雄和平沢字水沢294番地先

市道

旧 新 波 寺 沢 線
雄和新波字竹ノ花20番地先

雄和新波字寺沢32番８地先
1,170.00

3.60
～
31.50

新 新 波 寺 沢 線
雄和新波字竹ノ花20番地先

雄和新波字寺沢32番８地先

市道

旧 湯野目東３号線
雄和下黒瀬字湯野目地先

雄和下黒瀬字湯野目154番１地先
79.70

4.00
～
7.50

新 湯野目東３号線
雄和下黒瀬字湯野目地先

雄和下黒瀬字湯野目154番１地先

市道

旧 水沢館の下線
雄和平沢字水沢68番地先

雄和平沢字水沢44番２地先
94.50

4.30
～
8.90

新 水沢館の下線
雄和平沢字水沢68番地先

雄和平沢字水沢44番２地先

市道

旧 下黒瀬水沢線
雄和下黒瀬字町屋敷86番地先

雄和平沢字水沢94番地先
3,049.70

3.00
～
8.70

新 下黒瀬水沢線
雄和下黒瀬字町屋敷86番地先

雄和平沢字水沢94番地先
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市道

旧
手 形 十 七 流

26 号 線

手形字十七流34番10地先

手形字十七流34番19地先
57.80

6.00
～
6.00

新
手 形 十 七 流

26 号 線

手形字十七流34番10地先

手形字十七流34番19地先

市道

旧
仁 井 田 栄 町

22 号 線

仁井田栄町295番33地先

仁井田栄町295番４地先
156.50

6.00
～
6.00

新
仁 井 田 栄 町

22 号 線

仁井田栄町295番33地先

仁井田栄町295番４地先

市道

旧
仁 井 田 本 町

四丁目１号線

仁井田本町四丁目32番３地先

仁井田本町四丁目22番４地先
113.20

6.00
～
6.00

新
仁 井 田 本 町

四丁目１号線

仁井田本町四丁目32番３地先

仁井田本町四丁目22番４地先

市道

旧
八橋大畑二丁目

３ 号 線

八橋大畑二丁目93番１地先

八橋大畑二丁目93番２地先
55.20

6.00
～
6.00

新
八橋大畑二丁目

３ 号 線

八橋大畑二丁目93番１地先

八橋大畑二丁目93番２地先

市道

旧
土崎中央四丁目

９ 号 線

土崎港中央四丁目31番21地先

土崎港中央四丁目31番43地先
212.10

6.00
～
6.00

新
土崎中央四丁目

９ 号 線

土崎港中央四丁目31番21地先

土崎港中央四丁目31番43地先

市道

旧 境内川原24号線
濁川字家ノ前１番31号地先

濁川字家ノ前１番33号地先
276.80

6.00
～
6.00

新 境内川原24号線
濁川字家ノ前１番31号地先

濁川字家ノ前１番33号地先

市道

旧 豊岩上野３号線
豊岩豊巻字上野109番10地先

豊岩豊巻字上野93番８地先
118.50

4.00
～
4.00

新 豊岩上野３号線
豊岩豊巻字上野109番10地先

豊岩豊巻字上野93番８地先

市道

旧 楢田上野４号線
下浜楢田字宮田表122地先

下浜楢田字上野179番５地先
596.50

5.00
～
10.00

新 楢田上野４号線
下浜楢田字宮田表122地先

下浜楢田字上野179番５地先

市道

旧 高徳谷地１号線
下浜八田字高徳谷地78番１地先

下浜八田字高徳谷地106番１地先
178.20

6.00
～
11.00

新 高徳谷地１号線
下浜八田字高徳谷地78番１地先

下浜八田字高徳谷地106番１地先

市道

旧 赤 坂 館 腰 線
下浜八田字茱萸ノ木65番２地先

下浜八田字館腰86番２地先
1,076,70

5.00
～
18.40

新 赤 坂 館 腰 線
下浜八田字茱萸ノ木65番２地先

下浜八田字館腰86番２地先

市道

旧 山 内 小 田 線
山内字小田41番２地先

山内字小田220番１地先
493.70

5.00
～
20.00

新 山 内 小 田 線
山内字小田41番２地先

山内字小田220番１地先

市道

旧
太 平 山 谷

中 山 谷 線

太平山谷字中山谷170番１地先

太平山谷字中山谷167番地先
36.00

4.70
～
4.80

新
太 平 山 谷

中 山 谷 線

太平山谷字中山谷170番１地先

太平山谷字中山谷167番地先

市道

旧
太 平 山 谷

皿 見 内 線

太平山谷字下皿見内115番１地先

太平山谷字地主204番２地先
1,181.70

4.30
～
21.00

新
太 平 山 谷

皿 見 内 線

太平山谷字下皿見内115番１地先

太平山谷字地主204番２地先



２ 供用開始の期日

平成20年３月31日から

３ 縦覧期間

平成20年４月14日まで

秋田市告示第75号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基

づき専決処分した予算およびその要領は、別紙のとおりである。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

専決第２号

専 決 処 分 書

平成19年度秋田市一般会計補正予算（第６号）の件

上記の件は、次のとおり地方自治法（昭和22年法律第67号）第

179条第１項の規定に基づき専決処分する。

平成19年度秋田市一般会計補正予算（第６号）

平成19年度秋田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ103,663千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ113,921,491

千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。
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市道

旧 琵琶沼10号線
下新城中野字琵琶沼200番39地先

下新城中野字琵琶沼200番39地先
151.00

6.00
～
6.00

新 琵琶沼10号線
下新城中野字琵琶沼200番39地先

下新城中野字琵琶沼200番39地先

市道

旧
鼠 田 三 丁 目

５ 号 線

飯島鼠田三丁目267番５地先

飯島鼠田三丁目267番８地先
361.50

6.00
～
6.00

新
鼠 田 三 丁 目

５ 号 線

飯島鼠田三丁目267番５地先

飯島鼠田三丁目267番８地先

市道

旧 光進団地９号線
下新城中野字街道端西241番345地先

下新城中野字街道端西241番501地先
361.50

6.00
～
6.00

新 光進団地９号線
下新城中野字街道端西241番345地先

下新城中野字街道端西241番501地先

市道

旧 相川高野上野線
雄和相川字向田表46番２地先

雄和相川字上野418番１地先
1,935.20

6.50
～
19.00

新 相川高野上野線
雄和相川字向田表46番２地先

雄和相川字上野418番１地先

市道

旧 下黒瀬野中線
雄和下黒瀬字野中１番１地先

雄和下黒瀬字野中89番４地先
681.90

6.20
～
7.00

新 下黒瀬野中線
雄和下黒瀬字野中１番１地先

雄和下黒瀬字野中89番４地先

市道

旧 下黒瀬上谷地線
雄和下黒瀬字上谷地661番１地先

雄和下黒瀬字湯野目17番地先
1,040.00

6.50
～
14.50

新 下黒瀬上谷地線
雄和下黒瀬字上谷地661番１地先

雄和下黒瀬字湯野目17番地先

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

20 繰 越 金 966,327 103,663 1,069,990

１ 繰越金 966,327 103,663 1,069,990

歳 入 合 計 113,817,828 103,663 113,921,491

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 民 生 費 31,908,610 103,663 32,012,273



秋田市告示第76号

平成20年３月10日の「平成20年２月秋田市議会定例会」におい

て議決を経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

平成19年度秋田市一般会計補正予算（第９号）

平成19年度秋田市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,519,146千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ116,040,637

千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。

（継続費の補正）

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規

定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第３表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第４条 債務負担行為の補正は、「第４表 債務負担行為補正」

による。

（市債の補正）

第５条 市債の補正は、「第５表 市債補正」による。
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１ 社会福祉費 14,577,320 103,663 14,680,983

歳 出 合 計 113,817,828 103,663 113,921,491

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 市 税 46,532,230 506,629 47,038,859

１ 市民税 21,088,141 349,316 21,437,457

２ 固定資産税 21,485,874 187,786 21,673,660

３ 軽自動車税 427,552 4,297 431,849

４ 市たばこ税 2,173,996 △ 64,510 2,109,486

５ 鉱産税 7,045 2,824 9,869

８ 事業所税 1,316,123 26,916 1,343,039

２ 地方譲与税 1,174,489 33,104 1,207,593

１ 自動車重量譲与税 812,364 20,940 833,304

２ 地方道路譲与税 295,824 △ 4,396 291,428

３ 特別とん譲与税 27,911 7,751 35,662

４ 航空機燃料譲与税 38,390 8,809 47,199

３ 利子割交付金 126,609 43,578 170,187

１ 利子割交付金 126,609 43,578 170,187

４ 配当割交付金 53,177 98,794 151,971
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１ 配当割交付金 53,177 98,794 151,971

６ 地方消費税交付金 3,190,787 150,989 3,341,776

１ 地方消費税交付金 3,190,787 150,989 3,341,776

７ ゴルフ場利用税交付金 79,529 7,579 87,108

１ ゴルフ場利用税交付金 79,529 7,579 87,108

８ 自動車取得税交付金 340,412 △ 22,287 318,125

１ 自動車取得税交付金 340,412 △ 22,287 318,125

15 国庫支出金 12,695,334 △ 14,548 12,680,786

１ 国庫負担金 9,748,215 △ 63,017 9,685,198

２ 国庫補助金 2,841,782 48,469 2,890,251

16 県 支 出 金 5,511,569 27,360 5,538,929

１ 県負担金 2,343,185 18,976 2,362,161

２ 県補助金 2,396,456 2,601 2,399,057

３ 委託金 771,928 5,783 777,711

17 財 産 収 入 429,749 70,635 500,384

１ 財産運用収入 236,199 70,635 306,834

18 寄 附 金 1 59 60

１ 寄附金 1 59 60

19 繰 入 金 3,297,109 79,022 3,376,131

１ 特別会計繰入金 45,321 23,985 69,306

２ 基金繰入金 3,251,788 55,037 3,306,825

20 繰 越 金 1,369,990 3,948 1,373,938

１ 繰越金 1,369,990 3,948 1,373,938

21 諸 収 入 6,115,554 2,684 6,118,238

５ 雑入 928,751 2,684 931,435

22 市 債 8,999,000 531,600 9,530,600

１ 市債 8,999,000 531,600 9,530,600
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歳 入 合 計 114,521,491 1,519,146 116,040,637

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 13,759,536 943,857 14,703,393

１ 総務管理費 11,677,800 907,016 12,584,816

２ 徴税費 1,161,063 36,841 1,197,904

３ 民 生 費 32,012,273 △ 90,330 31,921,943

１ 社会福祉費 14,680,983 123,217 14,804,200

３ 生活保護費 8,132,993 △ 213,547 7,919,446

４ 衛 生 費 8,449,273 184,076 8,633,349

１ 環境衛生費 314,562 1,990 316,552

３ 清掃費 4,167,120 0 4,167,120

４ 病院費 1,397,527 182,086 1,579,613

６ 農林水産業費 2,028,294 2,989 2,031,283

１ 農業費 1,632,740 2,989 1,635,729

７ 商 工 費 6,019,244 △ 27,838 5,991,406

１ 商工費 6,019,244 △ 27,838 5,991,406

８ 土 木 費 20,265,071 0 20,265,071

１ 土木管理費 458,669 0 458,669

５ 都市計画費 6,889,816 0 6,889,816

10 教 育 費 11,345,525 115,164 11,460,689

２ 小学校費 2,778,539 32,386 2,810,925

３ 中学校費 2,005,233 81,151 2,086,384

６ 保健体育費 497,194 873 498,067

７ 専修学校費 99,034 754 99,788

12 公 債 費 15,929,128 391,228 16,320,356

１ 公債費 15,929,128 391,228 16,320,356
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歳 出 合 計 114,521,491 1,519,146 116,040,637

第２表 継続費補正 （単位：千円）

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

２ 総務費 １
総務管理
費

西部地域市民サービスセ
ンター（仮称）整備事業

1,430,900

平成19年度 99,200

1,371,378

平成19年度 80,898

平成20年度 1,162,000 平成20年度 1,120,780

平成21年度 169,700 平成21年度 169,700

８ 土木費 ７ 住 宅 費
新屋比内町市営住宅建替
事業

4,625,110

平成19年度 741,989

4,573,761

平成19年度 741,989

平成20年度 1,608,285 平成20年度 1,598,987

平成21年度 2,087,248 平成21年度 2,045,197

平成22年度 187,588 平成22年度 187,588

第３表 繰越明許費 （単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

２ 総 務 費 １ 総務管理費
中通一丁目地区公共公益施設基本設計策
定経費

8,342

中通一丁目地区市街地再開発事業促進経
費

20,800

６ 農林水産業費 １ 農業費 県営土地改良施設等整備事業負担金 7,500

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 防雪柵等整備事業 32,300

土崎中央六丁目２号線外３路線道路改良
事業

141,797

山王中島町１号線外５路線側溝改良事業 50,000

飯島金足線幹線道路整備事業 3,000

南部中央線幹線道路整備事業 354,000

交差点改良事業 31,241

太田沢跨線橋改良事業 90,000

人にやさしい歩道づくり事業 34,260

３ 河川費
大住三丁目地内外生活排水路等環境整備
事業

11,900

河川改修事業 31,020

５ 都市計画費 県施行街路事業負担金 71,790

土地区画整理会計繰出金 221,420

外旭川新川線道路改良事業 576,718

土崎駅前線道路改良事業 274,000

秋田環状線外１線道路改良事業 54,908

太平山リゾート公園整備事業 51,000
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７ 住宅費 既設市営住宅改善事業 8,442

10 教 育 費 ２ 小学校費 小学校耐震補強等事業 32,386

３ 中学校費 中学校耐震補強等事業 81,151

11 災害復旧費 １
農林水産施設災害復旧
費

農地農業用施設災害復旧事業 33,470

林業施設災害復旧事業 26,515

２
公共土木施設災害復旧
費

公共土木施設災害復旧事業 42,867

第４表 債務負担行為補正

（追 加） （単位�千円）

事 項 期 間 限 度 額

障 害 者 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等 平成19年度～平成20年度 40,240

老 人 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等 平成19年度～平成20年度 13,197

児 童 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等 平成19年度～平成20年度 63,049

保 健 予 防 関 連 事 業 委 託 経 費 等 平成19年度～平成20年度 258,353

健 康 管 理 関 連 事 業 委 託 経 費 等 平成19年度～平成20年度 138,048

学 校 事 務 セ ン タ ー 化 関 係 経 費 平成19年度～平成20年度 500

施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等

（ 平 成 19年 度 設 定 地 籍 調 査 室 分 ）
平成19年度～平成20年度 208

（変 更） （単位�千円）

事 項
限 度 額

補正前の額 補 正 額 計

施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等

（ 平 成 19 年 度 設 定 広 報 課 分 ）
28,979 94 29,073

同 上

（ 平 成 19年 度 設 定 福 祉 総 務 課 分 ）
155,729 6,603 162,332

同 上

（ 平 成 19年 度 設 定 保 健 総 務 課 分 ）
32,554 637 33,191

同 上

（ 平 成 19年 度 設 定 農 林 総 務 課 分 ）
7,774 1,252 9,026

同 上

（ 平 成 19 年 度 設 定 学 事 課 分 ）
119,520 29,550 149,070

第５表 市債補正 （単位：千円）

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方 法
利 率 償還の方法

補正前の額 補 正 額 計

総 務 費 225,400 △ 22,100 203,300

社 会 福 祉 費 38,600 38,700 77,300

農 業 費 186,800 3,900 190,700

（２分冊の２）
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道 路 橋 り ょ う 費 1,973,400 346,100 2,319,500

土 地 区 画 整 理 費 1,021,000 45,300 1,066,300

住 宅 費 545,600 55,000 600,600

小 学 校 費 187,300 10,000 197,300

中 学 校 費 258,800 40,500 299,300

臨 時 財 政 対 策 債 2,679,000 7,200 2,686,200

災 害 対 策 費 － 7,000 7,000
普通貸借
又 は
証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

政府資金の場合はそ
の融資条件による。銀
行その他の場合は債権
者と協議して定める。
ただし財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借
換することができる。

計 8,999,000 531,600 9,530,600

平成19年度秋田市土地区画整理会計補正予算（第３号）

平成19年度秋田市の土地区画整理会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。

（繰越明許費）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規

定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第１表 繰越明許費」による。

第１表 繰越明許費 （単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

１ 事 業 費 １ 土地区画整理費 秋田駅東第三地区土地区画整理事業 310,530

秋田駅西北地区土地区画整理事業 86,500

平成19年度秋田市市有林会計補正予算（第１号）

平成19年度秋田市の市有林会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,040千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ160,231千円と

する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 財 産 収 入 2,802 1,040 3,842

１ 財産運用収入 2,797 101 2,898

２ 財産売払収入 3 376 379

３ 分収林収入 2 563 565

歳 入 合 計 159,191 1,040 160,231
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歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 諸 支 出 金 940 1,040 1,980

１ 分収交付金 940 1,040 1,980

歳 出 合 計 159,191 1,040 160,231

平成19年度秋田市市営墓地会計補正予算（第１号）

平成19年度秋田市の市営墓地会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定によ

り債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第１表 債務負担行為」による。

第１表 債務負担行為 （単位�千円）

事 項 期 間 限 度 額

施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等

（ 平 成 19 年 度 設 定 ）
平成19年度～平成20年度 1,275

平成19年度秋田市農業集落排水会計補正予算（第２号）

平成19年度秋田市の農業集落排水会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ40,221千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,491,905千円

とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。

（市債の補正）

第２条 市債の変更は、「第２表 市債補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

７ 繰 越 金 1 221 222

１ 繰越金 1 221 222

９ 市 債 462,300 40,000 502,300

１ 市債 462,300 40,000 502,300

歳 入 合 計 1,451,684 40,221 1,491,905

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 公 債 費 351,835 40,221 392,056

１ 公債費 351,835 40,221 392,056

歳 出 合 計 1,451,684 40,221 1,491,905
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第２表 市債補正 （単位：千円）

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方 法
利 率 償還の方法

補正前の額 補 正 額 計

農 業 集 落 排 水 事 業 費 391,300 40,000 431,300

計 462,300 40,000 502,300

平成19年度秋田市大森山動物園会計補正予算（第２号）

平成19年度秋田市の大森山動物園会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,317千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ556,478千円と

する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。

（市債の補正）

第２条 市債の変更は、「第２表 市債補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 使用料及び手数料 73,661 △ 12,062 61,599

１ 使用料 73,661 △ 12,062 61,599

３ 繰 入 金 342,526 △ 27,838 314,688

１ 繰入金 342,526 △ 27,838 314,688

４ 繰 越 金 1 3,848 3,849

１ 繰越金 1 3,848 3,849

５ 諸 収 入 8,472 469 8,941

１ 雑入 8,472 469 8,941

６ 市 債 127,500 39,900 167,400

１ 市債 127,500 39,900 167,400

歳 入 合 計 552,161 4,317 556,478

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 324,625 4,317 328,942

１ 総務管理費 324,625 4,317 328,942

２ 事 業 費 188,627 0 188,627

１ 動物園施設整備費 188,627 0 188,627

歳 出 合 計 552,161 4,317 556,478
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第２表 市債補正 （単位：千円）

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方 法
利 率 償還の方法

補正前の額 補 正 額 計

大 森 山 動 物 園 事 業 費 127,500 39,900 167,400

計 127,500 39,900 167,400

平成19年度秋田市廃棄物発電会計補正予算（第１号）

平成19年度秋田市の廃棄物発電会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ23,463千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ172,745千円と

する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 発 電 収 入 149,281 15,138 164,419

１ 発電収入 149,281 15,138 164,419

２ 繰 越 金 1 8,325 8,326

１ 繰越金 1 8,325 8,326

歳 入 合 計 149,282 23,463 172,745

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 37,135 △ 522 36,613

１ 総務管理費 37,135 △ 522 36,613

２ 繰 出 金 44,695 23,985 68,680

１ 一般会計繰出金 44,695 23,985 68,680

歳 出 合 計 149,282 23,463 172,745

平成19年度秋田市国民健康保険事業会計補正予算（第２号）

平成19年度秋田市の国民健康保険事業会計補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ133,336

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,922,201

千円とする。

２ 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定によ

り債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第２表 債務負担行為」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 国庫支出金 7,893,383 93,234 7,986,617

１ 国庫負担金 5,835,842 41,319 5,877,161

２ 国庫補助金 2,057,541 51,915 2,109,456

４ 療養給付費交付金 6,287,386 233,862 6,521,248

１療養給付費交付金 6,287,386 233,862 6,521,248

５ 県支出金 1,378,352 △ 2,558 1,375,794

１ 県負担金 129,384 △ 16,789 112,595

２ 県補助金 1,248,968 14,231 1,263,199

６ 共同事業交付金 3,607,683 △ 439,355 3,168,328

１ 共同事業交付金 3,607,683 △ 439,355 3,168,328

７ 繰 入 金 2,359,702 △ 31,285 2,328,417

１ 一般会計繰入金 2,359,702 △ 31,285 2,328,417

８ 繰 越 金 1 272,578 272,579

１ 繰越金 1 272,578 272,579

９ 諸 収 入 13,566 6,860 20,426

３ 雑入 12,439 6,860 19,299

歳 入 合 計 30,788,865 133,336 30,922,201

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 285,424 △ 7,519 277,905

１ 総務管理費 179,095 △ 1,099 177,996

２ 徴税費 103,015 △ 6,248 96,767

３ 運営協議会費 335 △ 136 199

４
収納率向上特別対策事
業費

2,979 △ 36 2,943

２ 保険給付費 20,162,508 162,726 20,325,234
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１ 療養諸費 18,352,190 87,880 18,440,070

２ 高額療養費 1,614,816 67,846 1,682,662

４ 出産育児諸費 78,050 7,000 85,050

３ 老人保健拠出金 5,197,714 110,349 5,308,063

１ 老人保健拠出金 5,197,714 110,349 5,308,063

４ 介護納付金 1,388,105 △ 3,220 1,384,885

１ 介護納付金 1,388,105 △ 3,220 1,384,885

５ 共同事業拠出金 3,301,329 △ 203,187 3,098,142

１ 共同事業拠出金 3,301,329 △ 203,187 3,098,142

６ 保健事業費 140,259 1,658 141,917

１ 保健事業費 140,259 1,658 141,917

７ 公 債 費 87,000 9,000 96,000

１ 公債費 87,000 9,000 96,000

８ 諸 支 出 金 26,526 63,529 90,055

１ 償還金及び還付加算金 26,525 63,529 90,054

歳 出 合 計 30,788,865 133,336 30,922,201

第２表 債務負担行為 （単位�千円）

事 項 期 間 限 度 額

施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等

（ 平 成 19 年 度 設 定 ）
平成19年度～平成20年度 76,729

平成19年度秋田市老人保健医療事業会計補正予算（第１号）

平成19年度秋田市の老人保健医療事業会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ403,534千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,152,298

千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定によ

り債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第２表 債務負担行為」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 支払基金交付金 16,807,873 △ 566,999 16,240,874

１ 支払基金交付金 16,807,873 △ 566,999 16,240,874
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２ 国庫支出金 9,769,523 △ 144,446 9,625,077

１ 国庫負担金 9,760,176 △ 143,019 9,617,157

２ 国庫補助金 9,347 △ 1,427 7,920

３ 県 支 出 金 2,440,043 2,107 2,442,150

１ 県負担金 2,440,043 2,107 2,442,150

４ 繰 入 金 2,538,389 △ 120,468 2,417,921

１ 繰入金 2,538,389 △ 120,468 2,417,921

５ 繰 越 金 1 399,960 399,961

１ 繰越金 1 399,960 399,961

６ 諸 収 入 3 26,312 26,315

１ 雑入 3 26,312 26,315

歳 入 合 計 31,555,832 △ 403,534 31,152,298

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 56,752 △ 6,703 50,049

１ 総務管理費 56,752 △ 6,703 50,049

２ 医 療 諸 費 31,449,078 △ 411,222 31,037,856

１ 医療諸費 31,449,078 △ 411,222 31,037,856

４ 諸 支 出 金 2 14,391 14,393

１ 償還金及び還付加算金 2 14,391 14,393

歳 出 合 計 31,555,832 △ 403,534 31,152,298

第２表 債務負担行為 （単位�千円）

事 項 期 間 限 度 額

施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等

（ 平 成 19 年 度 設 定 ）
平成19年度～平成20年度 429

平成19年度秋田市介護保険事業会計補正予算（第３号）

平成19年度秋田市の介護保険事業会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

349,410千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ18,496,824千円とする。

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の補正は、「第２表 債務負担行為補正」
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による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 国庫支出金 4,459,327 2,448 4,461,775

２ 国庫補助金 947,995 2,448 950,443

４ 支払基金交付金 5,447,115 56,618 5,503,733

１ 支払基金交付金 5,447,115 56,618 5,503,733

６ 財 産 収 入 1 8,263 8,264

１ 基金運用収入 1 8,263 8,264

７ 繰 入 金 2,536,273 3,894 2,540,167

１ 一般会計繰入金 2,536,273 3,894 2,540,167

８ 繰 越 金 7,575 278,187 285,762

１ 繰越金 7,575 278,187 285,762

歳 入 合 計 18,147,414 349,410 18,496,824

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 277,122 6,342 283,464

１ 総務管理費 277,122 6,342 283,464

５ 基金積立金 1 292,223 292,224

１ 基金積立金 1 292,223 292,224

７ 諸 支 出 金 7,582 50,845 58,427

１ 償還金及び還付加算金 7,582 50,845 58,427

歳 出 合 計 18,147,414 349,410 18,496,824

第２表 債務負担行為補正

（追 加） （単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等

（ 平 成 19年 度 設 定 保 健 総 務 課 分 ）
平成19年度～平成20年度 278



平成19年度秋田市病院事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 平成19年度秋田市病院事業会計の補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成19年度秋田市病院事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（既決 （補正 （計）予定量） 予定量）

� 年 間 患 者 数

入 院 146,766人 △3,660人 143,106人

外 来 303,310人 △9,065人 294,245人

� 一日平均患者数

入 院 401人 △10人 391人

外 来 1,238人 △37人 1,201人

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。

（科 目） （既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 9,416,935 71,507 9,488,442

千円 千円 千円

第１項 医 業 収 益 8,423,752 △108,638 8,315,114

千円 千円 千円

第２項 医業外収益 993,182 178,421 1,171,603

千円 千円 千円

第３項 特 別 利 益 1 1,724 1,725

千円 千円 千円

支 出

第１款 病院事業費用 9,423,855 △22,567 9,401,288

千円 千円 千円

第１項 医 業 費 用 9,043,654 △66,561 8,977,093

千円 千円 千円

第２項 医業外費用 341,481 40,894 382,375

千円 千円 千円

第３項 特 別 損 失 36,720 3,100 39,820

千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額「392,607千円」を「395,316千円」に、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「270千円」を「247

千円」に、過年度分損益勘定留保資金「392,337千円」を

「395,069千円」にそれぞれ改め、資本的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。

（科 目） （既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 572,520 2,625,332 3,197,852

千円 千円 千円

第１項 企 業 債 272,000 2,625,332 2,897,332

千円 千円 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 965,127 2,628,041 3,593,168

千円 千円 千円

第１項 建設改良費 304,051 △26,000 278,051

千円 千円 千円

第２項 企業債償還金 661,076 2,654,041 3,315,117

千円 千円 千円

（債務負担行為）

第５条 予算第５条に定めた限度額を次のとおり変更する。

（既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

限 度 額 589,646 262,639 852,285

千円 千円 千円

（企業債）

第６条 予算第６条に定めた起債の目的「建設改良費」を「建設

改良費及び企業債償還金」に改め、限度額を次のとおり補正す

る。

（既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

限 度 額 272,000 2,625,332 2,897,332

千円 千円 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

� 職 員 給 与 費 4,715,271 △68,778 4,646,493

千円 千円 千円

（他会計からの補助金）

第８条 予算第９条中「158,126千円」を「133,581千円」に改め

る。

平成19年度秋田市水道事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 平成19年度秋田市水道事業会計の補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成19年度秋田市水道事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（既決 （補正 （計）予定量） 予定量）

� 給 水 戸 数 144,067戸 240戸 144,307戸

� 年間総配水量 40,891,849 △488,577 40,403,272
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（変 更） （単位�千円）

事 項
限 度 額

補正前の額 補 正 額 計

介 護 保 険 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等 4,656 216,600 221,256

施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等

（ 平 成 19年 度 設 定 福 祉 総 務 課 分 ）
31,933 682 32,615



� � �

� 一日平均配水量 111,726 △1,335 110,391

� � �

� 主要な建設改良事業

� 配水管整備工事

配 水 管 布 設 11,833 △849 10,984

ｍ ｍ ｍ

配水管布設替 13,844 684 14,528

ｍ ｍ ｍ

� 施 設 改 良 工 事

配 水 管 布 設 330 △2 328

ｍ ｍ ｍ

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。

（科 目） （既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

収 入

第１款 水道事業収益 7,786,760 △129,319 7,657,441

千円 千円 千円

第１項 営 業 収 益 7,602,067 △109,887 7,492,180

千円 千円 千円

第２項 営業外収益 184,673 △20,757 163,916

千円 千円 千円

第３項 特 別 利 益 20 1,325 1,345

千円 千円 千円

支 出

第１款 水道事業費用 7,596,853 △109,565 7,487,288

千円 千円 千円

第１項 営 業 費 用 6,354,173 △121,510 6,232,663

千円 千円 千円

第２項 営業外費用 1,230,900 12,825 1,243,725

千円 千円 千円

第３項 特 別 損 失 9,980 △880 9,100

千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額「2,455,475千円」を「2,372,908千円」に、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「70,347千円」

を「57,862千円」に、減債積立金「54,904千円」を「86,600千

円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,149,961千円」を

「1,162,713千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,180,263千

円」を「1,065,733千円」にそれぞれ改め、資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,757,267 4,053,393 5,810,660

千円 千円 千円

第１項 企 業 債 1,068,300 4,125,200 5,193,500

千円 千円 千円

第４項 固定資産売却代金 10 11 21

千円 千円 千円

第５項 負担金及び寄附金 444,742 △71,818 372,924

千円 千円 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 4,212,742 3,970,826 8,183,568

千円 千円 千円

第１項 建設改良費 1,944,727 △127,642 1,817,085

千円 千円 千円

第２項 企業債償還金 2,268,015 4,098,468 6,366,483

千円 千円 千円

（企業債）

第５条 予算第６条に定めた起債の目的「建設改良費」を「建設

改良費及び企業債償還金」に改め、限度額を次のとおり補正す

る。

（既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

限 度 額 1,068,300 4,125,200 5,193,500

千円 千円 千円

（利益剰余金の処分）

第６条 予算第10条中当年度未処分利益剰余金「114,796千円」

を「107,601千円」に改め、処分額を次のとおり補正する。

（既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

� 減 債 積 立 金 114,796 △7,195 107,601

千円 千円 千円

平成19年度秋田市下水道事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 平成19年度秋田市下水道事業会計の補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成19年度秋田市下水道事業会計予算（以下「予算」と

いう。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（既決 （補正
予定量） 予定量） （計）

� 排 水 戸 数 102,600 1,150 103,750

戸 戸 戸

� 年間総処理水量 41,335,234 △3,508,519 37,826,715

� � �

� 一日平均処理水量 112,937 △9,586 103,351

� � �

� 主要な建設改良事業

� 管 渠 建 設

管 渠 布 設 13,265 △1,559 11,706

ｍ ｍ ｍ

管 渠 布 設 替 1,777 61 1,838

ｍ ｍ ｍ

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。

（科 目） （既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

収 入

第１款 下水道事業収益 10,172,270 143,680 10,315,950

千円 千円 千円

第１項 営 業 収 益 7,873,922 △51,567 7,822,355

千円 千円 千円

第２項 営業外収益 2,298,346 77,685 2,376,031
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千円 千円 千円

第３項 特 別 利 益 2 117,562 117,564

千円 千円 千円

支 出

第１款 下水道事業費用 10,004,378 △128,446 9,875,932

千円 千円 千円

第１項 営 業 費 用 6,871,055 △122,500 6,748,555

千円 千円 千円

第２項 営業外費用 3,108,001 △21,157 3,086,844

千円 千円 千円

第３項 特 別 損 失 22,772 15,211 37,983

千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額「3,961,415千円」を「3,804,470千円」に、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「41,164千円」

を「39,940千円」に、減債積立金「221,681千円」を「330,945

千円」に、過年度分損益勘定留保資金「219,447千円」を

「90,614千円」に、当年度分損益勘定留保資金「3,479,123千円」

を「3,232,173千円」にそれぞれ改め、当年度分損益勘定留保

資金の次に「当年度未処分利益剰余金110,798千円」を加え、

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 5,291,724 1,094,733 6,386,457

千円 千円 千円

第１項 企 業 債 3,579,200 1,079,400 4,658,600

千円 千円 千円

第２項 出 資 金 945,315 3,140 948,455

千円 千円 千円

第３項 補 助 金 551,100 15,000 566,100

千円 千円 千円

第４項 負 担 金 216,108 △2,807 213,301

千円 千円 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 9,253,139 937,788 10,190,927

千円 千円 千円

第１項 建設改良費 3,426,457 △504,140 2,922,317

千円 千円 千円

第２項 企業債償還金 5,826,682 1,441,928 7,268,610

千円 千円 千円

（企業債）

第５条 予算第６条に定めた限度額を次のとおり補正する。

（既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

限 度 額 3,579,200 1,079,400 4,658,600

千円 千円 千円

（他会計からの補助金）

第６条 予算第９条中「2,297,445千円」を「2,372,439千円」に

改める。

（利益剰余金の処分）

第７条 予算第10条中当年度未処分利益剰余金「126,728千円」

を「399,035千円」に改め、処分額を次のとおり補正する。

（既決 （補正
予定額） 予定額） （計）

� 減 債 積 立 金 126,728 272,307 399,035

千円 千円 千円

秋田市告示第77号

平成20年３月24日の「平成20年２月秋田市議会定例会」におい

て議決を経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

平成20年度秋田市一般会計予算

平成20年度秋田市の一般会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ113,274,000

千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（継続費）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規

定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」

による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負

担行為」による。

（市債）

第４条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことがで

きる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第４表 市債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は、15,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。

� 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る

共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 市 税 46,945,091
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１ 市民税 21,086,937

２ 固定資産税 21,964,556

３ 軽自動車税 444,919

４ 市たばこ税 2,052,242

５ 鉱産税 9,993

６ 特別土地保有税 2

７ 入湯税 32,053

８ 事業所税 1,354,389

２ 地方譲与税 1,174,955

１ 自動車重量譲与税 813,176

２ 地方道路譲与税 288,724

３ 特別とん譲与税 30,618

４ 航空機燃料譲与税 42,437

３ 利子割交付金 178,392

１ 利子割交付金 178,392

４ 配当割交付金 151,971

１ 配当割交付金 151,971

５ 株式等譲渡所得割交付金 37,328

１ 株式等譲渡所得割交付金 37,328

６ 地方消費税交付金 3,198,079

１ 地方消費税交付金 3,198,079

７ ゴルフ場利用税交付金 71,134

１ ゴルフ場利用税交付金 71,134

８ 自動車取得税交付金 282,201

１ 自動車取得税交付金 282,201

９ 国有提供施設等所在市助成交付金 9,485

１ 国有提供施設等所在市助成交付金 9,485
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10 地方特例交付金 491,582

１ 地方特例交付金 333,539

２ 特別交付金 158,043

11 地方交付税 19,533,000

１ 地方交付税 19,533,000

12 交通安全対策特別交付金 110,000

１ 交通安全対策特別交付金 110,000

13 分担金及び負担金 1,075,054

１ 分担金 787

２ 負担金 1,074,267

14 使用料及び手数料 2,319,983

１ 使用料 1,398,460

２ 手数料 921,523

15 国庫支出金 12,918,246

１ 国庫負担金 9,689,319

２ 国庫補助金 3,135,750

３ 委託金 93,177

16 県 支 出 金 5,171,289

１ 県負担金 2,460,756

２ 県補助金 2,017,784

３ 委託金 692,749

17 財 産 収 入 347,907

１ 財産運用収入 323,199

２ 財産売払収入 24,708

18 寄 附 金 1

１ 寄附金 1

19 繰 入 金 1,940,223
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１ 特別会計繰入金 93,527

２ 基金繰入金 1,846,696

20 繰 越 金 687,000

１ 繰 越 金 687,000

21 諸 収 入 6,028,279

１ 延滞金、加算金及び過料 22,054

２ 市預金利子 33,927

３ 貸付金元利収入 4,954,730

４ 受託事業収入 4,058

５ 雑入 1,013,510

22 市 債 10,602,800

１ 市債 10,602,800

歳 入 合 計 113,274,000

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 議 会 費 720,127

１ 議会費 720,127

２ 総 務 費 13,661,657

１ 総務管理費 11,505,174

２ 徴税費 1,460,299

３ 戸籍住民基本台帳費 410,071

４ 選挙費 113,558

５ 統計調査費 72,345

６ 監査委員費 100,210

３ 民 生 費 32,624,317

１ 社会福祉費 15,494,772

２ 児童福祉費 9,296,861
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３ 生活保護費 7,771,934

４ 国民年金費 58,700

５ 災害救助費 2,050

４ 衛 生 費 8,196,960

１ 環境衛生費 444,780

２ 保健所費 1,815,976

３ 清掃費 4,210,957

４ 病院費 1,294,626

５ 上水道費 276,983

６ 食肉衛生検査所費 153,638

５ 労 働 費 398,126

１ 労働諸費 398,126

６ 農林水産業費 1,825,547

１ 農業費 1,517,798

２ 林業費 307,749

７ 商 工 費 5,908,037

１ 商工費 5,908,037

８ 土 木 費 18,102,362

１ 土木管理費 469,877

２ 道路橋りょう費 4,807,354

３ 河川費 144,491

４ 港湾費 208,510

５ 都市計画費 5,214,029

６ 下水道費 5,283,705

７ 住宅費 1,974,396

９ 消 防 費 3,497,203

１ 消防費 3,497,203
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10 教 育 費 11,471,525

１ 教育総務費 1,921,319

２ 小学校費 2,597,372

３ 中学校費 2,672,154

４ 高等学校費 832,004

５ 社会教育費 2,167,539

６ 保健体育費 466,804

７ 専修学校費 98,984

８ 短期大学費 715,349

11 災害復旧費 5

１ 農林水産施設災害復旧費 2

２ 公共土木施設災害復旧費 1

３ 教育施設災害復旧費 2

12 公 債 費 16,788,133

１ 公債費 16,788,133

13 諸 支 出 金 1

１ 雑支出 1

14 予 備 費 80,000

１ 予備費 80,000

歳 出 合 計 113,274,000

第２表 継続費 （単位�千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

２ 総 務 費 １ 総務管理費
旭 南 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ

センター （仮称） 建設事業
218,553

平成20年度 164,942

平成21年度 53,611

10 教 育 費 ５ 社会教育費 旭 南 児 童 館 増 改 築 等 事 業 109,325

平成20年度 87,460

平成21年度 21,865
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第３表 債務負担行為 （単位�千円）

事 項 期 間 限 度 額

電 子 入 札 シ ス テ ム 機 器 借 上 等 経 費

（ 平 成 20 年 度 設 定 ）
平成20年度～平成25年度 138,100

斎 場 改 築 事 業 平成20年度～平成23年度 549,591

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 平成20年度～平成44年度 3,222

設備近代化資金・空き店舗等利用資金・

販 路 開 拓 資 金 利 子 補 給
平成20年度～平成25年度 10,166

中 心 市 街 地 出 店 促 進 資 金 利 子 補 給 平成20年度～平成25年度 13,813

中 小 製 造 業 設 備 投 資 資 金 利 子 補 給 平成20年度～平成27年度 40,004

中 小 企 業 用 地 取 得 資 金 利 子 補 給

（ 平 成 20 年 度 設 定 ）
平成20年度～平成23年度 2,164

割 山 南 浜 線 幹 線 道 路 整 備 事 業 平成20年度～平成21年度 228,000

バ ス 交 通 総 合 改 善 事 業 平成20年度～平成21年度 208,400

第４表 市債 （単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

総 務 費 1,213,900
普通貸借又
は証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

政府資金の場合はその融資条件

による。銀行その他の場合は債権

者と協議して定める。ただし財政

の都合により据置期間及び償還期

限を短縮し、もしくは繰上償還又

は低利に借換することができる。

社 会 福 祉 費 138,500

児 童 福 祉 費 25,300

環 境 衛 生 費 73,300

上 水 道 費 79,300

農 業 費 143,700

道 路 橋 り ょ う 費 2,230,700

土 地 区 画 整 理 費 884,200

街 路 事 業 費 772,200

都 市 下 水 路 費 39,100

公 園 整 備 費 82,600

都 市 拠 点 総 合 整 備 費 53,500

住 宅 費 1,092,100

災 害 対 策 費 3,400

消 防 費 105,800
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小 学 校 費 218,500

中 学 校 費 766,300

高 等 学 校 費 28,700

社 会 教 育 費 130,600

保 健 体 育 費 4,200

臨 時 財 政 対 策 債 2,516,900

計 10,602,800

平成20年度秋田市土地区画整理会計予算

平成20年度秋田市の土地区画整理会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,635,912千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円

と定める。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 分担金及び負担金 1,356

１ 負担金 1,356

２ 国庫支出金 638,550

１ 国庫補助金 638,550

３ 換地清算金 2,644

１ 換地清算金 2,644

４ 財 産 収 入 1

１ 財産売払収入 1

５ 繰 入 金 901,360

１ 繰入金 901,360

６ 繰 越 金 92,000

１ 繰越金 92,000

７ 諸 収 入 1

１ 延滞金、加算金及び過料 1
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歳 入 合 計 1,635,912

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 事 業 費 1,633,412

１ 土地区画整理費 1,633,412

２ 公 債 費 1,500

１ 公債費 1,500

３ 予 備 費 1,000

１ 予備費 1,000

歳 出 合 計 1,635,912

平成20年度秋田市市有林会計予算

平成20年度秋田市の市有林会計の予算は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ164,189千円

と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（市債）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規

定により起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 市債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 県 支 出 金 6,652

１ 県補助金 6,652

２ 財 産 収 入 12,047

１ 財産運用収入 3,043

２ 財産売払収入 9,002

３ 分収林収入 2

３ 繰 入 金 127,088

１ 繰入金 127,088

４ 繰 越 金 1

１ 繰越金 1
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５ 諸 収 入 301

１ 雑入 301

６ 市 債 18,100

１ 市債 18,100

歳 入 合 計 164,189

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 37,849

１ 総務管理費 37,849

２ 事 業 費 41,602

１ 造林事業費 41,602

３ 公 債 費 83,514

１ 公債費 83,514

４ 諸 支 出 金 1,024

１ 分収交付金 1,024

５ 予 備 費 200

１ 予備費 200

歳 出 合 計 164,189

第２表 市債 （単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

造 林 事 業 費 18,100
普通貸借又
は証券発行

5.0％以内

政府資金の場合はその融資条件

による。銀行その他の場合は債権

者と協議して定める。ただし財政

の都合により据置期間及び償還期

限を短縮し、もしくは繰上償還又

は低利に借換することができる。

計 18,100

平成20年度秋田市市営墓地会計予算

平成20年度秋田市の市営墓地会計の予算は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ65,148千円と

定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項
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の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定

める。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 使用料及び手数料 34,300

１ 使用料 16,914

２ 手数料 17,386

２ 繰 入 金 30,800

１ 繰入金 30,800

３ 繰 越 金 1

１ 繰越金 1

４ 諸 収 入 47

１ 雑入 47

歳 入 合 計 65,148

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 33,248

１ 総務管理費 33,247

２ 繰出金 1

２ 事 業 費 30,800

１ 事業費 30,800

３ 公 債 費 100

１ 公債費 100

４ 予 備 費 1,000

１ 予備費 1,000

歳 出 合 計 65,148

平成20年度秋田市中央卸売市場会計予算

平成20年度秋田市の中央卸売市場会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ609,094千円

と定める。



秋 田 市 公 報平成20年４月10日 第995号

―79―

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円と

定める。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 使用料及び手数料 265,346

１ 使用料 265,345

２ 手数料 1

２ 繰 入 金 163,929

１ 繰入金 163,929

３ 繰 越 金 1

１ 繰越金 1

４ 諸 収 入 179,818

１ 貸付金元利収入 80,320

２ 雑入 99,498

歳 入 合 計 609,094

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 423,709

１ 総務管理費 423,709

２ 事 業 費 2,000

１ 中央卸売市場施設整備費 2,000

３ 公 債 費 182,885

１ 公債費 182,885

４ 予 備 費 500

１ 予備費 500

歳 出 合 計 609,094
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平成20年度秋田市農業集落排水会計予算

平成20年度秋田市の農業集落排水会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,296,098千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定によ

り債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第２表 債務負担行為」による。

（市債）

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことがで

きる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第３表 市債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 分担金及び負担金 36,680

１ 分担金 36,680

２ 使用料及び手数料 162,829

１ 使用料 162,829

３ 国庫支出金 6,306

１ 国庫補助金 6,306

４ 県 支 出 金 302,230

１ 県補助金 302,230

５ 財 産 収 入 500

１ 財産運用収入 500

６ 繰 入 金 368,133

１ 一般会計繰入金 352,631

２ 基金繰入金 15,502

７ 繰 越 金 4,601

１ 繰越金 4,601

８ 諸 収 入 26,019

１ 雑入 26,019

９ 市 債 388,800

１ 市債 388,800

歳 入 合 計 1,296,098
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歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 244,727

１ 総務管理費 244,727

２ 事 業 費 644,697

１ 農業集落排水事業費 586,440

２ 個別排水処理事業費 58,257

３ 公 債 費 406,174

１ 公債費 406,174

４ 予 備 費 500

１ 予備費 500

歳 出 合 計 1,296,098

第２表 債務負担行為 （単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 平成20年度～平成29年度 11,554

水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 平成20年度～平成24年度 1,440

水 洗 便 所 改 造 資 金 損 失 補 償 平成20年度～平成24年度 1,500

第３表 市債 （単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

農 業 集 落 排 水 事 業 費 347,200

普通貸借又
は証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

政府資金の場合はその融資条件

による。銀行その他の場合は債権

者と協議して定める。ただし財政

の都合により据置期間及び償還期

限を短縮し、もしくは繰上償還又

は低利に借換することができる。
個 別 排 水 処 理 事 業 費 41,600

計 388,800

平成20年度秋田市大森山動物園会計予算

平成20年度秋田市の大森山動物園会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ425,991千円

と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（市債）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規

定により起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 市債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は、200,000千円と定める。
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 使用料及び手数料 70,446

１ 使用料 70,446

２ 寄 附 金 1

１ 寄附金 1

３ 繰 入 金 318,955

１ 繰入金 318,955

４ 繰 越 金 1

１ 繰越金 1

５ 諸 収 入 12,588

１ 雑入 12,588

６ 市 債 24,000

１ 市債 24,000

歳 入 合 計 425,991

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 334,421

１ 総務管理費 334,421

２ 事 業 費 53,260

１ 動物園施設整備費 53,260

３ 公 債 費 37,310

１ 公債費 37,310

４ 予 備 費 1,000

１ 予備費 1,000

歳 出 合 計 425,991
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第２表 市債 （単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

大 森 山 動 物 園 事 業 費 24,000
普通貸借又
は証券発行

5.0％以内

政府資金の場合はその融資条件

による。銀行その他の場合は債権

者と協議して定める。ただし財政

の都合により据置期間及び償還期

限を短縮し、もしくは繰上償還又

は低利に借換することができる。

計 24,000

平成20年度秋田市廃棄物発電会計予算

平成20年度秋田市の廃棄物発電会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ174,386千円

と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は、128,000千円と

定める。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 発 電 収 入 174,385

１ 発電収入 174,385

２ 繰 越 金 1

１ 繰越金 1

歳 入 合 計 174,386

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 13,907

１ 総務管理費 13,907

２ 繰 出 金 93,526

１ 一般会計繰出金 93,526

３ 公 債 費 66,953

１ 公債費 66,953

歳 出 合 計 174,386
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平成20年度秋田市国民健康保険事業会計予算

平成20年度秋田市の国民健康保険事業会計の予算は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

28,723,799千円と定める。

２ 事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定

1,700,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。

� 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 国民健康保険税 6,955,539

１ 国民健康保険税 6,955,539

２ 使用料及び手数料 1

１ 手数料 1

３ 国庫支出金 6,751,997

１ 国庫負担金 5,183,615

２ 国庫補助金 1,568,382

４ 療養給付費交付金 1,488,621

１ 療養給付費交付金 1,488,621

５ 前期高齢者交付金 6,361,709

１ 前期高齢者交付金 6,361,709

６ 県 支 出 金 1,354,258

１ 県負担金 172,651

２ 県補助金 1,181,607

７ 共同事業交付金 3,696,988

１ 共同事業交付金 3,696,988

８ 繰 入 金 2,070,679

１ 一般会計繰入金 2,070,679

９ 繰 越 金 1

１ 繰越金 1
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10 諸 収 入 44,006

１ 延滞金、加算金及び過料 960

２ 預金利子 1

３ 雑入 43,045

歳 入 合 計 28,723,799

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 272,650

１ 総務管理費 73,648

２ 徴税費 193,216

３ 運営協議会費 335

４ 収納率向上特別対策事業費 5,451

２ 保険給付費 19,678,991

１ 療養諸費 17,803,038

２ 高額療養費 1,763,851

３ 移送費 2

４ 出産育児諸費 82,950

５ 葬祭諸費 29,150

３ 後期高齢者支援金等 2,823,626

１ 後期高齢者支援金等 2,823,626

４ 前期高齢者納付金等 2,955

１ 前期高齢者納付金等 2,955

５ 老人保健拠出金 792,548

１ 老人保健拠出金 792,548

６ 介護納付金 1,205,584

１ 介護納付金 1,205,584

７ 共同事業拠出金 3,338,105
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１ 共同事業拠出金 3,338,105

８ 保健事業費 292,038

１ 特定健康診査等事業費 191,063

２ 保健事業費 100,975

９ 公 債 費 95,000

１ 公債費 95,000

10 諸 支 出 金 22,302

１ 償還金及び還付加算金 22,301

２ 一部負担金 1

11 予 備 費 200,000

１ 予備費 200,000

歳 出 合 計 28,723,799

平成20年度秋田市老人保健医療事業会計予算

平成20年度秋田市の老人保健医療事業会計の予算は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,827,235千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円

と定める。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 支払基金交付金 1,502,450

１ 支払基金交付金 1,502,450

２ 国庫支出金 872,926

１ 国庫負担金 872,926

３ 県 支 出 金 218,230

１ 県負担金 218,230

４ 繰 入 金 233,625

１ 繰入金 233,625

５ 繰 越 金 1
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１ 繰越金 1

６ 諸 収 入 3

１ 雑入 3

歳 入 合 計 2,827,235

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 4,313

１ 総務管理費 4,313

２ 医 療 諸 費 2,811,920

１ 医療諸費 2,811,920

３ 公債費 1,000

１ 公債費 1,000

４ 諸 支 出 金 2

１ 償還金及び還付加算金 2

５ 予 備 費 10,000

１ 予備費 10,000

歳 出 合 計 2,827,235

平成20年度秋田市母子寡婦福祉資金貸付事業会計予算

平成20年度秋田市の母子寡婦福祉資金貸付事業会計の予算は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ57,267千円と

定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

（市債）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規

定により起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 市債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 1,773

１ 繰入金 1,773

２ 繰 越 金 7,678
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１ 繰越金 7,678

３ 諸 収 入 47,815

１ 貸付金元利収入 47,814

２ 雑入 1

４ 市 債 1

１ 市債 1

歳 入 合 計 57,267

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 母子寡婦福祉資金貸付事業費 56,767

１ 母子寡婦福祉資金貸付事業費 56,767

２ 公 債 費 500

１ 公債費 500

歳 出 合 計 57,267

第２表 市債 （単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

母子寡婦福祉資金貸付事業費 1 普通貸借 無利子

母子及び寡婦福祉法第37条第２

項、同法施行令第42条の規定によ

る。

計 1

平成20年度秋田市介護保険事業会計予算

平成20年度秋田市の介護保険事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ19,177,685千円と定める。

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定

1,200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。

� 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 保 険 料 3,103,901



秋 田 市 公 報平成20年４月10日 第995号

―89―

１ 介護保険料 3,103,901

２ 手 数 料 1

１ 手数料 1

３ 国庫支出金 4,397,655

１ 国庫負担金 3,339,176

２ 国庫補助金 1,058,479

４ 支払基金交付金 5,766,578

１ 支払基金交付金 5,766,578

５ 県 支 出 金 2,729,708

１ 県負担金 2,662,111

２ 県補助金 67,597

６ 財 産 収 入 1

１ 基金運用収入 1

７ 繰 入 金 3,175,143

１ 一般会計繰入金 2,672,143

２ 基金繰入金 503,000

８ 繰 越 金 4,695

１ 繰越金 4,695

９ 諸 収 入 3

１ 延滞金、加算金及び過料 1

２ 雑入 2

歳 入 合 計 19,177,685

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 294,302

１ 総務管理費 294,302

２ 保険給付費 18,465,511
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１ 介護サービス等諸費 15,201,103

２ 介護予防サービス等諸費 2,421,637

３ 高額介護サービス等費 178,465

４ 特定入所者介護サービス等費 624,367

５ その他諸費 39,939

３ 財政安定化基金拠出金 17,750

１ 財政安定化基金拠出金 17,750

４ 地域支援事業費 386,054

１ 介護予防事業費 136,376

２ 包括的支援事業・任意事業費 249,678

５ 基金積立金 1

１ 基金積立金 1

６ 公 債 費 8,365

１ 公債費 1,000

２ 財政安定化基金償還金 7,365

７ 諸 支 出 金 4,702

１ 償還金及び還付加算金 4,702

８ 予 備 費 1,000

１ 予備費 1,000

歳 出 合 計 19,177,685

平成20年度秋田市後期高齢者医療事業会計予算

平成20年度秋田市の後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,085,863千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 後期高齢者医療保険料 2,592,298

１ 後期高齢者医療保険料 2,592,298



平成20年度秋田市病院事業会計予算

（総則）

第１条 平成20年度秋田市病院事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 病 床 数 458床

� 年 間 患 者 数

入 院 146,365人

外 来 293,787人

� 一日平均患者数

入 院 401人

外 来 1,209人

� 主要な建設改良事業

空調設備整備事業 一式

医療機械購入 ８品目
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２ 使用料及び手数料 2

１ 手数料 2

３ 寄 附 金 1

１ 寄附金 1

４ 繰 入 金 493,558

１ 一般会計繰入金 493,558

５ 諸 収 入 4

１ 延滞金、加算金及び過料 1

２ 償還金及び還付加算金 2

３ 雑入 1

歳 入 合 計 3,085,863

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 57,834

１ 総務管理費 18,582

２ 徴収費 39,252

２ 後期高齢者医療広域連合納付金 3,018,027

１ 後期高齢者医療広域連合納付金 3,018,027

３ 諸 支 出 金 2

１ 償還金及び還付加算金 2

４ 予 備 費 10,000

１ 予備費 10,000

歳 出 合 計 3,085,863



（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 9,316,252千円

第１項 医 業 収 益 8,499,454千円

第２項 医 業 外 収 益 816,797千円

第３項 特 別 利 益 1千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 9,242,197千円

第１項 医 業 費 用 9,015,289千円

第２項 医 業 外 費 用 189,308千円

第３項 特 別 損 失 35,600千円

第４項 予 備 費 2,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額570,604千円は

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額365千円及び

過年度分損益勘定留保資金570,239千円で補てんするものとす

る。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 593,198千円

第１項 企 業 債 217,500千円

第２項 出 資 金 375,698千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,163,802千円

第１項 建 設 改 良 費 255,703千円

第２項 企 業 債 償 還 金 908,099千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、次のとおりと定める。

起債の目的 建設改良費

限 度 額 217,500千円

起債の方法 証書借入

利 率 5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り

入れる場合、利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率）

償還の方法 政府資金の場合はその融資条件による。銀行

その他の場合は債権者と協議して定める。ただ

し財政の都合により据置期間及び償還期限を短

縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換するこ

とができる。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以

外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金

額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

� 職 員 給 与 費 4,764,744千円

� 交 際 費 500千円

（他会計からの補助金）

第８条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、143,111

千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、1,580,000千円と定める。

平成20年度秋田市水道事業会計予算

（総則）

第１条 平成20年度秋田市水道事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 給 水 戸 数 145,458戸

� 年間総配水量 40,060,794�

� 一日平均配水量 109,755�

� 主要な建設改良事業

� 配水管整備工事

配 水 管 布 設 9,120ｍ

配水管布設替 13,970ｍ

� 新都市水道整備工事

配 水 管 布 設 375ｍ

� 施設改良工事

雄和地域送配水管等整備 一式

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 7,593,829千円

第１項 営 業 収 益 7,413,096千円

第２項 営 業 外 収 益 180,713千円

第３項 特 別 利 益 20千円

支 出

第１款 水 道 事 業 費 用 7,173,705千円

第１項 営 業 費 用 6,231,783千円

第２項 営 業 外 費 用 931,022千円

第３項 特 別 損 失 9,100千円

第４項 予 備 費 1,800千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,554,121千円

は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,324千円、

減債積立金107,601千円、過年度分損益勘定留保資金1,223,071

千円、当年度分損益勘定留保資金1,158,125千円で補てんする

ものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 3,531,429千円

第１項 企 業 債 2,835,500千円

第２項 出 資 金 137,014千円

第３項 補 助 金 225,603千円

第４項 固定資産売却代金 10千円

第５項 負担金及び寄附金 333,302千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 6,085,550千円

第１項 建 設 改 良 費 2,067,190千円

第２項 企 業 債 償 還 金 4,018,360千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額

は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

老朽給水管解消に係る

資金融資あっせん利子

補給

平成20年度から

25年度まで
184千円
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ＧＬＰ取得支援業務委 平成20年度から

託 21年度まで
5,500千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、次のとおりと定める。

起債の目的 建設改良費及び企業債償還金

限 度 額 2,835,500千円

起債の方法 証書借入

利 率 5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り

入れる場合、利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率）

償還の方法 政府資金の場合はその融資条件による。銀行

その他の場合は債権者と協議して定める。ただ

し財政の都合により据置期間及び償還期限を短

縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換するこ

とができる。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以

外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金

額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

� 職 員 給 与 費 1,760,284千円

（他会計からの補助金）

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、139,969

千円である。

（利益剰余金の処分）

第10条 当年度未処分利益剰余金350,036千円は、次のとおり処

分するものと定める。

� 減 債 積 立 金 350,036千円

（たな卸資産購入限度額）

第11条 たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

平成20年度秋田市下水道事業会計予算

（総則）

第１条 平成20年度秋田市下水道事業会計の予算は、次に定める

ところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 排 水 戸 数 106,400戸

� 年間総処理水量 40,254,229�

� 一日平均処理水量 110,285�

� 主要な建設改良事業

� 管 渠 建 設

管 渠 布 設 9,806ｍ

管 渠 布 設 替 1,573ｍ

� ポンプ場建設

土崎・馬場汚水中継ポンプ場施設整備

一式

� 処 理 場 建 設

八橋終末処理場施設整備 一式

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 下 水 道 事 業 収 益 9,914,597千円

第１項 営 業 収 益 7,897,742千円

第２項 営 業 外 収 益 2,016,853千円

第３項 特 別 利 益 2千円

支 出

第１款 下 水 道 事 業 費 用 9,529,963千円

第１項 営 業 費 用 6,663,103千円

第２項 営 業 外 費 用 2,850,159千円

第３項 特 別 損 失 14,151千円

第４項 予 備 費 2,550千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,161,411千円

は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,298千円、

減債積立金288,237千円、当年度分損益勘定留保資金3,502,865

千円、当年度未処分利益剰余金349,011千円で補てんするもの

とする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 9,527,632千円

第１項 企 業 債 7,780,800千円

第２項 出 資 金 922,227千円

第３項 補 助 金 662,800千円

第４項 負 担 金 161,804千円

第５項 固定資産売却代金 1千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 13,689,043千円

第１項 建 設 改 良 費 2,983,873千円

第２項 企 業 債 償 還 金 10,705,170千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額

は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

水洗便所改造
資金利子補給

平成20年度から
25年度まで

13,498千円

水洗便所改造
資金損失補償

平成20年度から
25年度まで

19,248千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、次のとおりと定める。

起債の目的 建設改良費及び企業債償還金

限 度 額 7,780,800千円

起債の方法 証書借入

利 率 5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り

入れる場合、利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率）

償還の方法 政府資金の場合はその融資条件による。銀行

その他の場合は債権者と協議して定める。ただ

し財政の都合により据置期間及び償還期限を短

縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換するこ

とができる。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、7,000,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以

外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金

額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
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� 職 員 給 与 費 665,234千円

（他会計からの補助金）

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,016,539

千円である。

（利益剰余金の処分）

第10条 当年度未処分利益剰余金363,335千円は、次のとおり処

分するものと定める。

� 減 債 積 立 金 363,335千円

秋田市教委告示第３号

平成20年３月６日午後３時30分秋田市教育委員会教育委員会室

に教育委員会定例会を招集する。

平成20年３月４日

秋田市教育委員会

委員長 髙 田 生 子

付議案件

１ 教職員人事異動に関する件

秋田市教委告示第４号

平成20年３月17日午後３時30分秋田市教育委員会教育委員会室

に教育委員会定例会を招集する。

平成20年３月12日

秋田市教育委員会

委員長 髙 田 生 子

付議案件

１ 秋田市教育委員会人事異動に関する件

２ 秋田市教育委員会事務委任規則の一部を改正する件

３ 秋田市立小、中学校管理規則の一部を改正する件

４ 秋田市立御所野学院中学校、高等学校管理規則の一部を改正

する件

５ 秋田市指定文化財の指定に関する件

秋田市教委告示第５号

秋田市文化財保護条例（昭和36年秋田市条例第23号）第４条第

１項の規定に基づき、下記の物件について秋田市指定文化財に指

定したので、同条例第６条の規定により告示する。

平成20年３月25日

秋田市教育委員会

委員長 髙 田 生 子

秋田市教委告示第６号

平成20年４月１日午後３時30分秋田市教育委員会教育委員会室

に教育委員会臨時会を招集する。

平成20年３月27日

秋田市教育委員会

委員長 髙 田 生 子

秋市選管告示第７号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条、第75条、第76条、

第80条、第81条および第86条ならびに地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条に規定する選挙

権を有する者の総数の50分の１および３分の１の数は、次のとお

りであるので、地方自治法第74条第５項の規定により告示する。

平成20年３月２日

秋田市選挙管理委員会
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教 委 告 示

選 管 告 示

記

秋田市指定文化財に指定する物件

種 別 名 称 員数 所 在 地 住所・氏名および団体名

有形文化財

（絵画）
親鸞聖人絵伝 ４幅 秋田市大町五丁目７番２号

秋田市大町五丁目７番２号

宗教法人 敬相寺

代表役員 穂 積 洋

有 形 民 俗

文 化 財

熊 野 観 心

十界曼陀羅図
１幅 秋田市寺内神屋敷11番６号

秋田市寺内神屋敷11番６号

宗教法人 西来院

代表役員 田 中 裕 憲

記 念 物

（名勝）

千 秋 公 園

（久保田城跡）

千秋公園４番19、５番１、６番１、６番２、６

番３、７番１、７番３、７番５、７番６のうち

41,725.27㎡

８番、８番１、８番２

下中城町２番１のうち3,953.95㎡

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市長 佐 竹 敬 久

千秋公園７番４

秋田市千秋公園１番８号

宗教法人 八幡秋田神社

代表役員 山 本 富 雄

千秋公園７番２

秋田市山王七丁目１番４号

財務省東北財務局

秋田財務事務所長 中 村 敏 彦



委員長 古 谷 薫

１ 50分の１の数 5,389人

２ ３分の１の数 89,813人

秋市選管告示第８号

平成20年３月５日執行の仁井田堰土地改良区総代の補欠選挙に

おいて、当選した者の氏名および住所は次のとおりであるので、

土地改良法施行令（昭和24年政令第295号）第21条第２項の規定

により告示する。

平成20年３月６日

秋田市選挙管理委員会

委員長 古 谷 薫

秋市選管告示第９号

平成20年３月５日執行の仁井田堰土地改良区総代の補欠選挙に

おいて当選した次の者に、平成20年３月６日当選証書を付与した

ので、土地改良法施行令（昭和24年政令第295号）第22条第２項

の規定により告示する。

平成20年３月６日

秋田市選挙管理委員会

委員長 古 谷 薫
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第１選挙区

受付

番号

届 出

年 月 日
候補者氏名 性別 住 所 生 年 月 日 職 業

１
平成20年

２月27日
髙 橋 良 一 男 秋田市仁井田字大野263番地５ 昭和26年12月15日 修理工

第２選挙区

受付

番号

届 出

年 月 日
候補者氏名 性別 住 所 生 年 月 日 職 業

１
平成20年

２月27日
鈴 木 一 彦 男 秋田市四ツ小屋小阿地字坂ノ下20番地 昭和26年７月29日 農 業

第３選挙区

受付

番号

届 出

年 月 日
候補者氏名 性別 住 所 生 年 月 日 職 業

１
平成20年

２月27日
今 野 俊 一 男 秋田市牛島東三丁目５番６号 昭和12年９月14日 農 業

２
平成20年

２月27日
鈴 木 善 則 男 秋田市上北手荒巻字前田127番地 昭和21年６月３日 会社員

第１選挙区

受付

番号

届 出

年 月 日
候補者氏名 性別 住 所 生 年 月 日 職 業

１
平成20年

２月27日
髙 橋 良 一 男 秋田市仁井田字大野263番地５ 昭和26年12月15日 修理工

第２選挙区

受付

番号

届 出

年 月 日
候補者氏名 性別 住 所 生 年 月 日 職 業

１
平成20年

２月27日
鈴 木 一 彦 男 秋田市四ツ小屋小阿地字坂ノ下20番地 昭和26年７月29日 農 業

第３選挙区

受付

番号

届 出

年 月 日
候補者氏名 性別 住 所 生 年 月 日 職 業

１
平成20年

２月27日
今 野 俊 一 男 秋田市牛島東三丁目５番６号 昭和12年９月14日 農 業

２
平成20年

２月27日
鈴 木 善 則 男 秋田市上北手荒巻字前田127番地 昭和21年６月３日 会社員



秋市選管告示第10号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第14条の規

定による農業委員会の委員の選挙権を有する者の総数の２分の１

の数は次のとおりである。

平成20年３月31日

秋田市選挙管理委員会

委員長 古 谷 薫

２分の１の数 6,989人

秋田市農委告示第４号

平成20年３月19日午後１時30分 秋田市職員研修棟に秋田市農

業委員会総会を招集する。

平成20年３月12日

秋田市農業委員会会長 柏 谷 健 作

１ 案 件 秋田市外旭川字梶ノ目331番地 小野利之助の農地

法第３条の規定による許可申請に関する件 外30件

秋田市農委告示第５号

農業委員会等に関する法律（昭和26年３月31日法律第88号）第

27条の規定により、平成19年１月17日から平成19年12月20日まで

に開催した秋田市農業委員会総会について、その議事録を次のと

おり縦覧に供する。

平成20年３月26日

秋田市農業委員会会長 柏 谷 健 作

１ 開 催 日 第１回 平成19年１月17日

第２回 平成19年１月31日

第３回 平成19年２月16日

第４回 平成19年３月20日

第５回 平成19年４月16日

第６回 平成19年５月16日

第７回 平成19年６月15日

第８回 平成19年７月17日

第９回 平成19年８月16日

第10回 平成19年９月13日

第11回 平成19年10月17日

第12回 平成19年11月19日

第13回 平成19年12月20日

２ 縦覧期間 平成20年４月１日から平成20年４月14日まで。た

だし、土曜日、日曜日および国民の祝日を除く。

３ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時30分まで

４ 縦覧場所 秋田市山王一丁目２番34号

秋田市農業委員会事務局

秋田市上下水道局告示第16号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基

づき、秋田市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田

市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規

程第２号）第８条の３第１号の規定により告示する。

平成20年３月７日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の指定

２ 指定年月日

平成20年３月７日

秋田市上下水道局告示第17号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条第１項

の規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の指定をした

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成17年秋田

市上下水道局管理規程第20号）第９条第１号の規定により告示す

る。

平成20年３月７日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の指定

２ 指定期間

平成20年３月７日から平成23年３月６日まで

秋田市上下水道局告示第18号

次の下水道使用料督促状は、本人の住所又は居所が明らかでな

いため送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）

第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該下水道使用料督促状は、上下水道局普及促進室に保

管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成20年３月12日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

下水道使用料督促状

秋田市上下水道局告示第19号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条第１項

の規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の指定をした

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第１号の規定により告示す

る。

平成20年３月17日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の指定

２ 指定期間

平成20年３月17日から平成23年３月16日まで
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農 委 告 示農 委 告 示

上下水道局告示

指定工事事業者 代表者 所 在 地

株 式 会 社

寒 風
菅原 廣悦

男鹿市脇本脇本字前野１番

地１

指定工事業者 代表者 所 在 地

株 式 会 社

寒 風
菅原 廣悦

男鹿市脇本脇本字前野１番

地１

指定工事業者 代表者 所 在 地

株 式 会 社

ア ク サ ム
武野 智

大仙市大曲須和町二丁目６

番７号



秋田市上下水道局告示第20号

次の下水道使用料納入通知書は、本人の住所又は居所が明らか

でないため送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該下水道使用料納入通知書は、上下水道局普及促進室

に保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付

する。

平成20年３月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

下水道使用料納入通知書

秋田市上下水道局告示第21号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の７の規定に基づき、

秋田市指定給水装置工事事業者の廃止を行ったので、秋田市水道

事業給水条例施行規程（昭和35年水道ガス局管理規程第２号）第

８条の３第２号の規定により告示する。

平成20年３月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成20年３月14日

秋田市上下水道局告示第22号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条の７の

規定に基づき、秋田市指定排水設備工事業者の廃止を行ったので、

秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田市上下

水道局管理規程第７号）第９条第３号の規定により告示する。

平成20年３月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成20年３月14日

秋田市上下水道局告示第23号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の７の規定に基づき、

秋田市指定給水装置工事事業者の廃止を行ったので、秋田市水道

事業給水条例施行規程（昭和35年水道ガス局管理規程第２号）第

８条の３第２号の規定により告示する。

平成20年３月28日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成20年３月24日

秋田市上下水道局告示第24号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条の７の

規定に基づき、秋田市指定排水設備工事業者の廃止を行ったので、

秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田市上下

水道局管理規程第７号）第９条第３号の規定により告示する。

平成20年３月28日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成20年３月24日

秋田市公告

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加希望者を

公募する。

平成20年３月３日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

入札に付する業務委託は下記のとおりである。

委 託 名 赤れんが郷土館機械・電気設備保守点検業務

委託

委託場所 秋田市大町三丁目３番21号

秋田市立赤れんが郷土館

委託期間 平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

入札参加要件 � 秋田市内に本社、支社又は営業所等

を有していること。

� 設備管理（冷暖房空気調和、給排水

衛生などの機械設備、電気設備）の保

守、点検整備が可能な業者であり、同

種の業務実績が過去５年の間に通算３

年以上あること。

� 地方自治法施行令第167条の４第１

項の規定に該当しないこと。

� 租税に滞納がないこと。

� 本市の指名停止中または入札参加資

格停止期間中でないこと。

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成20年３月19日� 午前10時

入札の場所 秋田市大町三丁目３番21号

秋田市立赤れんが郷土館 研修室

入札保証金 免除

契 約 日 平成20年３月25日�

注 意 事 項 � 秋田市財務規則および入札心得を遵守の

うえ、入札に参加すること。
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指定工事業者 代表者 所 在 地

ススキタ水道 薄田 廣昭
秋田市濁川字家ノ前45番12

号

指定工事業者 代表者 所 在 地

ススキタ水道 薄田 廣昭
秋田市濁川字家ノ前45番12

号

指定工事業者 代表者 所 在 地

有 限 会 社 伊藤 章彦 秋田市河辺大張野字道ノ下

ト ー イ 198番地

指定工事業者 代表者 所 在 地

有 限 会 社

ト ー イ
伊藤 章彦

秋田市河辺大張野字道ノ下

198番地

公 告



� 落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の100分の５に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときはその端数金額を切り捨

てた額）を落札価格とするので、消費税お

よび地方消費税に係る課税・免税事業者で

あるか否かを問わず、見積もった契約希望

金額の105分の100に相当する金額を入札書

に記載すること。

� 入札執行回数は、２回を限度とする。

３ 入札参加申し込みに関する事項

� 本入札に参加を希望する者は、平成20年３月10日�までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（様式１（省略））

イ 機械・電気設備保守点検業務経歴書（様式２（省略））

ウ 納税証明書

・消費税（税務署で、『未納税額のないこと用（その３）』

の発行を受けること。）

・秋田市に納めた法人市民税（個人事業主の方は個人市民

税）

・秋田市に納めた固定資産税（平成19年度分）

※消費税・法人市民税は、直近の営業年度のもの

※納税証明書に代わって、各納付書の写しあるいは、固

定資産税および個人市民税を口座振替により納付して

いる場合は、納税課で交付する「市税口座振替納付済

みのお知らせ」の提出でも結構。

エ 住民票（法人にあっては登記簿謄本）

� 申込書等の提出

申込書等の提出は持参によるものとする。

� 申込書等の受付

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成20年３月３日�から平成20年３月10日�

までの土曜、日曜を除く、毎日午前９時から午後４時まで

とする。

イ 受付場所 秋田市大町三丁目３番21号

秋田市立赤れんが郷土館

ウ 申請用紙 秋田市立赤れんが郷土館から入手のこと。

４ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に、

指名通知する。

� 提出された申込書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には選定結果通知により、その旨を連絡

する。

� 指名通知および選定結果の通知については、平成20年３月

13日�午後に行う。

５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間 平成20年３月３日�から平成20年３月10日�ま

での土曜、日曜を除く、毎日午前９時から午後４時までとす

る。

� 閲覧・貸出場所 秋田市立赤れんが郷土館

住所 秋田市大町三丁目３番21号

６ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市立赤れんが郷土館

電話 018－864－6851 渡辺または眞井田

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第35条の２第１項の規定

により、平成20年２月13日付け秋田市指令第632号で許可した開

発行為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に

基づき、公告する。

平成20年３月４日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 開発許可を受けた者の住所および氏名

秋田市河辺大張野字道ノ下237番地１

株式会社秋田ランドプラン

代表取締役 吉 原 忠 弘

２ 開発区域に含まれる地域の名称

秋田市河辺大張野字道ノ下337番１の内、337番36の内、337

番54の内、337番85の内、337番87の内、337番104の内、337番

105の内、337番108の内、337番109の内、337番110の内および

463番の内

秋田市公告

国土交通省東北地方整備局より、都市計画法（昭和43年法律第

100号）第63条第２項の規定において準用する同法第62条第１項

の規定による河辺都市計画公園事業の事業計画の変更図書の写し

の送付を受けたので、同法第63条第２項の規定において準用する

同法第62条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成20年３月５日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 都市計画事業の種類および名称

河辺都市計画公園事業 ９・７・１号 秋田県立中央公園

２ 都市計画の縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 秋田市都市整備部都市計画課

秋田市公告

秋田農業振興地域整備計画（昭和48年秋田市告示第25号）を変

更したので、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第

58号）第13条第４項において準用する同法第12条第１項の規定に

より公告し、同条第２項の規定に基づき当該変更後の農業振興地

域整備計画書を次により縦覧に供する。

平成20年３月６日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 縦覧場所

秋田市山王一丁目２番34号 秋田市農林部農林総務課

２ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時30分まで。

ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定によ

り、平成20年２月29日付け秋田市指令第868号で許可した開発行

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づ

き、公告する。

平成20年３月７日

秋田市長 佐 竹 敬 久
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１ 開発許可を受けた者の住所および氏名

秋田市川元開和町４番３号 セントラルマンション105号

佐 藤 康 弘

２ 開発区域に含まれる地域の名称

秋田市上北手猿田字後谷地155番３

秋田市公告

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加希望者を

公募する。

平成20年３月11日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

� 物件名

地方税電子申告審査システム利用契約

� 物件の概要

社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシ

ステムに参加し、地方税のインターネットによる申告受付を

行うため、地方税ポータルシステムにおける審査システムに

ついて、ＡＳＰ方式（※１）による利用サービスの提供を行

う。

※１ 必要なアプリケーションサービスのみの提供を受け

る方式

� 利用サービスの提供期間

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

� 納入場所 秋田市の指定する場所

２ 入札に関する事項

� 入札の日時 平成20年３月25日� 午後１時30分

� 入札の場所 秋田市山王一丁目３番25号

秋田市職員研修棟２階 第２研修室

� 入札保証金 免除

� 契 約 日 平成20年３月27日�（予定）

� 注 意 事 項

ア 秋田市財務規則および入札心得を遵守のうえ、入札に参

加すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた

額）を落札価格とするので、消費税および地方消費税に係

る課税・免税事業者であるか否かを問わず、見積もった契

約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載す

ること。

ウ 入札執行回数は、２回を限度とする。

３ 契約に関する事項

� 契 約 期 間 平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

４ 入札参加に必要な資格

� 本件に係るＡＳＰサービスの提供が行える業者であること。

� 過去２年間に市、県、国（公社、公団および独立行政法人

を含む）または他の地方公共団体とＡＳＰサービスの利用契

約を締結し、当該契約を履行した実績を有すること。

� 秋田市内に本社、支店、営業所等を有すること。

� 租税に滞納がないこと。

� 地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項各号の

規定による制限を受ける者でないこと。

� 秋田市指名停止措置要綱および秋田市指名停止措置要綱

（物品の納入および製造）の規定による指名停止期間中の者

でないこと。

５ 仕様書の配付に関する事項

� 配付期間 平成20年３月11日�から平成20年３月17日	ま

での土・日曜日および祝日を除く毎日、午前９時から午後４

時まで

� 配付場所 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市財政部市民税課税制担当

（市役所本庁舎１階）

６ 入札参加申込みに関する事項

� 本入札に参加を希望する者は、平成20年３月17日	までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（様式１（省略））

イ 営業経歴書（様式２（省略））

ウ 法人登記簿謄本（申請日前の３か月以内のもの。写し可。

個人営業の方は住民票）

エ 納税証明書（写し可。領収書の写し、口座振替済通知書

の写しでも可）

・法人市民税 直近の事業年度のもの（個人営業の方は平

成19年度個人市民税）

・固定資産税 平成19年度第１期～第４期分

� 申込書等の提出

申込書等は持参によることとし、郵送又は電送によるもの

は受け付けない。

なお、本入札に関して質疑がある場合は、申込書等の提出

に併せ質問状（様式自由）を提出することにより行う。質疑

に対する回答は、入札参加申込者すべてに、平成20年３月19

日
に書面配付により行う。

� 申込書等の受付

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成20年３月11日�から平成20年３月17日	

までの土・日曜日および祝日を除く毎日、午前９時から午

後４時まで

イ 受付場所 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市財政部市民税課税制担当

（市役所本庁舎１階）

ウ 申請用紙 秋田市財政部市民税課税制担当又は秋田市

ホームページから入手のこと。

７ 指名に関する事項

� 入札参加申込者のうち、入札参加資格を満たす者に指名通

知する。

� 提出された申込書等の審査結果等により、指名されない場

合がある。その者には、非指名通知によりその旨を連絡する。

� 指名通知および非指名通知は、平成20年３月19日
に行う。

８ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市財政部市民税課税制担当

電話 018－866－2054

秋田市公告

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加希望者を

公募する。

平成20年３月12日
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秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

� 委 託 名 秋田市立御所野小学校・御所野学院中学校共同

調理場調理業務委託

� 委託場所 秋田市御所野元町五丁目１番１号

秋田市立御所野小学校・御所野学院中学校共同

調理場

� 委託期間 平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

� 参加要件

ア 秋田市に本社、支店または営業所を有する者又は秋田市

に個人で事業所を有する者であり、平成20年１月１日現在

秋田市において健康増進法（平成14年法律第103号）第20

条第１項に規定する特定給食施設での調理経験年数が、過

去５年間において通算３年以上であること。

イ 平成20年１月１日現在において、学校給食についての調

理業務の経験年数が、過去５年間において３年以上である

こと。

ウ 地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項各号

の規定による制限を受けるものでないこと。

エ 租税に滞納がないこと。

２ 現地説明会に関する事項

� 説明会の日時 平成20年３月18日� 午後４時

� 説明会の場所 秋田市御所野元町五丁目１番１号

秋田市立御所野小学校・御所野学院中学校

共同調理場

� 注意事項

ア 平成20年３月５日以降に実施した腸内細菌検査証明書

（腸内細菌・キャンピロバクター・腸管出血性大腸菌）を

持参すること。

イ 白衣・帽子・調理室専用上履きを持参すること。

３ 入札に関する事項

� 入札の日時 平成20年３月25日� 12時30分

� 入札の場所 秋田市山王二丁目１番53号

秋田市山王21ビル４階

秋田市教育委員会「教育委員会室」

� 入札保証金 免除

� 契 約 日 平成20年３月28日�

� 注 意 事 項

ア 秋田市財務規則および入札心得を遵守のうえ、入札に参

加すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た額）を落札価格とするので、消費税および地方消費税に

係る課税・免税事業者であるか否かを問わず、見積もった

契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

ウ 入札執行回数は、２回を限度とする。

４ 入札参加申込および入札参加資格申告に関する事項

� 本入札に参加を希望するものは、平成20年３月21日�まで

に、次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、

入札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（様式１（省略））

イ 公募型指名競争入札参加資格申告書（様式２（省略））

ウ 営業経歴書（様式３（省略））

エ 納税証明書

� 消費税（税務署で、『未納税額のないこと用（その３）』

の発行を受けること。）

	 秋田市に納めた法人市民税（個人事業主の方は個人市

民税）


 秋田市に納めた固定資産税

※消費税・法人市民税は、直近の営業年度のもの

※納税証明書（写し可能）に代わって、各納付書の写しあ

るいは、固定資産税および個人市民税を口座振替により

納付している場合は、納税課で交付する「市税口座振替

納付済みのお知らせ」の提出でも可

※固定資産税で課税物件がない場合は、「資産なし証明」

を提出

オ 登記簿謄本（個人営業の方は住民票）※写し可能

� 申込書等の提出

申込書等は、持参するものとし、郵送又は電送によるもの

は受け付けない。

� 申込書等の受付

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成20年３月12日�から平成20年３月21日�

までの土曜日および日曜日、祝日を除く、毎日、午前９時

から午後４時まで

イ 受付場所

秋田市山王二丁目１番53号 秋田市山王21ビル３階

秋田市教育委員会学事課

ウ 申請用紙

秋田市教育委員会学事課もしくは、秋田市役所ホームペー

ジから入手すること。

５ 指名に関する事項

� 入札参加者のうち、入札参加者資格を満たしている者に指

名通知する。

� 提出された申込書等の審査結果等により指名されない場合

がある。その者には、選定結果通知により、その旨を通知す

る。

� 指名通知および選定結果の通知は、平成20年３月21日�に

行う。

６ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間 平成20年３月12日�から平成20年３月25日�ま

での土曜日および日曜日、祝日を除く、毎日、午前９時から

午後４時までとする。

� 閲覧・貸出場所 秋田市教育委員会学事課

７ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 問い合わせ先 秋田市教育委員会学事課保健給食担当

電話 018－866－2243

秋田市公告

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加希望者を

公募する。

平成20年３月12日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

� 委 託 名 秋田市立河辺学校給食センター調理業務委託

� 委託場所 秋田市河辺和田字上中野401－5
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秋田市立河辺学校給食センター

� 委託期間 平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

� 参加要件

ア 秋田市に本社、支店または営業所を有する者又は秋田市

に個人で事業所を有する者であり、平成20年１月１日現在

秋田市において健康増進法（平成14年法律第103号）第20

条第１項に規定する特定給食施設での調理経験年数が、過

去５年間において通算３年以上であること。

イ 平成20年１月１日現在において、学校給食についての調

理業務の経験年数が、過去５年間において３年以上である

こと。

ウ 地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項各号

の規定による制限を受けるものでないこと。

エ 租税に滞納がないこと。

２ 現地説明会に関する事項

� 説明会の日時 平成20年３月17日� 午後４時

� 説明会の場所 秋田市河辺和田字上中野401－5

秋田市立河辺学校給食センター

� 注意事項

ア 平成20年３月４日以降に実施した腸内細菌検査証明書

（腸内細菌・キャンピロバクター・腸管出血性大腸菌）を

持参すること。

イ 白衣・帽子・調理室専用上履きを持参すること。

３ 入札に関する事項

� 入札の日時 平成20年３月25日� 12時30分

� 入札の場所 秋田市山王二丁目１番53号

秋田市山王21ビル４階

秋田市教育委員会「教育委員会室」

� 入札保証金 免除

� 契 約 日 平成20年３月28日�

� 注 意 事 項

ア 秋田市財務規則および入札心得を遵守のうえ、入札に参

加すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た額）を落札価格とするので、消費税および地方消費税に

係る課税・免税事業者であるか否かを問わず、見積もった

契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

ウ 入札執行回数は、２回を限度とする。

４ 入札参加申込および入札参加資格申告に関する事項

� 本入札に参加を希望するものは、平成20年３月21日�まで

に、次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、

入札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（様式１（省略））

イ 公募型指名競争入札参加資格申告書（様式２（省略））

ウ 営業経歴書（様式３（省略））

エ 納税証明書

	 消費税（税務署で、『未納税額のないこと用（その３）』

の発行を受けること。）


 秋田市に納めた法人市民税（個人事業主の方は個人市

民税）

� 秋田市に納めた固定資産税

※消費税・法人市民税は、直近の営業年度のもの

※納税証明書（写し可能）に代わって、各納付書の写しあ

るいは、固定資産税および個人市民税を口座振替により

納付している場合は、納税課で交付する「市税口座振替

納付済みのお知らせ」の提出でも可

※固定資産税で課税物件がない場合は、「資産なし証明」

を提出

オ 登記簿謄本（個人営業の方は住民票）※写し可能

� 申込書等の提出

申込書等は、持参するものとし、郵送又は電送によるもの

は受け付けない。

� 申込書等の受付

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成20年３月12日�から平成20年３月21日

�までの土曜日および日曜日、祝日を除く、毎日、午前９

時から午後４時まで

イ 受付場所 秋田市山王二丁目１番53号

秋田市山王21ビル３階

秋田市教育委員会学事課

ウ 申請用紙 秋田市教育委員会学事課もしくは、秋田市役

所ホームページから入手すること。

５ 指名に関する事項

� 入札参加者のうち、入札参加者資格を満たしている者に指

名通知する。

� 提出された申込書等の審査結果等により指名されない場合

がある。その者には、選定結果通知により、その旨を通知す

る。

� 指名通知および選定結果の通知は、平成20年３月21日�に

行う。

６ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間 平成20年３月12日�から平成20年３月25日�ま

での土曜日および日曜日、祝日を除く、毎日、午前９時から

午後４時までとする。

� 閲覧・貸出場所 秋田市教育委員会学事課

７ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 問い合わせ先

秋田市教育委員会学事課保健給食担当

電話 018－866－2243

秋田市公告

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加希望者を

公募する。

平成20年３月13日

秋田市長 佐 竹 敬 久
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� 上記業務に係る基本的な入札参加要件

ア 地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項各号

の規定による制限を受ける者でないこと。

イ 秋田市指名停止措置要綱（物品の納入および製造）第２

条第１項の規定による指名停止期間中の者でないこと。

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成20年３月25日� 午前９時

入札の場所 秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル４階

秋田市教育委員会「教育委員会室」

入札保証金 免除

契 約 日 平成20年３月26日�

注 意 事 項 � 秋田市財務規則および入札心得を遵守のうえ、

入札に参加すること。

� 落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の100分の５に相当する額を加

算した金額を落札価格とするので、消費税およ

び地方消費税に係る課税・免税事業者であるか

否かを問わず、見積もった契約希望金額の105

分の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

� 入札執行回数は、２回を限度とする。

３ 入札参加申し込みに関する事項

� 本入札に参加を希望する者は、平成20年３月21日�までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（様式１（省略））

イ 営業経歴書（様式２（省略））

ウ 複写機の保守サービス体制調書（様式３（省略））

エ 納税証明書

・消費税（税務署で、『未納税額のないこと用（その３）』

の発行を受けること。）

・秋田市に納めた法人市民税（個人営業の方は個人市民税）

・秋田市に納めた固定資産税

※消費税・法人市民税は、直近の営業年度のもの

オ 住民票（法人にあっては履歴事項全部証明書）

※有効期限３ヶ月以内

� 申込書等の提出

申込書等は持参によることとし、郵送又は電送によるもの

は受け付けない。

� 申込書等の受付

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成20年３月13日�から平成20年３月21日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

４時まで

イ 受付場所 秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル３階

秋田市教育委員会総務課企画経理担当

ウ 申込用紙 秋田市教育委員会総務課又は秋田市ホームペー

ジから入手のこと。

４ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に

指名通知する。

� 提出された申込書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には選定結果通知により、その旨を連絡

する。

� 指名通知および選定結果の通知については、平成20年３月

24日�午後に行う。

５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は、平成20年３月13日�から平成20年３月21日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４

時までとする。

� 閲覧場所 秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル３階

秋田市教育委員会総務課企画経理担当

６ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市教育委員会総務課企画経理担当

電話 018－866－2242

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定によ

り都市計画を決定したいので、同法第17条第１項の規定により次

のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに市

に意見書を提出することができる。

平成20年３月17日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 都市計画の種類および名称

河辺都市計画特別用途地区（大規模集客施設制限地区）

２ 位置および区域

秋田市河辺北野田高屋字榊表、字雷谷地、字黒沼下堤下、河

辺和田字北条ケ崎、字和田、字下夕川原、字岡村、字下石川地

内

３ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 秋田市都市整備部都市計画課

４ 都市計画の案の縦覧期間

平成20年３月18日から平成20年３月31日まで

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定によ
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１ 入札に付する事項

� 入札に付する業務は下記のとおりである。

業 務 名 内 容 期 間 入 札 参 加 要 件

小中学校複写機の

複写料金単価

小中学校に設置

する複写機の複

写料金単価

平成20年４月１日～

平成21年３月31日

①秋田市内に本店、支店、営業所を有する者、又は秋田市内に個人

で事業所を有する者であること。

②租税に滞納がないこと。

③複写機の複写料金単価契約が可能な者であること。

④複写機の保守サービスが可能な者であること。



り都市計画を決定したいので、同法第17条第１項の規定により次

のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに市

に意見書を提出することができる。

平成20年３月17日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 都市計画の種類および名称

秋田都市計画特別用途地区（大規模集客施設制限地区）

２ 位置および区域

秋田市下新城中野字琵琶沼、字街道端西、飯島字寄進田、字

堀川、字平右衛門田尻、飯島川端一丁目、二丁目、三丁目、飯

島道東一丁目、二丁目、三丁目、飯島鼠田一丁目、二丁目、飯

島緑丘町、飯島松根西町、飯島穀丁、飯島字坂道端、字家ノ下、

字砂田、字穀丁大谷地、字古道、字古道下川端、土崎港相染町

字沼端、字街道下、字沖谷地、字中谷地、字大谷地、字浜ナシ

山、字堂ノ後、字中島下、字大浜、土崎港北七丁目、土崎港古

川町字古川添下、土崎港西一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、

五丁目、土崎港北三丁目、飯島字大崩、字長野、寺内字将軍野、

将軍野青山町、土崎港御蔵町、土崎港南一丁目、土崎港穀保町、

向浜二丁目、寺内後城、寺内神屋敷、寺内字後城、字大小路、

字神屋敷、字蛭根、寺内蛭根一丁目、三丁目、八橋本町六丁目、

八橋南二丁目、八橋字下八橋、八橋大道東、寺内油田一丁目、

三丁目、外旭川字中谷地、字小谷地、字待合、字四百刈、字松

崎、字三後田、字鳥谷場、字神宮田、字堂ノ前、字野村、字田

中、字在家、字八幡田、字三千刈、字水口、外旭川八柳二丁目、

三丁目、泉菅野一丁目、二丁目、寺内字三千刈、字イサノ、寺

内堂ノ沢一丁目、三丁目、八橋字イサノ、八橋イサノ二丁目、

八橋大畑一丁目、二丁目、八橋鯲沼町、八橋大沼町、八橋新川

向、八橋三和町、泉字登木、泉北一丁目、二丁目、三丁目、四

丁目、泉中央一丁目、二丁目、泉南一丁目、保戸野千代田町、

保戸野桜町、保戸野八丁、保戸野鉄砲町、高陽青柳町、高陽幸

町、川尻町字大川反、山王臨海町、川尻大川町、川尻若葉町、

川尻新川町、中通七丁目、東通仲町、南通宮田、旭南三丁目、

茨島二丁目、五丁目、卸町一丁目、二丁目、牛島東一丁目、七

丁目、牛島西一丁目、楢山城南町、楢山城南新町、仁井田蕗見

町、仁井田栄町、仁井田新田一丁目、二丁目、仁井田本町一丁

目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、御野場二丁目、仁井田

目長田三丁目、仁井田字古川向、四ツ小屋字与左エ門川原、上

北手猿田字篠田台、字寺ノ沢、字中谷地、字堤ノ沢、上北手古

野字台、字脇ノ田、四ツ小屋小阿地字大杉沢、御所野下堤一丁

目、二丁目、三丁目、御所野元町三丁目、四丁目、五丁目、六

丁目、七丁目、御所野湯本一丁目、二丁目、三丁目、六丁目、

御所野地蔵田三丁目、四ツ小屋末戸松本字坂ノ上、字地蔵田地

内

３ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 秋田市都市整備部都市計画課

４ 都市計画の案の縦覧期間

平成20年３月18日から平成20年３月31日まで

秋田市公告

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号に掲

げる道路として次のとおり指定したので、秋田市建築基準法施行

細則（昭和48年秋田市規則第12号）第28条の規定に基づき、公告

する。

平成20年３月18日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 申請者の住所および氏名

秋田市外旭川八柳二丁目５番50号

鎌 田 誠

２ 道路位置指定箇所

秋田市外旭川八柳二丁目273番８および273番８地先道路・水

路（法定外公共物）

３ 道路幅員 4.00～4.01メートル

４ 道路延長 39.45メートル

５ 指定年月日および番号

平成20年３月18日 第９号

秋田市公告

地方税法がその例とする国税徴収法（昭和34年法律第147条）

第95条および第99条の規定に基づき、差押財産を公売することを

公告する。

平成20年３月21日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 公売財産の内容

� 公 売 財 産 別紙「公売財産の表示」（省略）のとおり

� 公売保証金 965,000円

� 見 積 価 額 9,645,000円

２ 公売日時

� 参加申込期間

平成20年４月10日�午後１時から平成20年４月28日�午後

５時まで

� 入札

平成20年５月７日�午後１時から平成20年５月14日�午後

１時まで

� 開札

平成20年５月14日� 午後１時

３ 公売場所

ヤフー株式会社が提供する官公庁オークション上のホームページ

（http://koubai.auctions.yahoo.co.jp）

４ 公売方法

ヤフー株式会社が提供する官公庁オークションからの入札

５ 売却決定日時

平成20年５月21日� 午前10時

６ 売却決定場所

秋田市山王一丁目１番１号 秋田市財政部納税課

７ 買受代金納付期限

平成20年５月21日� 午後２時30分

８ 買受人についての資格その他の用件

地方税法がその例とする国税徴収法第92条および第108条の

規定に該当する者は買受人として参加する資格がない。

９ 公売財産上の質権者、抵当権者等の権利の内容の申し出

公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他公売財

産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、

売却決定の日の前日までにその内容を申し出ること。

10 権利移転の時期

買受代金の全額を納付したとき。

11 危険負担移転の時期

買受代金の全額を納付したとき。

12 権利移転に伴う費用

公売による権利移転に伴う費用は、買受人の負担となる。
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13 消費税の取扱い

土地付建物は、「非課税財産」と「課税財産」が混在する

「混在財産」のため、見積価額にすでに消費税相当額を含んで

いる。

14 その他

� 公売財産に入札しようとする者（以下入札者）は、参加申

込期間に所定の入札参加申込手続きが必要である。

� 入札にあたり、公売保証金の納付が必要となる。

� 入札は、入札期間中に１回のみ可能である。なお、１度行っ

た入札は入札者の都合による取り消しや変更はできない。

� 滞納金額の完納等により公売を中止することがある。

� 買受代金を買受代金納付期限までに納付しないときは、売

却決定を取り消すものとする。

� 落札者又は買受人が義務を履行しないときは、公売保証金

は市に帰属する。

秋田市公告

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項

の規定により、農用地利用集積計画（平成19年度第11号計画）を

定めたので、同法第19条の規定に基づき公告し、次により縦覧に

供する。

平成20年３月25日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 閲覧場所および閲覧期間

� 平成20年３月26日から同月31日まで

秋田市山王一丁目２番34号 秋田市農林部農林総務課

� 平成20年４月１日から同月14日まで

秋田市八橋本町六丁目12番１号 秋田市農林部農林総務課

２ 閲覧時間

土曜日および日曜日を除く毎日、午前８時30分から午後５時

30分まで

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定によ

り、平成20年２月29日付け秋田市指令第869号で許可した開発行

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づ

き、公告する。

平成20年３月26日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 開発許可を受けた者の住所および氏名

秋田市土崎港東三丁目２番３－４号 アクアロードⅡ－C202

進 藤 岳 史

秋田市土崎港東三丁目２番３－４号 アクアロードⅡ－C202

進 藤 絵理子

２ 開発区域に含まれる地域の名称

秋田市柳田字柳田75番１および75番３

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第34条の２第１項の規定

により、平成20年３月14日付け都計第248号で協議が成立したこ

とをもって開発許可があったものとみなされた開発行為に関する

工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づき、公告す

る。

平成20年３月26日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 協議が成立したことをもって開発許可があったものとみなさ

れた者の住所および氏名

秋田市上北手百崎字二タ子沢５番地５

秋田県住宅供給公社

理事長 中 山 敏 夫

２ 工区に含まれる地域の名称

別紙（省略）のとおり

秋田市公告

森林法（昭和26年法律第249号）第10条の６第３項の規定によ

り秋田市森林整備計画を変更したので、同法第10条の６第４項に

おいて準用する同法第10条の５第８項の規定に基づき、関係書類

を次のとおり縦覧に供することにより公表する。

平成20年３月28日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 縦覧に供する書類 秋田市森林整備計画変更計画書

２ 縦覧場所

� 平成20年３月28日から平成20年３月31日まで

秋田市山王一丁目２番34号 秋田市農林部森林整備課

� 平成20年４月１日から

秋田市八橋本町六丁目12番１号

秋田市農林部農地森林整備課

ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日を除く。

３ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時30分まで

秋田市公告

都市公園の区域を変更するので、秋田市都市公園条例（昭和39

年秋田市条例第35号）第13条の規定に基づき、次のとおり公告す

る。

平成20年３月28日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 区域を変更する都市公園の名称、位置および区域変更の期日

２ 都市公園の区域

別図（省略）のとおり

秋田市公告

秋田市が設置している自転車等駐車場のうち、別紙（省略）に

記載の自転車等駐車場内に長期間放置されていた自転車等を撤去

し、保管したので、次のとおり公告する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 撤去し、保管した自転車等

� 放置されていた場所および台数

追分駅東自転車等駐車場 １台

追分駅前自転車等駐車場 34台

土崎駅前自転車等駐車場 27台

土崎図書館前自転車等駐車場 ５台

土崎駅東西歩道橋下自転車等駐車場 28台

新屋駅前自転車等駐車場 24台

牛島駅東自転車等駐車場 １台

牛島駅西自転車等駐車場 １台
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都市公園の名称 位 置 区域変更の期日

北 野 田 公 園
秋田市河辺北野田

高野字小高37番地１
平成20年３月28日



秋田駅東自転車等駐車場 41台

秋田駅西地下自転車駐車場 13台

アトリオン広場地下自転車駐車場 １台

� 撤去し、保管した年月日

平成20年３月24日から同年３月26日まで

� 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車

場内）秋田市自転車等保管所

� 返還を開始する年月日および返還を行う期間

平成20年４月14日から平成20年10月14日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、長期放置自転車等

返還申請書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車

等の利用者又は所有者であることを証明するものを提示するこ

と。

３ 自転車等の処分

この公告に係る自転車等で、公告後６か月を経過しても利用

者等の引き取りがないものについては、廃棄物又は不要物とし

て処分する。

４ 問い合わせ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課 電話866－2035

秋田市公告

秋田県知事より、都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条

第１項の規定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの

送付を受けたので、同法第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 都市計画事業の種類および名称

秋田湾・雄物川流域下水道関連秋田市公共下水道（雄和地域）

２ 事業施行期間

昭和63年10月25日から平成26年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分 昭和63年秋田県告示第674号、平成６年秋

田県告示第187号、平成９年秋田県告示第94号および平成

14年秋田県告示第166号の事業地に、雄和椿川字駒坂台、

字山籠を加える。

昭和63年秋田県告示第674号、平成６年秋田県告示第187

号、平成９年秋田県告示第94号および平成14年秋田県告示

第166号の事業地のうち、雄和椿川字前椿岱、字奥椿岱、

字堤根について事業地を変更する。

� 使用の部分 変更なし

４ 縦覧場所

秋田市川尻みよし町14番８号 秋田市上下水道局下水道建設課

秋田市公告

秋田県知事より、都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条

第１項の規定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの

送付を受けたので、同法第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 都市計画事業の種類および名称

秋田湾・雄物川流域下水道関連秋田市公共下水道（河辺地域）

２ 事業施行期間

平成元年７月18日から平成26年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分 平成元年秋田県告示第486号、平成６年秋

田県告示第211号、平成11年秋田県告示第177号および平成

14年秋田県告示第270号の事業地に、河辺和田字式田、字

式田下袋、字上野、字坂本北、字坂本南、字上石川、字石

川河原、河辺諸井字下川原を加える。

平成元年秋田県告示第486号、平成６年秋田県告示第211

号、平成11年秋田県告示第177号および平成14年秋田県告

示第270号の事業地のうち、河辺畑谷字中村、河辺戸島字

ヲソノ、字本町、河辺北野田高屋字神田、河辺和田字岡村、

字下石川、河辺諸井字大部について事業地を変更する。

� 使用の部分 変更なし

４ 縦覧場所

秋田市川尻みよし町14番８号 秋田市上下水道局下水道建設課

秋田市公告

秋田県知事より、都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条

第１項の規定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの

送付を受けたので、同法第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成20年３月31日

秋田市長 佐 竹 敬 久

１ 都市計画事業の種類および名称

秋田湾・雄物川流域下水道関連秋田市公共下水道（秋田地域）

２ 事業施行期間

昭和51年７月16日から平成26年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分 昭和51年秋田県告示第501号、昭和59年秋

田県告示第157号、昭和60年秋田県告示第124号、昭和61年

秋田県告示第387号、昭和63年秋田県告示第698号、平成４

年秋田県告示第673号、平成７年秋田県告示第416号、平成

10年秋田県告示第128号、平成11年秋田県告示第119号およ

び平成15年秋田県告示第36号の事業地に、飯島字中野、字

芋田、川尻字大川反、字中島、川尻若葉町、桜ガ丘五丁目、

下北手梨平字登館、大平台一丁目、大平台二丁目、大平台

三丁目、大平台四丁目、上北手大戸字堀ノ内、字関上を加

える。

昭和51年秋田県告示第501号、昭和59年秋田県告示第157

号、昭和60年秋田県告示第124号、昭和61年秋田県告示第

387号、昭和63年秋田県告示第698号、平成４年秋田県告示

第673号、平成７年秋田県告示第416号、平成10年秋田県告

示第128号、平成11年秋田県告示第119号および平成15年秋

田県告示第36号の事業地のうち、下新城長岡字毛無谷地、

飯島字平右衛門田尻、飯島西袋一丁目、添川字地ノ内、下

北手松崎字大巻、下北手桜字袖ノ沢、外旭川字山崎、桜ガ

丘三丁目、桜ガ丘四丁目、上北手大戸字大戸、上北手荒巻

字鳥越、字前田、字割田、仁井田字中新田、四ツ小屋末戸

松本字向野、四ツ小屋小阿地字柳林について事業地を変更

する。

� 使用の部分 変更なし

４ 縦覧場所

秋 田 市 公 報平成20年４月10日 第995号
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秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局下水道建設課

秋市土開公告第１号

平成20年３月27日午後４時秋田市役所会議応接室に秋田市土地

開発公社理事会を招集する。

平成20年３月７日

秋田市土地開発公社

理事長 田 中 政 博

付議案件

１ 平成20年度秋田市土地開発公社事業計画の件

２ 平成20年度秋田市土地開発公社予算の件

３ 平成20年度秋田市土地開発公社資金計画の件

４ 平成19年度秋田市土地開発公社補正予算（第２号）の件

５ 平成19年度秋田市土地開発公社補正資金計画（第２号）の件

６ 書面議決について報告する件

秋 田 市 公 報平成20年４月10日 第995号
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土地開発公社公告




